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平成２０年度 第７回三重県公共事業評価審査委員会議事録 

 

１ 日 時  平成２０年１２月２５日（木） ９時００分～１７時００分 

 

２ 場 所  三重県建設技術センター鳥居支所 ２階会議室 

 

３ 出席者   

（１）委 員  

葛葉泰久委員長、大森達也委員、岩田俊二委員、芝﨑裕也委員、鈴木宏委員 

田中彩子委員、南部美智代委員、野口あゆみ委員、宮岡邦任委員、森下光子委員 

 

（２）事務局  

   県土整備部 

公共事業総合政策分野総括室長 

    道路整備室長 

都市政策室長 

河川・砂防室長 

港湾・海岸室長 

公共事業運営室長 

    鈴鹿建設事務所 事業推進室長 

津建設事務所 事業推進室長 

松阪建設事務所 事業推進室長  

伊勢建設事務所 事業推進室長 

志摩建設事務所 事業推進室長 他 

 

   環境森林部 

    森林・林業分野総括室長 

森林保全室長 他 

 

農水商工部 

 農業基盤室長 他 

 

４ 議事内容 

 

（１） 三重県公共事業評価審査委員会開会 
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（公共事業運営室長） 

 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今から平成20年度第７回三重県公

共事業評価審査委員会を開催いたします。 

本日の司会を務めます、三重県公共事業評価審査委員会の事務局を担当しております県

土整備部公共事業運営室長の渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。 

座って司会のほう、進めさせていただきます。 

 本審査委員会につきましては、原則公開ということで開催させていただいております。

本日は傍聴をご希望される方がいらっしゃいますので、ここで入場していただきたいと思

いますが、委員長、よろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

 委員の皆さん、いかがでしょうか。傍聴の方にお入りいただいて、公開で審議したいと

思いますけど、よろしいでしょうか。 

（委員のうなずき有り） 

 はい、お入りいただいてください。 

 

（公共事業運営室長） 

ありがとうございます。本日の委員会でございますが、10 名の委員中、９名の委員にご

出席いただきましたので、三重県公共事業評価審査委員会条例第６条第２項に基づき、本

委員会の会議が成立することをご報告いたします。 

 それではまず、お手元の委員会資料のご確認のほう、お願いしたいと思います。本日の

資料でございますが、資料は９つ用意しておりまして、赤いインデックスで 1 番から９番

まで付けております。その内、赤いインデックスの資料７には青いインデックスで２番、

７番、８番、９番、27番、30番の６冊を付けております。また、資料８には、青いインデ

ックスで 21 と、22 と23、この 22と 23 は一緒になっていると思いますが、この２枚が付

いております。また、資料９でございますが、青いインデックスで501番、502番、503番、

506番、509番、510番の６枚を添付しておりますが、お揃いでしょうか。 

 それでは、議事次第２番目の委員会の所掌事務および議事進行につきまして、事務局の

ほうから説明させていただきます。 

 

（２） 委員会の所掌事務と議事進行 

 

（事務局） 

事務局を担当しております県土整備部公共事業運営室の堤です。私のほうから「委員会の

所掌事務および議事進行」について説明させていただきます。 

「委員会の所掌事務および議事進行」についてですが、これまでと同様にご審議を行ってい
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ただきますので、主要な点のみの説明とさせていただきます。 

なお、傍聴の皆様におかれましては、受付でお渡しいたしました「平成20年度三重県公共事

業評価審査委員会について」という資料をご参照いただきたいと思います。 

本日は三重県公共事業評価審査委員会条例第２条第１項第１号の規定に基づき､６件の再

評価の調査審議をお願いいたします。各事業につきましては、事業主体が三重県公共事業再

評価実施要綱に基づき再評価を行っておりますので、委員の皆様には、事業主体の評価内容

等について、ご審議いただきたいと思います。 

次に、審査の進め方でございますが、これまでと同様、資料７の説明資料と正面のスクリ

ーンを用いまして事業主体が説明いたしますので、説明が終わりましたら、ご質問いただき

たいと思います。 

なお、恐縮ではございますが、答申につきましては、できるだけ本日中にいただけますよ

う、よろしくお願いをいたします。委員会の所掌事務と議事進行につきましては、以上でご

ざいます。 

 

（公共事業運営室長） 

 委員長、ただ今の説明につきまして何かご質問等ございませんでしょうか。 

 

（委員長） 

 委員の皆さん、ご質問等、ございませんでしょうか。 

 特に無いようですので、事務局、次、進めてください。 

 

（３） 再評価対象事業の審査 

 

（公共事業運営室長） 

  それでは議事次第の３番目でございますが、本日、再評価のご審査をお願いします事業に

つきまして、事務局のほうから説明させていただきます。 

 

（事務局） 

  次に、本日、ご審査をお願いいたします再評価対象事業でございますが、お手元の資料４、

「審査対象事業一覧表」の１ページをご覧ください。こちらの審査箇所欄、一番右の欄に○

印が付いております。２番、７番、８番、９番、27番、30番の６事業でございます。説明の

順番につきましては、説明者の関係上、午前中に道路事業と街路事業、午後から森林整備事

業と治山事業のご審議をお願いしたいと思います。 

なお、道路事業につきましては、説明内容を考慮して、８番、９番、７番の順に３件続け

て説明させていただきます。 

また、委員の皆様からの質疑応答につきましては、説明の後に適宜、質疑応答の時間を設
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けますので、その都度、お願いしたいと思います。 

なお、これらの再評価の概要を赤いインデックスの資料５、「再評価箇所一覧表」に記載い

たしましたので、ご審査の際にご覧いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

（公共事業運営室長） 

  委員長、ただ今の説明につきまして何かご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

（委員長） 

  委員の皆さん、何かご質問等ございませんでしょうか。 

特に無いようですので、では審議に入ります。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは、道路事業のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

（津建設事務所 事業・用地推進室長） 

それでは、まず第一番目の事業ですが、委員会資料の８の２番、道路事業の一般国道163

号、長野峠バイパス国補道路改築事業です。この事業は平成11年度に新規事業採択を受け、

10 年を経過し継続中の事業であるため、再評価のご審議をお願いするものです。よろしく

お願いいたします。前のスクリーン画面と同じものが、お手元にスクリーン資料としてあ

ると思いますので、どちらかをご覧いただきたいと思います。 

事業の実施箇所です。国道 163 号は大阪市を起点として、生駒市、京都府の木津川市を

経て津市に至る124ｋｍの幹線道路です。三重県内においては、伊賀市と津市を連絡する最

短経路となっています。しかし、163号は伊賀市と津市の境に長野峠という峠がありまして、

つづら折れの道路となっております。また、現在の長野トンネルは大型車のすれ違いがで

きないなど、通行に大きな障がいとなっています。このため、平成11年度よりトンネルを

含む全長4.9ｋｍの長野峠バイパスの事業に着手し、今年７月には新長野トンネルの供用を

開始しております。トンネル以外の区間についても、順次、改良工事を進めております。 

県内における国道 163 号は、津、松阪エリアと伊賀、関西方面を連絡し、また、中勢地

域、北勢地域の東西軸である名阪国道、ちょうど 163 号の北側に位置してます。それと、

国道 165 号、これは南側に位置している道路です。これらの道路を補完する役割も持って

おります。地域の道路ネットワーク上、非常に重要な路線となっています。 

しかしながら、現道は先ほど申しましたように大型車のすれ違いが困難なトンネルをは

じめ急カーブが多数あり、また、落石等の危険箇所も多数存在します。降雨時には通行規

制をかけており、時間雨量35ｍｍ、もしくは連続雨量120ｍｍで通行止めとなる道路です。 

次、現道における課題ですが、この道路は中勢地域、北勢地域の東西を結ぶ幹線道路と
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してネットワークを形成すべき路線ですが、狭隘（きょうあい）な峠越えの道路であるこ

とから、活用度が低く、地域間の円滑な交流や名阪国道などの代替機能を十分に発揮でき

ていない状況です。画面には伊賀市と津市の境界付近の交通量を示しておりますが、国道

163号は名阪や国道165号に比べて交通量が少なく、十分活用されていないことがうかがえ

ます。 

バイパス事業は、まず最大の難所であった旧長野トンネル区間を迂回する新長野トンネ

ルを含む 2.4ｋｍの区間が完成し、今年 7 月に供用を開始しました。新トンネルの開通後、

11 月に交通量調査をしましたところ、国道 163 号の交通量は、開通前の 1,999 台、1 日当

たりですが、これに対して開通後は 2,326 台、約 16％増加しております。これは新トンネ

ルの開通により走行性が向上し、他の路線から交通の転換がなされたものと考えられます。

今後、全区間の改良工事が完成すると、さらに交通の転換が発生するものと予測しており

ます。 

新長野トンネルの開通によって一定の効果を上げましたが、新トンネルから北長野地区

の間では、先ほどの課題でも申しましたように、つづら折れの区間が残り、約４割の区間

が半径 50ｍ未満の急なカーブとなっており、通行に大きな障がいとなっています。また、

落石等の危険箇所の区間が 15％を占め、雨降りのときには土砂崩れなどの恐れが残ってお

ります。新長野トンネルの供用により、防災上のリスクは一定の改善がされましたが、ま

だ多くの落石等の危険箇所が点在しております。従って、今後、引き続き残区間の改良に

着手し、峠区間全体の交通の円滑化、安全性、定常性の確保に取り組んで行く必要があり

ます。長野峠バイパスが開通いたしますと、課題である急なカーブとか狭い道路幅員が解

消され、円滑で安全な交通を確保することができます。また、平木から北長野の両地区間

には歩道を設置しますので、歩行者の安全も確保することができます。歩道設置区間は、

ちょうど終点側の900ｍの区間です。 

計画交通量ですが、現況の交通量は2,000台から2,300台で推移しております。42年度

には 4,000 台を予測しております。これは主に名阪国道から 700 台、国道 165 号から 200

台の転換が見込まれる結果です。また、名阪国道が事故等により１日、通行規制が行われ

ると、これは時々なんですが、さらに 700 台程度の転換が発生します。迂回路として使わ

れておるということです。 

このバイパス事業の効果ですが、まず 1 つ目は、現道での大型車のすれ違い困難箇所を

解消し、地域間の交流を促進するネットワーク、道路網が構築されます。２つ目ですが、

安全で安心できる暮らしを確保するために、津市、伊賀市、名張市の３市で構成される医

療圏、中勢伊賀医療圏と呼んでおりますが、ここの救急医療体制に位置付けられておる第

三次救急医療施設、三重大学付属病院がそのようになっております。ここへのアクセスの

向上が図られます。それと第三次救急医療施設と申しますのは、生命にかかわる緊急度の

特に高い患者を対象として、高度な医療を提供できる施設というふうな位置付けになって

おります。３つ目の事業効果ですが、現道での落石等危険箇所が解消され、災害に強い道
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路となります。４つ目ですが、旅行速度が向上し、バイパス間の所要時間は、現道に対し

約５分間短縮されます。 

以上の効果により、当事業の費用便益比ですが、総費用77億円に対し、走行時間短縮便

益が 84 億円、走行費用減少便益が７億円、合計で総便益は 91 億円となって、費用便益比

は 1.2 となります。ここの便益には含まれておりませんが、名阪国道の代替経路としての

便益が別途あります。また、通行経路の選択肢が広がることによって、緊急輸送活動を弾

力的に行うことができ、地域を支える生命線としての効果も期待できます。 

次に、進捗状況についてですが、長野峠バイパスは平成11年度に事業化され、全体事業

費 75 億円の内、今年度までに主にトンネル工事費として約 52 億円を投入し、全体の進捗

率は 69％となっています。内訳として用地と工事の進捗状況は、これまでトンネル工区を

主体に行っておりましたので、用地の進捗は16％、工事の進捗は71％となっています。進

捗が遅れた要因は、最優先である新長野トンネルの建設に時間を要したことです。トンネ

ルの計画地点に断層を破砕帯などの脆弱な地質が確認されたために、調査とか検討に多大

な時間とか費用がかかった。その辺で他の区間の改良に着手できずにおったということで

す。今後は順次工事を進めていく予定でありまして、今年の130ｍの区間の工事を実施しま

す。 

次に、代替案の可能性についてですが、残工事区間の現道が長野川に沿った、渓谷に沿

った形で通っておりまして、大型車のすれ違いが困難な急なカーブが連続しております。

このような急な連続する区間では、一部ショートカットと言うんですか、バイパス化も必

要ですが、原則としては現道を拡幅する計画としておりまして、コストを抑えております。

計画は妥当なものと考えております。 

次に、コストの縮減についてですが、各種工法選定によるコスト縮減は勿論ですが、平

成18年度からはライフサイクルコストを考慮し、維持管理費にも目を向けた取り組みを行

っております。その１つとして、新長野トンネルにおける照明で、新しい技術を活用した

器具を設けました。センサーランプの改良によるもので、従来比に対して、メーカーのカ

タログ値では約 20％の省エネが期待されるものです。参考までですが、新長野トンネルの

電力使用料は１ヶ月当たり約14万円です。規模が大体同じ国道311号の八鬼山トンネルで

は、1ヶ月当たり約30万円かかっております。 

コストの縮減と環境への配慮が両立する取り組みを行っております。長野峠バイパスで

は今後の改良区間において、法面が多く出てきますので、可能な限り在来種により緑化を

行い、生態系の配慮、周辺景観との調和を図っていきます。一方で、除草に要する維持管

理費を抑えるために、切土法面の内、路面から 1.5ｍの高さ、路面に関係する部分ですが、

ここをコンクリート吹き付けなどを採用することにより、草刈費用を削減します。写真に

ありますのは、平成18年度に供用しました国道260号での実施事例です。 

本バイパス計画に関連する社会経済状況の変化といたしましては、平成 16 年 11 月に伊

賀市、平成18年１月に津市がそれぞれ周辺市町村との合併により発足しております。新伊
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賀市は県内第７位、新津市は県内第２位の人口規模となり、中北勢地域の人口産業の集積

拠点を形成するに至っています。この長野峠バイパスは、これらの伊賀市、津市を最短経

路で連絡する路線であり、地域間の交流、発展に寄与するものとして大いに期待されてい

る事業です。 

地元の意向について説明させていただきます。地元の意向としましては、沿線の市町村

から構成される「国道 163 号道路整備促進期成同盟会」というのがあります。これは旧上

野市、旧大山田村、旧美里村、旧津市で構成されておる同盟会です。この同盟会をはじめ、

地域住民から本事業への早期完成が強く求められております。この計画区間内にある平木

地区の住民からは、特に計画の終点となっている北長野までの早期完了の要望があります。

また、大型車が家の軒先すれすれを通るので、早く拡幅工事をしてもらいたいという要望

もあります。今年 7 月に行われた新トンネルの開通式では、地元や利用者からも大いに歓

迎され、盛大な式典が行われました。 

以上のとおりで再評価の視点を踏まえて評価を行った結果、当事業を継続し、早期に事

業効果を発現したいと考えております。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

松阪建設事務所事業推進室の細野といいます。引き続きまして評価をお願いします箇所

は、事務局配布の委員会資料９の２番、道路事業の一般国道 166 号田引バイパス国補道路

改築事業でございます。当事業につきましては、平成15年に再評価のご審議をいただいた

案件ですが、前回の再評価時点において、過年度の施工実績を反映することなく、全体計

画事業費を想定しておりまして、そこで平成15年度公共事業再評価及び公共事業事業評価

結果における事業方針書でご説明申し上げましたとおり、今回の全体事業費は当該年度ま

での実績事業量と、次年度以降の残事業量を精査勘案して算出しております。また、事業

区間につきましても、同様に残事業費を精算、勘案したことにより、平成25年までとさせ

ていただいております。 

それでは田引バイパスの説明をさせていただきます。一般国道 166 号は大阪府羽曳野市

を起点とし、三重県松阪市に至る延長約114ｋｍの幹線道路です。当道路は近畿圏と中南勢

地域を最短距離で結んでおりまして、生産物の輸送や観光等に広く利用され、また、第二

次緊急輸送道路の指定も受けております。その他、松阪市西部内陸地域における唯一の幹

線道路でありまして、通勤、通学には欠かせない重要な生活道路となっております。 

しかし、奈良県から三重県西部にかけましては、急峻な山地を縫って走る急カーブの連

続する狭隘な路線となっていました。特に難所でありました高見峠につきましては、昭和

42年から権限代行で国による直轄事業での整備が進められまして、平成16年３月に整備が

完了しております。残る未改良区間につきましても、今回の評価対象であります田引バイ

パスをはじめ、着実に整備が進められております。 

今回の対象区間は、急峻な山地を蛇行する櫛田川に並行する狭隘な路線でありますこと



 8 

から、急カーブが多く見通しが悪くなっており、安全で円滑な通行に大きな支障を来たし

ております。また、櫛田川にかかる粟野橋につきましては、昭和36年に完成しまして、完

成後47年を経ていることから、老朽化が著しいことは元より、幅員が狭小であるため大型

車の対面通行ができない状況です。この他、対象区間につきましては全線が雨量による通

行規制区間となっておりまして、連続雨量で 200ｍｍ、時間雨量で 30ｍｍと、そういう制

限がかかっております。現道は幅員狭小で歩道が無く、大型車とのすれ違いには一旦停止

が必要な状況です。このスライドをご覧いただきますと、現道には歩道が無いため、小学

生などの歩行者が非常に危険な状態であることがお分かりいただけると思います。また、

現況の粟野橋の幅員は狭く、大型車とのすれ違いは困難な状況となっております。この状

況を踏まえ、平成６年度に現在の田引工区、約 3.25ｋｍを事業化し、平成８年度に現在の

粟野工区 1.75ｋｍを粟野バイパスとして事業化いたしました。その後、平成９年度に事業

の効率化を図るため両事業を統合しまして、事業延長５ｋｍの田引バイパスとして事業を

進めております。 

事業の効果といたしましては、地域ネットワークの構築として大型車のすれ違い困難区

間を解消します。安全で安心できる暮らしの確保としまして、二次医療施設へのアクセス

向上を図ります。災害の備えにつきましては、現道に防災点検における要対策箇所、危険

な箇所が３箇所ありまして、防災上の問題を解消することから、緊急輸送路としての信頼

性が向上します。また、整備したバイパスを利用することにより約９分間の所要時間の短

縮が図られております。事業の効果としましては、交通量にも変化が生じます。これまで

の当該区間の日交通量につきましては、約 3,000 台程度で推移しています。田引バイパス

の整備がされなかった場合、この傾向が維持され、現状と同等の交通量になると思われま

す。一方、田引バイパスが整備された場合は、走行性の向上や所要時間の短縮などが図ら

れるため、国道 368 号など近畿圏と連絡する並行路線から当該路線に約 400 台の交通が転

化し、約3,500程度になると予測しております。 

次に、事業の効果を元に田引バイパスの便益比を算定しますと、総費用の現在価値では、

建設に関する費用が 89.5 億円、供用後 40 年間の維持管理に要する費用が 4.3 億円で、合

計93.8億円となっております。総便益の現在価値では、バイパス供用による走行時間短縮

便益が 141.4 億円、走行経費減少便益が 2.9 億円、交通事故減少便益がマイナス 1.3 億円

となりまして、合計で 142.9 億円となっております。この結果、費用便益比につきまして

は1.5となります。 

現在の事業の進捗状況ですが、当バイパスは平成 15 年度末まで約 1.7ｋｍを供用開始し

ております。その後、現在までの５年間に新たに1.4ｋｍを供用しており、全事業区間５ｋ

ｍ中、約 3.1ｋｍが供用されております。残る供用区間約 1.9ｋｍの内、田引工区の 800ｍ

につきましては、平成 22 年８月の供用開始を予定しております。残る粟野工区の 1.1ｋｍ

につきましても、平成25年度の全線供用開始に向けて事業を推進しております。 

地域の実情に合った道路構造を採用できるようになったことから、施工済み及び一部工
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事着手区間を除きまして、道路の幅員を 12ｍから 10.25ｍに見直しを行い、コスト縮減を

図りました。これで幅員比率で約 15％のコスト縮減を図っております。また、橋梁につき

ましては、定期的な塗装塗り替えを必要としない耐候性鋼材を使用することにより、ラン

ニングコストの縮減に努めております。これにつきましては塗装が将来要らないというよ

うな耐候性鋼材を使っております。 

環境面への配慮といたしまして、法面工では厚層基材での緑化吹付工を基本としており

ます。山の岩質状況によりコンクリートの法枠が必要となる箇所もございますが、これに

つきましても法枠内に緑化を施すなど、在来種であるヤマハギ、コマツナギ等を主体とし

ました環境緑化への配慮を行っております。 

次に、代替案の検討につきましてご説明いたします。田引バイパスの未整備区間は、田

引工区と粟野工区の一部でございますが、田引工区では用地取得が完了しており、先程も

申し上げましたとおり、平成22年８月の供用を目指して工事を進めております。このため、 

田引工区では代替案の検討は行っておりません。残る粟野工区における代替案の検討につ

いてですが、現在、粟野橋の東側まで供用されておりまして、粟野橋は老朽化が著しく、

架け替えの必要があります。現道の有効利用を図るべく検討を行いましたが、現道に沿っ

て人家が連坦しており、建設コストが嵩むことから、現計画のバイパスルートが最良であ

ると考えております。 

本事業に関連する社会経済状況の変化としましては、平成17年１月１日に松阪市が周辺

市町との合併により新体制が発足しております。松阪市は元々中南勢地域の人口、産業の

集積拠点を形成していますが、市町村合併により、国道 166 号は新しい松阪市内部の拠点

間の交流、発展を支援する、より重要な路線と位置付けられることから、企業推進が大い

に期待されているところです。 

次に、地元の意向について説明させていただきます。先ほどの長野峠バイパスのように、

ここにつきましても松阪市と多気町と共に「一般国道 166 号整備促進期成同盟会」を結成

されておりまして、国道 166 号の整備促進の要望活動を行っておりまして、田引バイパス

の事業区間である松阪市飯高町地内の未改良区間の整備等が強く望まれております。 

最後に、前回、ご質問がありました横断歩道と信号機の箇所数について説明させていた

だきます。横断歩道につきましては、田引工区内の既に供用しております区間に３箇所、

粟野工区の供用済み区間に２箇所ありまして、あと、計画区間につきましては、田引工区

に 1 箇所と、粟野工区に 1 箇所の合計２箇所を計画しておりまして、歩行者の横断時の安

全確保を図っております。信号機につきましては、現在、計画がございません。今年３月

より川俣小学校、前回ちょっと説明させていただきました川俣小学校ですが、他の２校と

統合されまして、香肌小学校となっております。現在、この川俣小学校というのは休校し

ております。休校となっております川俣小学校の空き校舎を利用しまして、高齢者や子育

てを支援する福祉施設や、あと、盆踊りとか花火大会等に地域振興施設としての有効利用

の検討を重ねております。 
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以上、再評価の視点を踏まえて評価を行った結果、当事業を継続したいと考えておりま

す。よろしくご審議承りますようお願いします。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

続きまして、四日市鈴鹿線の鈴鹿橋・高岡跨線橋の説明をご説明させていただきます。

鈴鹿建設事務所事業推進の室長をしております中田でございます。よろしくお願いいたし

ます。ご審議いただく箇所の番号が７番となってございます。一般県道四日市鈴鹿線（鈴

鹿橋・高岡跨線橋）の道路事業の再評価対象事業でございます。本事業は平成11年度に事

業着手後、10 年が経過いたしまして継続中の事業であるため、再評価のご審議をお願いす

るものであります。よろしくお願いいたします。 

それでは、事業概要について説明をさせていただきます。一般県道四日市鈴鹿線（鈴鹿

橋・高岡跨線橋）でございますけれども、四日市市を起点といたしまして、鈴鹿市に至る

延長約８ｋｍの幹線道路でございます。昭和 28 年に四日市市と鈴鹿市を結ぶ国道 23 号と

して当初は整備をされました。その後、昭和 48 年に国道 23 号が海側のほうに新たにバイ

パスとして整備をされまして、昭和50年に三重県に移管された後、一般県道四日市鈴鹿線

として三重県が管理をしております。本事業は老朽化してました橋梁の架け替えを実施し、

耐震性を向上させ安全な通行の確保を目指し、平成11年度に事業を着手いたしました。 

次に、現在の状況について説明をいたします。鈴鹿橋は一級河川の鈴鹿川を渡る12径間

の鉄筋コンクリートの橋として整備をされましたが、現在、50 年以上経ちまして老朽化が

非常に激しく、橋桁の橋脚部分が連結されてないという、ちょっと特殊な形状をしており

まして、今後、起きるであろう大地震に対応する耐震対策も非常に難しいというような状

況の橋梁でございます。 

事業区間は鈴鹿市高岡町から鈴鹿市一ノ宮町までの鈴鹿橋と、高岡跨線橋を含めた 920

ｍの区間となっております。現在、仮橋を含めた仮設道路が完成をいたしまして供用中で

ございます。また、鈴鹿橋の四日市側、左岸側でございますけれども、この半分について

は本年度も工事を発注いたしまして、既設橋梁の撤去ならびに橋脚の施工をやってござい

ます。現況橋梁の課題でございますが、現在の鈴鹿橋は、昭和 28 年に建造されてから 55

年が経過しておりまして、老朽化が著しく、設計が古いため、現行の基準による耐震性を

有していない状況でございます。同じく高岡跨線橋も鈴鹿橋と同じ昭和28年に供用されて、

老朽化が進んでおり、鉄道との交差角という、斜めに架かっている橋なんで、40 度という

角度で非常に小さく、落橋しやすい構造ということになっております。 

それから、右岸左岸両側にございます２ヶ所にある堤防交差点では信号も無く、それぞ

れの方向から右折車および堤防道路からの直進車が原因で、事業区間の全体の１ｋｍにわ

たって朝夕、渋滞が発生しております。このため、鈴鹿市一ノ宮地区、高岡地区からは快

適且つ安全に通行できるよう、早期の改善が求められてまいりました。また、一之宮小学

校及び学校のＰＴＡの方からは、現状の交通状況を踏まえて、子供たちの安全な通学の確
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保を求められております。仮設道路の通行期間時、橋梁の新設時の安全な通学方法につい

ても協議を重ねております。 

さらに、当区間は児童や学生の通学路でありまして、鈴鹿橋を渡る自転車の歩行者数は、

平成 16 年度では自転車が 80 台、それから歩行者 280 人となっておりました。しかしなが

ら、平成20年度には歩行者の数が一之宮小学校に通われる方が高岡団地の方向から、そち

らの団地の人口増に伴いまして 400 人を軽く超えるような形になって、増加している状況

でございます。朝夕を中心に堤防道路交差部の渋滞が激しいため、交通安全上、危険な状

況になっております。橋梁と架線との交差点では毎年10件程度の交通事故が発生しており

ます。このため、橋梁の架け替えにおいては、自転車、歩行者の安全確保を図るため、自

転車も通れる歩道の設置を行いまして、交通の利便性を確保して県民の安全で安心な生活

の確保を目指しております。 

次に、事業概要でございます。事業概要につきましては、平成 11 年度から平成 24 年度

までの14年間を予定しております。全体事業費は58億4,000万円、全体延長が920ｍとな

っており、車道幅員は６ｍ50ｃｍで、歩道を含めた全部の幅は 15.5ｍで整備をしておりま

す。主要構造物としましては、先ほど申し上げましたように、鈴鹿橋の延長245ｍでござい

ます。それとＪＲ高岡跨線橋の 39ｍとなっております。主たる構造物であります鈴鹿橋に

ついては、橋梁設計の基本となる道路橋示方書の改訂に伴いまして、大きく次の項目が変

更となっております。新橋は橋脚の柱や基礎を大きくしまして、また、流水を阻害しない

位置に橋脚を計画し、併せて耐震性を確保した橋梁となっております。また、ＪＲ高岡跨

線橋につきましても、落橋防止対策を施工しまして、耐震性を確保してまいります。 

本事業の事業効果を整理いたしますと、次の４点が挙げられます。1つ目が橋梁架け替え

による耐震性、安全性を確保してまいります。２つ目は右折レーンの設置による利便性の

向上を図ります。３つ目は歩道設置による通学路の安全を確保します。４つ目は国道23号

の幹線道路の代替機能が確保できます。以上の4点でございます。 

次に、計画交通量についてご説明をいたします。本路線は過去の交通量は資料の左下に

ございますけれども、平成２年から出ておりますけれども、大体１万 8,000 台前後で推移

しており、非常に多くの交通量があります幹線道路となってございます。 

次に、費用対効果のご説明いたします。通常、費用対効果の検討においては、道路事業、

通常、対象となる路線の拡幅とかバイパスとかというような整備条件の変化によって、便

益の増加分の費用と比較して評価を行いますけれども、当事業の場合、路線の条件に変化

が無いことから、通常と同様に評価することがちょっと難しいような状況となっておりま

す。また、このようなケースにおいての手法というのも無いものですから、今回、一般的

な道路事業の評価の手法を参考といたしまして、橋梁のある無しのケースにおいて、走行

時間便益、走行経費の減少便益とか、交通事故減少便益の３つの項目について分析評価を

行いました。結果、本事業における費用便益は、総事業費が58億円に対しまして、走行時

間の短縮便益が 187 億円、走行経費の減少便益がマイナス４億円、交通事故の減少便益が
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マイナス 5.7 億円と、総便益は 178 億円となりまして、費用便益比は 3.1 となっておりま

す。 

続きまして、進捗状況について説明をさせていただきます。本事業は平成11年に事業着

手をいたしまして、これまでに用地買収及び工事を進めて来ております。これまでに全体

事業費約58億円の内、約19億円を投入いたしまして、全体の進捗率は33％となっており

ます。用地、工事の進捗別といたしましては、用地はもう89％、工事は29％となっており

まして、残りの残事業量といたしましては 67％となっております。ちょっと付け加えます

が、用地の残りというのは、今、仮橋にかかる借地でお願いしておる残りの分ということ

でございます。今後の予定といたしましては、一部の工事の委託先でございます、河川堤

防の施工を行っていただきます国土交通省、及びＪＲの関西線の高岡跨線橋の施工を委託

させていただきますＪＲ東海と調整を進めまして、平成25年の供用を目指して事業の推進

を図ってまいりたいと考えております。 

次に、代替案の選定でございます。ここで資料のミスがございます。訂正をお願いした

いと思うんですが、図面に出ております青いとこにＣルートと書いてございますけども、

これＡルートの間違いでございます。下からＡ、Ｂ、Ｃということになっておりますので、

ご訂正のほう、よろしくお願いをいたします。計画ルートの検討でございますが、現道沿

いがずっと集落が密集し、墓地にも隣接しているため、他のルート案では地域集落の保全

が困難でございます。また、前後の現道への取り付けにおいても、良好な道路線形の確保

が非常に難しいことから、現道の架け替えというルートを採用しております。 

次に、事業を巡る社会経済状況等の変化ということでございますが、本事業に関連しま

す社会経済状況の変化といたしましては、全国各地で大規模な震災が発生し、甚大な被害

が多く発生していることから、耐震対策に対する県民の期待は大きく、早期の整備が求め

られることが挙げられます。また、通学路の整備については、非常に要望が大きくて整備

の優先度も高いことから、本事業で橋梁部分を中心に安全な通学路の確保に努めてまいり

ます。 

続きまして、コスト縮減について説明させていただきます。本橋の工事に伴う仮橋の供

用期間が５年という長期になりますことから、本来仮設道路の車道及び歩道の部分に利用

いたします覆鋼板、車が走っていただく直ぐ路面のとこに当たる鋼材でございますけれど

も、これは通常、買い取りということで全部買い上げてましてやるわけですけれども、他

工事からそういう同様の品がございましたもので、それの流用を図りまして全体工事の縮

減に努めております。また、先ほどの田引バイパスと同様、新しく橋には耐候性鋼材とい

うことで、塗装の要らない鋼材を利用いたしまして、塗り替えコストの費用分のコスト縮

減を図っております。 

続きまして、環境への配慮について説明をさせていただきます。鈴鹿橋施工中の河川工

事においては、特に取り壊しというときには大きな音が出ます。そういうときのことを考

えまして、橋体を切断いたしましてクレーンで吊り下げたり、そういうときの発生する騒
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音とか、あるいは振動とかが抑えられるように、工法やそれから使用する重機について配

慮をしております。 

地元の意向でございます。朝夕の通勤時、通学時間帯には鈴鹿橋を中心に多くの車両や

自転車、歩行者道が通行されてることから、道路利用者の利便性の向上に対する要望は非

常に強くございます。また、小学校の通学路であることから、ＰＴＡの方々とか小学校の

関係者の方から通学時の安全性の確保について感心も持たれ、強く望まれていることから、

早期の完成を言われているところでございます。 

以上の再評価の視点を踏まえて評価を行った結果、当事業を継続して早期の新規供用を

図り、事業の効果の発現をしたいと考えております。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。ただ今、３件の事業について説明をいただきました。それぞ

れ全部評価の結果、継続したいというご説明をいただきましたけれども、委員の皆様、こ

の評価、判断に関して何かご質問はございませんでしょうか。今日もとりあえず１つずつ、

３件個別の質問をいただいてから、最後にまとめて全部に通じるような質問をいただこう

かと思いますけれども、まず、一番最初の長野峠について何かございませんでしょうか。

もしくは最初に全部に通ずるような質問がもしもございましたら、それを聞いていただい

たほうが、他の方にもお分かりになられるという話であれば、別にそれでも結構ですので、

その辺、臨機応変にお願いいたします。 

先に私から質問させていただいてよろしいでしょうか。非常に簡単なことなんですが、

さっきから地図見ているんですけれども、事前にお配りいただいた道路事業の概要、三重

県県土整備部道路整備室の作られたこの資料、これの33ページに表－５というのがありま

して、道路種別ごとの年間維持管理費というのがありまして、これで道路には種別があっ

て、一般国道、直轄と一般国道補助、それから都道府県道２つ、それから市町村道という

のがあるっていうのが、これであーこういうのがあるんやなというふうに分かります。 

今度はこちら側のこれは「来て見て三重の町」というのが書いてある、これも県土整備

部が作られたんでしょうか。こういう地図があります。この地図の道路を見ると、殆どが

黄色に塗った道路ばっかりで、赤で塗った道路というのが三重県にはあんまり無いなと思

いながら、さっきご説明を聞いてたんですけど、凡例というか、この色に塗ったのはどん

な道路って書いてあるのが、ここら辺りにあるんですけれど、これで私よく分からないの

は、ここの凡例見ると、直轄管理と県管理っていう、大きく分けて２種類あるんですけれ

ども、いわゆる国道と都道府県道というのの分け方とどう関係があるのかと。要するに直

轄管理というのは、多分国の直轄管理というので国道なんでしょうけれど、黄色で塗った

のは都道府県道なのか。それとも一般国道の補助というのも入ってるのか。そのあたり説

明していただけませんでしょうか。多分、委員とかは全部お分かりやと思いますけれども。 
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（道路整備室） 

道路整備室です。主要地方道は一般県道につきましては、基本的に全て県が管理してお

ります。そして国道につきましては直轄国道と、あと県が管理しておる国道と２種類ござ

いまして、一般的にはこの辺ですと、国道 23 号とか国道 1 号とか国道 42 号といったよう

な２桁の数字までの国道につきましては、国の方が管理しておりまして、今回、審議にあ

ります国道163号とか国道166号といったような３桁のものは県管理です。 

 

（委員長） 

ということで、県管理の国道と県道と合わせて黄色で塗られてると思ったらいいわけで

すね。 

 

（道路整備室） 

黄色と青がそうですね。 

 

（委員長） 

分かりました。ありがとうございます。 

何でそんなことをお聞きしたかというと、そもそも最初に今日の３本の内、２本は国道

という名前が付いてる道路で、なぜ県の予算がここで出てくるのかなというのが一番最初

に私そう思たんですけど。要はそれは県管理の部分であるから、5.5対4.5の比率で県が負

担するというような仕組になっとると考えればよろしいわけですか。これがもしも直轄で

あれば、国に任せるものであると。今日の部分は県管理の部分やから、そもそもここで審

議をされてると思ってもよろしいわけでしょうか。 

 

（道路整備室） 

県管理の部分ですので、ここで審議されておるということでございます。 

 

（委員長） 

分かりました。ありがとうございます。 

それから、コスト縮減というので、どれで出てきたんか覚えてませんけど、多分田引で

したかね、道路の幅を12ｍから10ｍに、こういう話が出てますけれど、このあたり、要は

今日出てきた道路みんな、最初の２本そうですし、あと他にも道路あったと思いますけど、

例えば三重県で大規模な災害が、大体想定されるのは地震とか津波とかそんなんだと思い

ますけど、その場合に西側に逃げるというようなので非常に東西の道路というのは大事や

と思うんですけど、そのとき、皆さん、この道路に集中されて渋滞が起きて、その渋滞が

起きても、なお且つ渋滞が起きて２車線埋まっても、なお且つ救急車が横に通れるとか、

それぐらいの余裕までは一応考えて 10ｍということになってるんでしょうか。要するに思
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いっきり狭くすれば、安く上がってええもんというもんでもないと思うんだけれど、その

あたりのところはギリギリ確保してるというような考えで造られてると思ってよろしいで

しょうか。緊急車両が十分余裕を持って通れるぐらいの幅にはなってますねという確認で

す。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

１車線が３ｍ25ｃｍでしたかね、そういうのが２車線あるということで、緊急車両や大

型車両はみな通れる話ですわ。 

それと、あと幅員が田引バイパスの場合、狭なりましたのは、平成16年に道路の設計の

元となっています道路構造令というのがあるんですけども、それが改定されまして、従来

歩道３ｍ取ってたんですけども、歩行者の状況等を考慮しまして、２ｍまで狭められると

いうようなことがありましたもんで、この国道 166 号の田引バイパスにつきましては、歩

行者そんなに多くないということで、２ｍに下げさせていただきました。勿論平成16年以

前のやつについては、既に用地買収等が終わっとるやつについては、それで行っとるんで

すけども。平成16年以降については３ｍを２ｍに縮減させていただいております。 

 

（委員長） 

最近、やたらと歩道に線引いてというの色々やってらっしゃるみたいだけれども、法律

が変わったんでしょうけれど。要はスライド 12 の下の図を見た場合でも、２車線あって、

それに歩道が 1 個あるっていうのは、最悪の場合、緊急車両が歩道を走るれるんですね、

これ。要するに、２車線というのはどう埋まるかよう分からんので、特に災害があった場

合、災害で逃げる場合は、多分片方向に逃げるとは思うんですけれど、災害で皆さん逃げ

て、非常に道路が埋まって動きにくい状態のときに、緊急車両がどうしても通らないかん

というときに、一番左側の２ｍのところを乗り上げて走るということはできるんでしょう

か。できないんですか。構造的な問題です。非常に素人の質問ですから、普通に答えてい

ただければ結構です、これは。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

緊急時に通るというご質問なんですけども、それ以前に例えば道路、黄の部分で雨なん

かで崩落して道路に溜まりますわね。そういうときに三重県の建設業者と協定を結んでお

りまして、早急にそれを復旧すると、そういうような協定を結んでおります。早急には復

旧するわけですけども。それ以前の段階では、例えば物理的に通れるとしましても、なお

且つまだ法面のほうから崩落土があるとか、そういう場合を考慮するんですけども、通常

はみな通行止めしております。 

 

（道路整備室長） 
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そういう意味じゃなくて、車道にもう車が詰まっとるときに、緊急車両、例えば救急車

なんかが、この２ｍの歩道を緊急的に通れるのかということですわ。そういうことですね、

委員長。 

 

（委員長） 

そうです。要するに２車線埋まっとったら、諦めやないかんのかということです、これ

は。ですから、この工事の是非を問うているんと違て、単純に道路というものは２車線が

埋まってる状況もあるやないですか。そういうときに国道23号でも無理矢理うまいこと救

急車の人は通りますけれど。この絵を見てると、２車線災害時に埋まってたら、もうどう

しようもないのか。それとも、左にはみ出てこれは行けるものなのかという、審議とはあ

んまり関係のない質問だと思ってくださって結構です。 

 

（道路整備室） 

道路整備室の野田でございます。基本的には歩道ですので、そこを通ってる、緊急時で

すので、歩行者の方とかみえると思いますので、原則的には通れないと思います。ただ、

車道ですけども、２車線、これでも全幅で約 7.75ｍぐらいございます。よく今走っとって

も、緊急車両通りますと、両側へ寄って真ん中空けるとか何かして、そういうことで多分

実際はなるんではないかなという感じはしておりますけども。約８ｍ弱ございますので、

３ｍの車が寄っても、３ｍ無いんですね、２ｍ50ｃｍぐらいでも何とか。全部が全部大型

車が並んでしまえば、真ん中通るというのは難しいか分かりませんけど。そこでは小型車

もおりますので、譲り合える・・・（テープ交換）・・・のがあれできますけど、実際には

そういうことで緊急車両が通って行くのではないかなと思うんですけども。 

 

（委員長） 

分かりました。ありがとうございました。要は非常にそういうことは想定することでは

ないにしろ、どんどん何でもかんでもお金削って狭く狭くというふうにしていく中でも、

ある程度そういうことも想定されながら造られるたほうがええのと違うかなという、ちょ

っとした意見です。それはそれで結構ですので。他の委員の方、何かご質問ありませんで

しょうか。委員。 

 

（委員） 

これは長野峠のほうですね。トンネルのことで最新の電気で半分ぐらいの維持費ででき

るというお話がありましたけれども、私、そういう新しいトンネルあんまり通ったことな

いので分からないですけれども、古いトンネル通ると、ときどき 1 つおきにしか電気が点

いていないというのあるんですが、あれも参考までにお伺いしたいんですけれども、コス

ト縮減というか、維持費の縮減をしているのかなというのと、そうした場合って、どれぐ
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らい、やっぱり 1 つおきだと半分減るから、やはり半分の維持費になるのかなというの、

知りたいなと思いましたけど。 

 

（津建設事務所 事業・用地推進室長） 

照明等の器具の数を半分にしたからといって、基本料金自体ありますので、２分の 1 に

なるということはないと思います。２分の1をもっと超える価格と思います。 

それと今、トンネル内の照明で点けておるとこ、点けていないとこ、費用の節約で半分

消しておるんやないやろかというご質問です。トンネルの照明の考え方なんですけども、

明るい昼間、いきなり暗いトンネルへ入るときに、できるだけ明るさの変化を少なくする

というんですか、入口付近の明るさとか、トンネルの真ん中付近の明るさとか、そういう

なんを漸次変えております。全く半分点いて半分消すというのは、ちょっと分かりません

けども。長野トンネルの場合はそういう格好で明暗の変化をできるだけ無くす。極力段々

トンネルの中へ入って慣れてくれば、中央部に入れば、照度を落とすみたいな、そんなふ

うなことは考えてます。また、夜間の場合は、また夜間の外とトンネルの明暗の差が少な

いですので、また、それはそういうふうな照度の管理しております。 

 

（委員） 

ありがとうございます。なるほど距離が長いから、余計にそういうのを気をつけるとか、

明暗をさり気なくなっていくようにということをされてるということですね。分かりまし

た。また気をつけて他のトンネルなんかを調べ見たいと思いますけれども、今後、恐らく

県でトンネルを造られるときには、きっとこの安い維持費になるようなものを採用されて

いくんだと思うので、是非そういうのがあるんだったら、どんどん使っていただけたらな

と思いました。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

では、委員。 

 

（委員） 

長野峠バイパスのことでお聞きしたいですけれど。津と伊賀のほうを結ぶ最短距離とい

うことで、日頃使われる方も結構また増えていくとは思うんですけれども。名阪国道が雪

が降って通行止めになったとき、通れないとき、よく伊賀の方とか津の方がお互いに行き

来するのに、長野峠を通るということも今もう普段からあることだと思うんですけど。そ

ういうときに、名阪って荷物をたくさん積んだトラックが通りますけれども、雪でもし急

にストップされたときなんか、多分こういう長野峠のほうへ行ってみたりとか、下の旧道

を走ったりされると思うんですが、新しく造られるこのバイパスというのが、これ３桁の

国道ですね、163ですから。そういう大きなトラックなんかが急にいっぱい通っても、道の
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強度というか、そういうこともある程度は考えられているのか。たくさんのトラックが通

ることが年に何日もあって、道路がへこむんじゃないかとか、そんなことを思うんですが。

名阪のトラックが流れてきたら、大変な量にはなると思うんですが。そういうことに関し

ては、何か３桁の国道ですけれども、ちょっとそういうことに関してお聞きしたいなと思

いますけど。 

 

（津建設事務所 事業・用地推進室長） 

実際、名阪は大きな車の事故とか、先ほど委員の方がおっしゃったように、雪、そうい

うときに度々通行止めになって、殆どがこの国道 163 号のほうへ流れてきます。びっくり

するぐらい数珠つなぎな格好で峠を下りてくる車が非常に多くなります。県の場合は、標

高の高い位置を通っておる道路ということで、県のほうも雪氷対策ということで12月から

入るわけなんですけども、通行止めを極力無くすということで、凍結というんですか、早

朝の気温が下がるときに間に合う格好で、融雪材等を散布して、そういう名阪からの転換

もあるということを考えて、そういうふうな雪氷活動を行っております。 

それから、大きな車が通っても大丈夫かというお話なんですけども、車線幅員を３ｍの

幅員２車線取っておりますので、大型車の通常の幅員は2.5ｍで、十分対応できる、スペー

ス的にはなっております。 

もう 1 つ、舗装が傷むかどうかという話なんですけども、舗装につきましては舗装構成

というんですか、舗装の強度自体、大型車の交通量を想定して舗装厚を、どの道路でもそ

うなんですけども、造っております。通常、舗装は10年ぐらいの耐用年数考えて舗装をす

るわけなんですけども、大型車が毎日毎日通るようになれば、舗装の傷みが激しくて補修

等していかないかん。そういう格好にはなると思うんですけども。そうしょっちゅうは名

阪が止まるということはありませんので、そういうような場合は十分対応できるし、そう

いう維持補修等で舗装補修可能ですので、対応できると思います。 

 

（委員長） 

今のご質問に関連しますけど、そもそも、どんな道路でも舗装厚は予想する大型車なり

の通行台数なりで決まりますよね。そのときに、ここの今の話に出ている道路は、名阪国

道から流れてくることまで考えて、それで割りと厚めに造ってあるかどうかという質問や

と思うんですけど。そのあたりは。 

 

（道路整備室） 

いや、そういうたまにあるというんですか、そういうことを想定しては舗装厚を特に厚

くするということはしておりません。あくまでも国道 163 号の計画交通量として必要な舗

装構成を取っております。 
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（委員長） 

分かりました。ありがとうございます。 

委員。 

 

（委員） 

全体に関することで１点と、あと個別のところで２点ほど質問させていただきたいので

すが。まず全体に関するところで、教えていただきたいんですけども、費用便益の交通事

故減少便益というところが、例えば８の２番ですと、Ｂのところが０億円になっているん

ですけども、他の９の２番ですと、例えばマイナスになっていたり、あと四日市のほうも

マイナスになってるんですね。で、交通事故減少便益というものが文字のイメージですと、

道路整備をすることによって交通事故が当然無くなって安全になって、そうするとこれは

プラスになるのではないかなというふうに考えたんですが。例えば９の２番のところです

と、結構マイナスになっていて、それがスライドの６番のところの写真の説明をされたと

きに、通学の児童が危ない現状がありますというお話がありました。あと、７の２番のほ

うでも、マイナスが大きいんですが、そのときにスライドの例えば17番のところに、社会

経済状況などの変化というところで、小中学生を中心とした安全な通学路整備の必要が高

まっていますと書いてあります。この辺の話と、道路を整備したにもかかわらず、ここが

マイナスになるのというのは矛盾しないんでしょうか。 

 

（津建設事務所 事業・用地推進室長） 

交通事故減少便益の算出方法というんですか、この算定方法が今決められておりますの

が、例えば長い距離を走ると事故が起こる可能性が多い。あるいは交差点の数が多いと、

事故の起こる可能性が多い。交差点を通過する車の台数、それから長い距離を走行する車

の台数、そういう交通量と道路延長と交差点の数から事故を算定する式になっております。

実際、それが恐らく今経過している道路は交通量、将来増えるという格好で台数が増える。

交差点の数は多分バイパスなんかやると減る。そういう相互関係で動く。それで、本来で

すと、例えば現在の交差点なんか、交差点処理というんですか、右折レーンとか、あるい

は信号機とかそういう交差点を通過する上で十分な安全というのが、現在の現況道路では

殆ど取られてない。そういう部分をカウントするというんですか、考えるような算定式に

なっておらない。それが一番問題やないかと思いますが。全くのバイパスで交差点が殆ど

ない。距離延長が例えば短くなる。台数が増えても、そっちのほうがウエイトが大きい。

そういう場合はメリットとして出てくるし、そうでない場合は逆にマイナスになる。そう

いうふうな算出やと思います。 

 

（委員） 

分かりました。何か計算方法色々あるんだろうと思ったんですが。実際のこういう状況
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とのイメージとちょっと合わなかったので質問させていただきました。ありがとうござい

ます。 

あと、８の２番の長野バイパスなんですが、トンネルの部分で供用区間2.4ｋｍで結構長

く、破砕帯があるということで、トンネルからの湧水が結構あるのではないかと思ったん

ですが。その湧水があったときに、トンネル、地質にもよるのでしょうけども、トンネル

を造った後の湧水のｐＨ値は、結構高いという話を聞いたことあるんですが、そのときの

かなり湧出したときに、値が出たときｐＨを調整する何かの対策が取られているのかとい

うことですね。もしそういう高いｐＨ値が出たときに、何か対策がされてればいいんです

けども、近くに水道水源とかそういうのがあって、それに影響することはないのかという

ことが１点です。 

もう１点は、トンネルですとかバイパスを造ったときに、当然旧道が残るわけですが、

旧道が残ったときに、旧道は目に触れなくなりますので、結構不法投棄の温床になってい

たりするのを、目にすることがよくあります。旧道の管理というのは、それは県は全く考

えていないのか、あるいは何か対策を取られる方向にあるのかという、この２点をお聞き

したいと思うんですが。 

 

（津建設事務所 事業・用地推進室長） 

何もない場合は、山の真ん中にトンネルを掘って抜きますので、トンネル内を防水とい

うんですか、ライニングしてない限り、穴の中へ浸透水等が落ちてきて、極端なこと言う

たら、水の流出形態というんですか、そういうことに影響を及ぼさないかということも懸

念され、このトンネルの場合、ちょうど伊賀と津市の両方にまたがってトンネルが設置さ

れておりまして、津側は長野川というか、雲出川になります。もう1つ、伊賀側が服部川、

これは木津川になります。特に伊賀側のほうの組合から、トンネルを造ることによって、

従来地表面を流出して服部川へ入る、そういう水が減るんやないか。減ったらどうするん

やというような話がありまして、トンネルの工事を着手前から、あるいはトンネル工事中、

トンネル施工後、今も実際そういう湧水量等、ずっと観測しております。結果としまして

は、当然梅雨期とか雨の降らない時期あるんですけども、うまく施工された、たまたま運

が良かったんか分かりませんが、そういうふうな懸念はございませんでした。今も観測し

ております。 

もう 1 つは旧道が残る、その旧道の管理はどうなるんかなというお話なんですけども、

旧道が現状の交通に対して対応が困難ということで、バイパスという格好で新しい部分、

道路を計画するわけなんですけども。しかし、旧道沿いに例えば山とか、林業をやってる

方とか、そういう利用者がございますので廃止はできないという格好で、この道路の場合、

津側は津市の道路に。それから伊賀側は伊賀市の道路に、そういうふうに管理形態を変え

ようとしております。実際、両側が市道として認定はされております。ただ、市道として

の供用開始はまだです。今まだ手続きが残っておりまして、そういうふうな管理形態に移
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行して不法投棄と、あるいは旧道でも山、崖部分、そういう崩落の危険等伴いますので、

そういう管理ひっくるめて、新しい管理者の方に管理していただく、そういうふうに考え

ております。 

 

（委員） 

分かりました。そうしますと、道路の管理のほうは、道路が新しくできた段階で市のほ

うに移管するということで承知しました。 

あと、トンネルの湧水のほうなんですけども、それではｐＨの値がそんなに高いとかそ

ういう傾向も特に見られてないということですか。 

 

（道路整備室） 

建設中というんですか、そういうところではｐＨはやっぱり高かったです。それでｐＨ

は薬剤で抑えて排水するというか、そういうトンネルの施工中はそういうこと見られまし

た。現在はそういうことはないと。 

 

（委員） 

落ち着いているということで、分かりました。 

あと、もう１点よろしいでしょうか。今度は７の２番のほうなんですが、今、施工中の

環境管理は８の２番のほうはやられたんですけども。スライドの番号で 19 番のところで、

環境への配慮で河川堤防の施工についてはというのが書いてあるんですが、例えば橋脚の

架け替えを多分されると思うんですが、仮の橋を造るときですとか、新しくまた橋を造る

ときに、橋脚を造るときの工事中の河川の水を止めたりとかということをした場合の、河

川の生態系に関する環境への配慮というのは何かされているんでしょうか。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

現状の工事を行う場合は、完全にその部分はドライにしてしまうという形にさせていただ

いておりまして、大型土嚢とあとは矢板という形で事前に工事区間を閉め切ってしまって、

勿論そういう場合に濁水が出るような状況であれば、どっかに仮にその泥水をある程度薬

剤を使う場合もあるかも分かりませんけど、そういうふうな形での負荷をかけないような

状況というのはずっと考えておりまして、一応そういう形の仮設もやっております。だか

ら、そういうことで河川本体に対してそういうふうな負荷をかけないというようなことで

は今進めておりますけれども。全体に閉め切る区間が河川の半分いかないぐらい、流水の

半分いかないぐらいの区間をとりあえず閉め切って、順次、切り替えてという形にやって

いきますので、それほど生態系に影響はないのかなというふうに考えております。 

 

（委員） 
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その辺りで、鈴鹿川漁協があったか無いか忘れてしまったんですが、漁協があったとし

て、例えばアユなどにも影響はないという話で話は付いてるということで考えてよろしい

ですか。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

この区間、鈴鹿川の下流から中流域に関しては、内水面の漁協はございません。上流部

に行きますと、旧の関町辺りに行きますと、ございますけれども、そういう面で内水面の

関係の整理はやっておりません。 

 

（委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

スライドを出していただく都合上、３つの事業を順番にご質問いただいていますけれど

も、大体長野峠につきましては色々出ましたので、ここで長野峠終りというわけではない

んですけれども、徐々にこの後、他の２つにも質問移っていただいてというふうに考えて

おりますので、臨機応変にまだご質問されてない方が長野峠に戻っていただくなり、それ

から全体的な質問をしていただくなり結構ですけれども、この後、自由に段々徐々に移っ

てください。ということで、委員お願いいたします。 

 

（委員） 

交通量調査についてお伺いします。長野峠のバイパスの交通量が 16％増加したというこ

とですが、この中身はどのようなものでしょうか。先ほどから大型車というのを強調され

てるので、実は生活中心の道路だったはずのものが、伊賀と津の間の抜け道になってしま

ったために、生活道路というよりは産業道路のような使い方が実態としてされてるのかど

うかという点です。 

もう 1 つ、田引について、お伺いしたいのは、交通量調査のところで、スライドの９ペ

ージのとこですが、平成２年から500台ほど増えております。その後、平成42年になると

１日当たり 3,500 台に増えることとなっています。走行性が向上して通過時間が短縮され

るということなんですが、この地域へこの沿線の旧飯南、飯高の例えば３中学、飯南中学、

飯高中学、飯高東中学というのがありますが、この中学校の現在の中学校２年生はもう 80

名いない状態で、しかも、小学校についても飯高町のこの３小学校合併させてるという状

態の中で、急激な人口減少地域にあると思われるのに、なぜ交通量が増えるのかというこ

とです。この沿線には確か宿泊施設みたいなものができたというふうに聞いておりますが、

飯高の駅の温泉利用者は順調に増えているということは聞いております。ただ、そちらの

もう 1 つのほうについては、順調であるかどうかということははっきりしてないというこ
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とは言えますので、そういう観光客の部分も考慮できるのかどうかという点があります。 

そして四日市については、この交通量について確認なんですが、先ほどから児童、児童

というのが強調されているように私は感じました。実はこの沿線の先には３つの高校があ

るわけです。四日市農芸高校と海星高校と四日市工業高校がありまして、この地域の子供

たちは自転車でその高校に通っていることが多いわけです。その自転車通学のことが考慮

されてるのかどうかということです。その写真に出てきておりませんが、児童、学生の安

全性は、児童、学生同士の自転車と児童の間の安全性というのも、歩道の中で起こってお

ると思います。 

話は戻りますが、田引につきましては、先ほど申し上げたように非常に高齢化が進んで

いる地域であります。それで私もこの地域をよく通らせてもらうんですが、このコスト縮

減の取り組みのところにありますように、先ほど委員長も質問されました道路幅の問題で、

どちらかと言えば高齢者の電動車椅子みたいなのが走っていることが多いような気がする

んですね。子どもが歩いているよりは、そういった電動車椅子とか、そういった障がい者

の人が乗っている車、つまり高齢者向けのバリアフリーの道路になっているかどうかとい

うことが、実は実態としては必要なのかなというのを感じましたので、その点を教えてい

ただきたいと思います。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

まず長野峠バイパスの交通量のことでお話させていただきます。決してこの道路は大型

車を対象というんですか、優先というんですか、そういう格好で造っている道路ではござ

いません。例えば旧の長野トンネルなんかを見ますと、私なんかも経験したんですけども、

1台の大型の車が向こうから入ってくると、中へ入っていけない。非常に怖いんですね。県

民の声なんかでもそういう意見が出とったように思うんです。大型車が通るもんで危ない

というんですか、平木の集落の人も言ってましたけども、家の軒先ギリギリを通る。特に

カーブが多いもんで、大型車は幅員が通常の乗用車と比べ大きいです。当然カーブといい

ますと、内輪差が出てきまして、かなり端へ寄るというか、そういうふうなことで 

 

（委員） 

16％増加した中身が、実態は大型車のほうが 16％の増加の中の車種別の増加はどうなっ

てるのかということをお聞きしています。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

今はちょっと手元に詳細なデータはありませんが、大型車の混入率は 12.8％ぐらい混入

されておる。約13％が大型車だと、そういうようなことです。 

 

（委員） 
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 交通調査をしたときに、車別をすべて含んで16％増加というのは、全体の交通量の増加

ですよね。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

全体の増加です。日当たりの交通量の増加量が16％。 

 

（委員） 

その中で、増加全体の 16％は分かるんですけども、車別で見たときに、大型車が増加し

ているのか、ほぼ横這いで全てが同等の比率で増えてるのかということをお伺いしたい。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

今、私先ほどに大型車混入率が12.8％と申しました。それは平成17年に交通量調査して

おります。今回、この 11 月に交通量調査しましたときの大型車の混入率は 16％。12.8 か

ら16％に若干大型車の混入が増えている、そんな結果です。 

 

（委員） 

普通車はどうですか。普通車もしくは軽自動車との比率の差を見ることで生活道路の中

心の道路となっているのか。それとも実は大型車が増えているのか、委員が言われたよう

な状態が起きているのかというとこを、交通量から考えることはできませんか。 

 

（道路整備室長） 

ちょっと前の例えば普通車が何台で、今度何台になった、大型車が前何台で、今度何台

になった、それは出るので、ちょっと時間いただけますか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

それでは田引バイパスの交通量の件について答えさせていただきます。スライドのほう

で平成２年から平成６年にかけて500台ほど増えとるんですけども。これにつきましては、

平成５年に国の方に直轄でやっていただきました高見トンネル、これが開通しておりまし

て、500台ほど増加しております。あと平成42年で3,500、500台ほど増えとるわけですけ

ども、これは計算式でやっておりまして、 

 

（松阪建設事務所） 

松阪建設事務所の大川と申します。平成42年の推計につきましては、現況の交通量が横

這いと想定しているのに、計算上400台ほど、368号から転化ということで3,500台と、そ

ういうふうな推計いたしております。交通量の伸びの中で、道の駅とかかなり入り込み客

数増えておるのが考慮されてるかどうかということなんですけども、そこまでの考慮はこ
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の計算の中には入っておりません。あくまでも日本の全体の経済情勢とか、そういうのは

反映された交通量になっとると思うんですけども、局部的な入り込み客の増加というのは、

この3,500台には含んでおりません。 

 

（委員） 

ということは、この 500 台の増加は国道 368 号からの振替需要になるわけですから、奈

良との交流が増えるというふうに考えていいわけですか。 

 

（松阪建設事務所） 

実は国道 368 号も奈良のほうに行っておるんですけども、国道 166 号のほうを通る人が

増えるという、 

 

（委員） 

通って奈良に行く人が増えるということですね。分かりました。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

それと、今の入り込み客の話ですけども、２つ大きな施設が飯高にありまして、委員言

われてみえますのは 1 つは（業者名）やと思うんですけども、これにつきましては平成８

年からこの平成19年まで、今資料を見とるんですけども、約９万人前後で推移して、ちょ

っとまだ下がり気味かなということです。 

あと、飯高の旧の役場の前にあります道の駅ですけども、それにつきましては、平成２

年にオープンしまして、あと平成16年に温泉が開業したんですわ。それによりまして、平

成19年度で入り込み客40万2,000人、平成11年の温泉の出る前と現在平成19年、温泉

出た後ですけども、約30万人の増加となっております。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

続きまして、四日市鈴鹿線の鈴鹿橋のほうで、先ほど自転車交通量のご質問をいただき

まして、申し訳ございませんけども、スライドのほうの資料の３番目をご覧いただきたい

と思うんですけども。実は今の現況の橋の横に造られておる歩道橋が、恐らく２ｍもない

ぐらいの、１ｍの幅の狭い歩道になってまして、中々そこに小学校とかそういう方の児童

が通学されとると、自転車が通りにくいような現状がございまして、実は上に高岡橋って

書いてある、これ市道橋なんですけども、幅が２ｍ少々あると思うんですけども。自転車

の方は今こちらをメインに使われて通学をされとる方が多いというふうに現場のほうで見

ております。それで今後、今度できる橋は両側の歩道になりますので、その段階では、こ

ちらのほうを通行される学生というのは多くなると思うんですけども、ちょっと数字的な

ものを今つかんでおりませんもんで、申し訳ございませんが、そういう状況になっており
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ます。 

 

（松阪建設事務所） 

すいません、先ほどの質問で歩道についてバリアフリーの考慮されているかという点に

ついてですけども、田引バイパスにつきましては、先ほど説明させていただきましたよう

に３ｍから２ｍに歩道幅員は狭めております。歩道の幅員なんですけども、道路の構造を

決めとる道路構造令のほうで、歩行者については専用幅、歩く幅として１ｍ、車椅子の場

合ですと１ｍということで、２ｍの幅員であれば、歩行者と車椅子の方がすれ違うだけの

幅員はできておるということで、そういう形で計画させてもらっております。 

 

（委員長） 

先ほどの名阪国道から流れてくる大型車のところの数字は、直ぐに出てこなかったら、

後でも結構ですので。出ましたか。じゃ、よろしくお願いいたします。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

普通車なんですけども、前の調査では 1,742 台ありました。これが 1,931 台になってま

す。189台の増です。それと大型車ですが、257台が395台、138台の増と。トータル1,999

台が 2,326 台。率でいうと、大型車の率が増えておる。台数的には 189 台の普通車の増、

大型車の 138 台の増、数字的には似かよっとるんですけども、大型車は一部ですんで、率

としては大型車の割合が増えております。 

 

（委員） 

そこで平木地区の人たちが大型車がということがよく目立つようになってきたというふ

うに考え、そのような要望が出てきたというふうに考えればいいわけですね。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

そうですね。 

 

（委員長） 

委員お願いいたします。 

 

（委員） 

先ほどの委員のバリアフリーのことで、私もちょうどそれを聞こうと思てたところなん

ですけれども。先ほどの鈴鹿のほうの橋の歩道なんですけれども、色々そういうバリアフ

リーの視点で色んな歩道とかを、各県の歩道とかを見てきたんですけれども。最近、歩道

とか自転車使われる方、本当に多くなってきてるので、委員がおっしゃられたように、歩
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道内での歩行者と自転車、また車椅子であるとか、色んな人たちが通ることによってのせ

めぎ合いみたいなものがあるのを見かけるんですけれども。そのときによく色んな歩道を

見てくると、幅とかによるんですけれども、視覚でもって皆を自然と寄らせるというか、

例えば歩道の中にも真ん中に線を入れることによって、右端を歩くか左端を歩くかってい

うふうに、真ん中を歩かないようになるとか、色を変えるとか、色を付けるとか、青い色

とか緑色とかそういうのを付けることによって真ん中を歩かないとかいうようなことで、

自然と人間の心理を突いたような歩道にも工夫を作っていくといいのかな。最近、道路と

かでも、そういう錯覚なんかで車のスピードを緩めたりとかするようなものを、色を付け

たりしてますので、そういう歩道にも工夫を設けていったら、歩道では歩行者は端を歩い

て、自転車の通るスペースを作って上げるというようなものを何か工夫してしていただけ

たらいいのかなと思いました。今回、その橋のほうは両側に歩道を造るということだった

ので、大分緩和されるのかなと思いますけれども、そういう事例をちょっと作っていただ

けるといいかなと思いました。 

それと田引でしたか。先ほど小学校に高齢者の方たちとかのデイサービスでしたか、何

か作られるということなので、そうなってくると、本当に委員が心配されるようなハンド

ル付きの電動車椅子を使われて行かれる方であるとか、車椅子の方たちがちょっと外へ散

歩にというようなことで、歩道を使われる方が大変多いと思うんですけれども。先ほど歩

道の図面を見て気になったんですけれども、田引のスライドの12のところで、３ｍの歩道

を２ｍにしましたという図があるんですけれども、その山側のほうというか、法面のほう

になると思うんですけれども。法面側のほうに側溝ができてると思うんですけれども、こ

の側溝には蓋をされますか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

現況の利用状況で、あと歩行者の数とかによりまして蓋をする場合もあります。イメー

ジとして街中でようけ歩行者がおる場合は蓋をしとるんですけども、郊外地というか山地

ですね、そういうところはそのままにしとるところもあるんですけども。 

 

（委員） 

先ほども言いましたけど、ハンドル付きの電動車椅子の方たちの事故って、よく聞かれ

ると思うんですね。誤った操作で事故をするということが。そういうときには、この側溝

に蓋をしていなかったら、脱輪する可能性はかなりあると思うので、そういう危険な学校

周辺とかで、そういう電動車椅子使われている方がいらっしゃるようなところでは、特に

この側溝には蓋をしてもらわないと、それこそ行き違い、先ほど２ｍあれば車椅子と歩行

者のすれ違いができたりとか、車椅子同士のすれ違いができるというのは確かにそうなん

ですけれども、寄せ過ぎて落ちるということは大いに想像できますので、ぜひそこら辺周

辺には、予算もあるかと思うんですけれども、側溝の蓋をお願いしたいと思いました。 
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（松阪建設事務所 事業推進室長） 

歩道の先ほども言いました利用状況によりまして、必要であれば、財政的に厳しいんで

すけど、やっていきたいと思うんですけども。はい。市町のほうで逆にそういう事故とか

ありまして、私どもも要望受けてやっとる場合もあるんですわ。 

 

（委員） 

事故が起こる前にぜひやっていただきたいのと、やはり事故が無くても、車椅子で歩道

を歩いてもらうと分かるんですけれども、恐怖感があるんですね、蓋が閉まっていないと

いうことによって。それがその恐怖感によって、ちょっとあーって言っている間にいくと

思いますし、あと、ここって多分造られるときに、こっちに側溝があることによって気持

斜め数％ですけれども、側溝側に傾きますよね。そこを車椅子で通ると、力の弱い人はど

んどん側溝側に行ってしまうんですね。ですので、もう吸い込まれるようにして側溝に落

ちてく可能性がありますので、そういうことも考えてぜひ蓋のほうはお願いしたいなと思

います。よろしくお願いします。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

先ほどの鈴鹿橋のほうの件につきまして委員のほうからご意見いただきまして、学校の

ほうとＰＴＡの方、警察等も非常に職員のほう、密接に意見交換させていただいて、そこ

ら辺うまくやっておりますので、また最終の舗装のときに、また学校とか色んな方々のご

意見とかもいただきながら、より安全になるように考えていきたいと思いますので、あり

がとうございました。 

 

（委員長） 

これはコメントですけども、委員とかが普段から色々活動されてるんやと思いますけれ

ども、私も自分は今は車でビュンビュン走っていることしか考えてないですけど、恐らく

人口構成とか考えたら、科学技術の発展とかも色々考えたら、20 年ぐらい経つと、道をハ

ンドル付きの車椅子がものすごい数で走っているような状況に、多分日本はそういうふう

になるのかもしれないなと。そのときに多分また道路の造り方も法律が変わるんでしょう

けれど、ある程度そういうことも見越したような造り方も今からしとかないと、後で慌て

ることになるのかなというふうにちょっと思いますけれども。県庁の仕事は法律で決まっ

たとおりにせないかんので、今どうこうということばじゃないんですけど、恐らくそうい

うことも頭の隅に置いておかれたほうがいいのかと。ちょっと余計なことですけど、コメ

ントとしてさしていただきます。 

他に、委員お願いいたします。 
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（委員） 

鈴鹿の人に聞きます。学校とよく相談してと言われましたよね。１つだけ聞きたいこと

がある。あの橋のところって、すごい雪が降ると、とっても大変なところ。風は西から吹

いてくるわ、雪は積もるわ、下はツルツルやわっていうので、そういう点の配慮というの

はあるんです。この構造上にペンキを塗り直さんでもいいというのがあるんであれば、雪

の対策ができるような構造にしてあるんですよというんやったら、教えていただきたい。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

今、特にこの仮橋の状況のときでも、特に高岡跨線橋っていうＪＲの関西線をまたいで

いるとこについては、通常よりちょっと、そんなにきつい勾配ではないんですけども、斜

めの状況になってますので、実はその上の鉄板の上に滑り止めの舗装というか、そういう

ものを考えて今施工しています。これもちょっとまだ今年何も降ってない状況ですので、

結果が出るかどうか分かりませんけども、一応そういうふうな効果のある舗装というのも

今考えておりまして、今の長い橋については、殆ど勾配がない真っ平らな状況ですので、

今の仮橋については、何もそういうものは考慮しておりませんけれども、橋梁というのは

下が吹きさらしの状況ですので、新しく橋ができたとしても、他の橋のどこにもあるよう

な橋の状況とはそう大きく変わったということはできないとは思うんですけれども。部分

的にでもそういうふうな勾配のあるとことかいうものについては、これはまた警察との協

議になるとは思うんですけども、必要であれば、そういうこともまた検討してかないかん

のかなというふうに考えております。 

 

（委員） 

よろしくお願いします。それからもう 1 つお願いしたいのは、田引の人に聞きたいんで

すが、ここの場所って道路は分かりました。緊急輸送道路になるというのも、ああそうか

と思ったんですが、実は最たる活断層の通ってる上と違うんですか。そうであるならば、

かえってそのほうが、よそのところで起こった輸送道路になるよりも、下に活断層があっ

て、有名な何かありますよね。それもあるぐらい三重県でもここはすごい活断層があると

ころでて言われているところに道路があって、自分とこが地震で崩壊するようなことは考

えられないんでしょうか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

活断層って中央構造線、先ほどちょっと言われました月出のほうにそれが、褶曲層かな、

路頭しとるとこあるんですけども、確かに中央構造線近くを走っておるんですけども、こ

この地形としまして、山と川ですね。ほいで櫛田川走っとるんですけども、それの沿川に

道路できてまして、ここは今バイパスとか考えとるんですけども。それ以外に道路を造る

場合、考えにくいと言いますかね。答えになってないか分かりませんけども。 
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（委員） 

私の質問がおかしいんか分からんけど、もしそういうようなことを考慮した場所という

か、注意をする何かというのを、道路を走っている者にとってみれば、そら仕方がないん

や、ここに道路造らなどこにも持っていけえへんやんかて言われればそれまでやけど、ど

こでもそうなんやけど。それを全然知らないで走ってて、何かなったときに、そらしゃあ

ないやん、通った者が悪いやんて、そんなふうには私は思えられへんねんけどね。それな

りの対処する場所をこうやって考えてますっていうんやったら、教えてください。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

対処の仕方ですか。例えば切土法面ですと、法枠とかそういうので措置をとるわけです

けども、落石とかあると、そういうネットとか防止策とか考えまして、あと、橋梁とかに 

 

（委員） 

そうじゃなくて、そんなんは分かりましたんな。その道路を使ってる者にとって、あっ、

ここはこういう箇所なんで、ここにそういう場合に緊急に避難できる場所を造ってありま

すとか、そういうのは無いんですか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

緊急避難場所というのはないですね。 

 

（委員） 

ほんなことは考えやんでいいんですか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

津波とかそういのは避難場所とは考えとるんですけども。道路の場合はわざとそういう

造るというのは、そういう手法はないですね。 

 

（委員） 

 わざと造るんですか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

わざとというか、意識して造るというのはね。ただ、バイパスとかで現道がカーブして

まして、それを真っ直ぐした場合にちょっと土地が余りますわね。そういう残地を利用し

てのことは計画しとるわけじゃないけども、使えるんじゃないかなとは思いますけども。 
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（委員） 

なるほど、そんなことまで考えなくても、道路は真っ直ぐきれいにしたらええんやてい

うふうなんですか。例えばそういう災害が起きたときに、もしこのトンネルの先で何かあ

ったときには、ここにていうようなことまでは考えないほうがいいんですか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

橋梁とかは地震を考えて設計をしとるんですけども。 

 

（委員） 

地震のあったときに絶対に自信のある場所ですか、この道路は。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

そやで早急に道路管理者としましてパトロールいたしまして、現況を把握して、 

 

（委員） 

でもパトロールて言わんといて。後で来るんやろ、あんたのとこ。先に地震が来る前に

お宅がパトロールしてくれるんやったらええよ。私らが考えるんは、地震がありました、

後であんたとこがパトロールして、あっ、ここが何かしてますって言うだけですやん。で

も、通ってる人がもしそこで地震になったら、そこでもうぺっちゃんこになるのは仕方が

ないと思えば、それまでなんやけど。緊急地震速報がある以上、何かそういう場所があっ

たらええなと私は思たん。緊急地震速報がある中で走ってて、止まってください言うてそ

こで止まるよりも、なんかそういうような場所があったらええねて私は思いました、以上。 

 

（委員長） 

多分、委員のおっしゃりたかったことのごく一部は、例えば大きな地震があったと。こ

の辺りで大きな地震があったとして、それでそのときには国道 166 号ですか、ここはそん

なに大きな影響はなかったかもしれないけど、余震でまた崩れる可能性があるかもしれな

いというようなときに、それなりのもう国道 166 号を通るの止めて下さいというようなア

ナウンスなりをする体制がまずはあるのですかというようなことも、ご質問の一部かなと

思うんですけれど。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

道路情報と標識とかは設置されまして、それへは表示させてもらうんですけども、それ

と私ども防災時の、台風とかもそうなんですけども、地震が５強やったかな、５強以上が

三重県内で発生しますと、全員召集ということで私ども職員全員事務所へ行きまして、委
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員言われるように直ぐには対応できやんか分かりませんけども、できる限り急いで対応さ

せていただくと、そういう体制になっております。 

 

（委員長） 

分かりました。じゃ今の質問はこれぐらいにしまして、他の。勿論長野も田引も四日市

も全部入れて、他にご質問ありませんでしょうか。 

委員お願いいたします。 

 

（委員） 

ほんまに極々単純な質問なんですが。河川とか農道ですか、そういうとこは地元の自治

体とか業者が道の草刈なんかされるんですよね。これ見たら、ずっと山沿いにありますし、

そういうとこを通ると、雪が積もったときに、この枝がたわわになって、突然と自分のフ

ロントガラスの前に雪がパサッと落ちることがあるんです。そういう山の伸びてきた枝の

剪定とか、そういう下刈りですか、ススキの。そういう管理っていうのは経費節減に努め

られて、その地元の村の自治体に頼んでおられるのか、県がされているのか、業者に頼ま

れているのか、どういうふうにされているんでしょうか。それとも、もう伸びっ放しで、

木は伐ったら法律的にだめなんか、そういうとこはどうなってるんでしょうか。そういう

のも交通の危険性がありますので、お聞かせ願いたいんですが。 

 

（道路整備室長） 

今、道路の維持管理のお話かと思います。今までもコスト縮減とか色々話もございまし

たし、スライドの中にも法面１ｍ程度ですね、ブロック張って維持管理コストを縮減して

いこうということで取り組みもしております。現実に三重県の道路につきましても、草刈

は年１回から２回、場所によりますけども、してございます。ただ、全面すればいいんで

すけども、相当お金かかるということで、１ｍ程度、通行に支障のない程度の対応という

ことでさせていただいてございます。 

もう 1 つ、今言われました木のほうですけども、通常建築限界ってあるんですけども、

車が通れる幅の以内に入ってくる枝なんかは切ったりしてございます。もう１つ、問題は

管理道路区域内の木でしたら、直ぐに伐れるんですけども、民地の木もございますので、

中々その辺、ご了解も得やな、まず個人の方に伐っていただかなあかんということもござ

いまして、そういうとこの調整もございますので、直ぐに対応できないというのがありま

すけど、できるだけ中の通行に支障のない程度の最小限の枝切りというのは定期的にやっ

ております。今言われております竹なんかですね、割と重みで垂れてきますのであれなん

ですけど、それについては全て緊急的に維持管理、維持のほうで対応させていただいたの

が現状やないんかなと思いますけども。 

もう１つ、自治会委託ということでお話もございましたけども、色々そういうことでご
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協力をいただいている路線もございます。全てが全て、中々地元の方のご協力を得られな

いというのがございますので、それ以外につきましては、そういう業者への発注というこ

とで取り組んでございます。全て法面全部きれいに刈れればいいんですけども、中々延長

も長いということで、費用がかかるということで最小限ということで取り組んでおるのが

今の現状でございます。 

 

（委員） 

ありがとうございました。ただ、見たら田引、まして長野峠はとにかく山のところばっ

かり通るんで、一回そういう怖い目があったんで、雪が落ちてこないように怖いなと思う

ぐらいで、ご回答ありがとうございました。 

 

（委員長） 

では、委員お願いしたします。 

 

（委員） 

田引のところで教えていただきたいんですけれども。スライドの12のところで、取り組

みコスト縮減というところがありますが、以前は道路の全部の幅が 12ｍだったんですね。

それが 10.25ｍにコスト縮減でなりましたと。1.75ｍを削減されているわけなんですけど、

中を見ると、歩道3.00ｍが2.00ｍですから、ここで１ｍ引かれて、そして車道の脇と脇が

2.00ｍの次の 0.50ｍ、その次はまた 0.50ｍと縮減のほうにはなってますけど、上が 0.75

ｍやから、ここで0.25ｍ減って、そして一番右端のところで0.50ｍ減ったんだなというふ

うで、全部で 1.75ｍ減ったなというふうに見てるんですけれども。地域の実情にあった道

路構造の採用ということで、その地域の実情というのが、この上の写真見てると、殆ど人

家が無いようなところなんですけれども、そういうところは人が歩くとことかは幅を狭く

しましょうというふうに国が決められたのか、基準として。例えばここが街中というか、

民家が密集しているところだったら、先ほどからよくご老人が乗られるシニアカーという

んですかね、エンジン付きの10ｋｍ/hぐらいで走るもの、将来そういうものが、まだまだ

老人の人口増えますから、そういうものが行き交うような街中の風景が出るのかも分かり

ませんけれども、どれぐらいの人口とか人家があったら、この歩道を元の３ｍに戻そうと

いう基準があるのか無いのか。その地域の実情にあったというのがどういう意味なのかを

参考に教えていただきたいですし、先ほどのエンジン付きのシニアカーが走るとか、車椅

子の人たちが行き交うということはないにしても、２ｍだとちょっと狭いようには思うの

で、これは多分そういうお身体の不自由な方々がここへ出てきて行き交うことはないとい

うような背景があるんだろうと思うんで、そこの基準なり何なりあるのか。コスト縮減で

全ての全国的にそうなのか、参考で教えていただきたいんですけど。お願いいたします。 

・・・（テープ交換）・・・全体は非常に広くなってるけど、そことこちらの田引のほう



 34

との差というのがあるのか、考え方に。お願いいたします。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

道路幅員を１ｍ75ｃｍ、歩道も含めて狭くなっているわけですけども。私ども道路の設

計してます道路構造令という規準のものがあるんですわ。それが平成16年２月に改定され

まして、今言われましたようにちょっと分かりにくいですけども、実情に合ったというこ

とで減らしとるわけですけども。それは減らすことはできるということです。それで、あ

と交通量とか人口とか歩行者の数とか、そこら辺から狭くしとるというふうに思います。 

それで、将来、老人人口が増えてくる、私どももそうなるんですけども。そのときまで

は考えてない。今現在で考えておるだけで、確かに何年か前、私、四日市のほうにおりま

して、随分開発されるときに、既にできてます道路が片側歩道で、後でまた追加買収とか

して歩道も造った覚えはあるんです。そういうときに随分と手間がかかりますもんで、実

際、先やっときゃよかったなという感覚はあるんですけども。今、右肩上がりの現状やな

いもんで、今現在こういうふうな状況になっております。 

 

（委員） 

その実情に合ったというか、車の量が少ない、人口が少ないとかいうところで、３ｍの

ところを２ｍにできますよという、そういう決まりがあるんですか。 

 

（松阪建設事務所） 

３ｍから２ｍに減らしとるんですけども、元々３ｍというのは、自転車と歩行者が通れ

るということで、これもさっき言うてました構造令ちゅうことで３ｍというのはあったん

ですけども、田引のほうの現状を見ますと、自転車、歩行者の交通量、そう多くないとい

うことで、今、県のほうで歩道の幅員どうするかというのも定め、ある程度ありますもん

で、それに基づきまして２ｍという形で今計画させてもらっております。 

 

（委員） 

歩行者とか自転車の人があんまりいらっしゃらないっていう判断をしながら減らしたと

いうことですね。 

 

（松阪建設事務所） 

２ｍですと、例えば人ですと２人は当然すれ違えるんですけども、車椅子の方と人とか、

何とかすれ違いができると。３ｍですと、２人並んどってそれにすれ違いできると、そう

いうふうな想定がするんですけども、ここの場合ですと、単独同士のすれ違いぐらいかな

ということで計画なっております。 
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（委員） 

きっとそこまでの交通、人が行き交うところのない場所なのかなとは思っておりますけ

ど、それが街中になって、また違う場面であれば、３ｍとかいう形で出てくるわけなんで

すか、これからは。たまたま山の中で人が少ないからっていう、そういう考え方でいいん

でしょうか。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

人口の資料を今見とるんですけども、昭和45年に、旧のこれは飯高町ですわ、合併され

る前の飯高町ですけども、昭和45年、8,200人ぐらいおったんですけども、現在、今年5,069

人、3,200 人ぐらい減られとるんですわ。それで世帯数は昭和 45 年、2,180 軒ぐらいあっ

たんですけども、現在平成20年で1,954世帯、100世帯ぐらい減っとるだけで、世帯は減

ってないんですけども、人口は3,000人ぐらい減ってますよと、そういうことです。 

 

（委員） 

先ほど、委員も言われましたけど、やっぱり、お年寄りのことばっかり言うとってもい

けませんけれども、多分集落の中で誰々のとこに行こうとか、そういうときに出られると

思うんですね。まさか５ｋｍも６ｋｍも離れた隣の集落に行こうとご老人が、お身体の不

自由な方がそこまでの動きはなさらないとは思うので、人家があるところとかそういうと

ころは色んな人が動きやすいような町づくりというか、それが道路というのは基本ですか

ら、そういうことが入っているのかなと思ってお聞きしたかったので、今はあまりそうい

うお答えで納得はしました。そうなってるんだなということで。高岡のほうはどうですか。 

 

（道路整備室長） 

すいません、ちょっと今の付け加えさせていただきますけども、やはりそこの歩道を利

用される方の頻度と思います。今も２ｍとなりますと、必ずどこでも交差ができるという

幅員でございます。３ｍになりますと３つ、極端に言うたら人、自転車、車椅子が３台並

んで走れるというような交差できるというふうな幅員でございますので、そこの道がどん

だけの利用のあれがされとるかということで、たまに３人が行き交うこともあるか分かり

ませんけど、確率的には非常に少ない。対向できれば十分というようなことで、実情に合

ったと幅員ということで見直しをやったということでございます。今言われました人家連

坦の中で、蓋がどうのこうのというお話ございましたけども、今も前も松阪のほうからも

ありましたけども、それは現状とか実情に合わせて、それまた検討をしていきたいという

ことで考えてございます。鈴鹿橋のほうの説明をさせていただきます。 

 

（鈴鹿建設事務所 事業推進室長） 

私ども、資料で歩道の幅員が抜けておりました。先ほどの田引とは逆の説明になるんか
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と思いますけれども、実際、７の資料を見ていただけますか。スライドの７番の資料で、

これの左上のほうに高岡台という団地がございまして、それから右下のほうにいきますと、

一之宮小学校というのがございます。実はこの高岡台だけでも子どもが約 400 名近くおみ

えになるということで、今、その生徒がずっとこの橋を渡られて一之宮小学校へ来られて

るという状況の中で、今の既存の橋の歩道が１ｍ50ｃｍぐらいしかないんです。生徒が団

子になって通らないかんような状況になってて、これを解消するためにも、今度の歩道の

幅については、小さな歩車道分離のブロックを含めて２ｍ50ｃｍの幅の歩道を両側に設け

ると。それなぜかといいますと、本来いくと、片側でもいいんではないんかという話もあ

るんですけども、この道路自体が 1 万 8,000 から 9,000 台の交通量ございまして、中々信

号で渡って頻繁に横断するわけにもいきませんので、やはりこちらの下流側というか、下

側の人も通られる方もおみえになりますので、両側に設けるという形でスムーズに通行し

ていただこうと考えております。 

 

（委員長） 

今の委員のご質問と、それから先ほどの委員のコメントを合わせてもうちょっと言わせ

ていただくと、道路の幅員にしたって、それから道路本体じゃなくって歩道の幅を２ｍに

する、３ｍにするというのにしたって、全て本当は広いほうがいいに決まってるんだけれ

ども、当たり前の話ですけど、予算の制限とか、それから段々段々右下がりの経済状態と

かいうこと考えて、それなりに狭めるわけですけれど、そのときにここのところは人がこ

れから多くなるからとか、それから、ここはこれだけの人数がいるからとかいうような客

観的な基準があって、それに応じたものを造るというような非常に細かい基準をここで出

していただくわけにもいかないし、時間もないんですけど、そういうものをお持ちでしょ

うねと。それで、無ければこれからそういうふうな客観的な基準をちゃんと作って、物事

を懸命にちゃんと説明できるような基準で従ってやってくださいねと。その客観的な基準

の中に、例えばさっき委員言われたように、人口はどんどん下がってるはずなのに、先ほ

どのことに対してはちゃんとお答えいただきましたけれども、中学生、小学生の数もちゃ

んと数えて、それから将来予測もしっかり行って、それによって客観的な基準で道路は次

こうするというようなことをやっていただくと、非常に税金を公平に再配分できるという

ような考え方になってるかなというふうなことをしてくださいねということだと思います。

そんなことでよろしいですね。委員。 

 

（委員） 

素朴な疑問なんですけれども、鈴鹿のほうは先ほどおっしゃられたように学校が近くに

あるのでということで、歩行者の数と自転車の数を調べられたということで言われてまし

たよね。その結果、先ほどすごく的確な両側に2.5ｍの歩道を造る。そんだけ必要だという

ことを調べた上で分かったということですけれども。 
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逆にこの田引のほうというのも、学校が近くにあるんですけれども、田引のほうではそ

ういう歩行者に対して、車の数は調べられてるようなんですけれども、歩行者の数とか、

そういう出てくる数。先ほども言ってましたけど、出てくる実情に合った道路構造をとい

うのであれば、歩道を造るのであれば、どれぐらい通るであろうかという、そういう予測

みたいな調査というのはされていらっしゃらないんでしょうか。必要ないのかも知れない

んですけれども。 

 

（松阪建設事務所） 

歩行者、自転車の数ですけども、この校区より少し離れたところで平成17年度に調査し

ておる結果ですと、自転車、歩行者合わせて 60 名程度ということの結果が出ております。

で、先ほど少し説明させていただきましたように、小学校が統合されましてスクールバス

で通うようになっとるというような現状でございます。ですから、このバイパス区間の中

で小学生、中学生が歩道を何人も歩くというのは今無い状況なんですけども。ただ、スク

ールバスでも、家から出てバス停までは当然歩くわけですし、高齢者なんか増えてまいり

ますと、電動の三輪車ですか、そういうのも通るというような状況で、２ｍの歩道は必要

かなということで付けさせてもらっております。 

バイパスをやっていく中で、何かしかバス停があるんですけども、バス停降りて集落の

入口までの付近などにつきましては、両側に歩道付けさせてもらって、バス停から集落の

入口までの安全を守ると、そういう配慮もさせてもらっとる状況でございます。 

 

（委員） 

ありがとうございます。もしかすると、先ほど委員がおっしゃられたように、歩道がき

れいに通りやすくなったから、じゃ、外に出ようかというご高齢の方も出てくるかもしれ

なくて、今、現状の数よりも、もしかすると増える可能性だってありますよね。そうなっ

てくると、どうしても道路を造るときに、車の交通量、車の交通量っていう形で一生懸命

調査をしていただいてますけれども、将来的にはこういう歩道を利用する人の数っていう

のも調べていただいてるんだと思いますけど、予測みたいなものも道路を造るときには考

えていったほうがいいのかなということを、新しく歩道ができることによって増えるかも

しれないという可能性は予想になってしまいますけれども、例えば地元住民の人たちにこ

ういう歩道を造ろうと思いますけれども、出るきっかけになりますかというようなアンケ

ートを取ってみるとか、そういうものももしかすると必要になってくるのかなということ

を思いましたので、また、よろしければちょっと頭の片隅にでも置いていただければと思

います。 

 

（委員長） 

委員お願いいたします。 



 38

 

（委員） 

長野峠と田引の２つについて、今まで色々議論されていますように、国道だから地域間

交通であるわけでして、その交通条件を改良するということの目的で整備なさっているん

ですが、委員もおっしゃったように、従前から生活施設としても使っているわけですよね。

その生活の評価っていうのがされてないというのが私非常にびっくりしたんですが。事故

削減効果というのは道路距離と交差点の数だとおっしゃられて、非常にびっくりしたんで

すけど。車に乗ってる側からの事故削減効果なんですね。それに対して、歩行者なり生活

者の評価をどうしていくかということが非常に問題かと思います。長野峠のほうは事故削

減効果ゼロって出てまして、その数式に当てはめると、そういうことになるのかも分かん

ないですけど。生活者の立場から見れば、ある程度の効果もあるんだと思うんですね。そ

の辺の評価を今後どうしていくのかということが非常に問題かと思います。あまり歩行者

や自転車やなんかの、あるいは車椅子の交通量を予測すると、あまり整備しなくてもいい

という結果になっちゃうかも分からないんですね。今後、そういう歩道の整備というもの、

あるいは安全施設の整備というのをどうしていくかということも、少し考えていったほう

がいいかなと思うんですね。 

今回の長野峠については900ｍ、それから田引のほうはよく分かんないですけど、歩道ど

こを整備するか。その辺はそれで十分なのかどうかということをまず１点お伺いしたい。 

それから、幅員のことも色々議論になっておりますが、私は車道と歩道との間の縁石み

たいなものがあるようですけど、その辺の防護柵の必要性とか、そういうことがもっと重

要じゃないかと思ってまして、その辺の整備はいかがなものかと。とりあえずその２点、

歩道整備部分というのがどういう理由で、十分なのか。それから、車道と歩道の境界部分

は、今の縁石だけで十分なのかという点をお伺いしたいんです。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

長野峠バイパスの歩道整備区間が、終点側の900ｍで計画してございます。この900ｍ計

画しましたのは、ちょうど平木っていう集落がこの計画上にございます。そして、直ぐ隣

りに北長野、もう少し大きな集落で、郵便局とか農協とか小学校とかがある施設です。こ

の集落間の行き来というのは当然あります。ただ、反対側というんですか、4.9ｋｍの伊賀

側の部分なんですけども、山越えという格好になりますので、歩行者とか自転車、ゼロと

いうことではないんですけども、歩道というスペースを造りにいくというんですか、そう

いうところまでは行き過ぎやないかというように考えております。本来、道路には車道、

車の通る部分、歩行者の通る部分、当然設けないかんわけなんです。たまたま歩道が設け

られてないという区間は少ないということで、路肩という部分ですか、車線の外側に路肩

ていう部分、50ｃｍとか 75ｃｍ取ってございます。そういうところを少ない部分について

は活用してください。そんな格好になってます。従いまして、そういう行き来が見込める
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というんですか、予想できる平木と北長野間の部分については、歩道を付けたい。実際、

車が通るもので怖いということで、ここの小学生なんかは三交バスとかそういうバスで、

怖いもんでそういうバスで通わしとるという話も聞いております。最低限、どうしても歩

道がほしいという部分、幅員も最小幅員の歩道幅員になってます。人と人が少なくとも行

き交うことができるという最小の幅員です。そういう格好で計画しています。 

それともう 1 つ、歩道と車道を分離する安全施設ということで、今、計画では縁石とい

うんですか、車止めみたいなものを路面から 20ｃｍぐらい上げることによって、車止めと

いう格好で分離しております。人も例えば車も非常に多い道路ですと、歩車道を分離する

安全施設というんですが、ここにもう１つガードレールを追加したりとか、そういうこと

も検討するという格好になります。ここでは２車線の道路ができあがる、それぞれの車線

内で、白線のライン内で一応通行できる。かつ、こういう安全施設で防護できるというふ

うに考えておりますので、今はこういうふうな歩車道境界ブロックというんですか、こう

いう安全施設までで止めております。委員おっしゃるように、例えばカーブとか部分的に

出てきて、車が飛び込む恐れのあるところ、そういうところは例えば部分的にこういうブ

ロックだけでなくて、ガードレールとかそういうものを追加してこさえたり、そういうふ

うな手法を取るんだと思います。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

田引バイパスの歩道の整備についてですけども、比較的人家が多いとは言えないですけ

ども、ありますもんで、歩道を設置して、その集落とか、あと通学とか行き来を予想して

設置させていただいとるという話です。 

あと、縁石につきましては、先ほど説明ありましたもんで省かせていただきます。 

 

（委員） 

車線の幅員ですけど、長野のほうは３ｍで、田引のほうは 3.25ｍですね。これは中々長

野のほうは拡幅が難しいということなんですか。どうなんでしょう。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

これも先ほど道路構造令という用語が出てきました。道路を改築とか新設する場合に、

構造上の基準というんですか、則って造る必要がございます。この国道 163 号につきまし

ては、道路構造令上の道路の規格なんですが、３種３級という規格で、設計速度というも

のも想定します。一応ここは40ｋｍ/hという速度で走行できる道路ということで考えてお

ります。当然道路の企画が大きくなってきたり、設計速度等が上がってくれば、すれ違う

上においてその部分で車線幅員が増えたり、あるいは大きな車がかなり通るという交通量

の非常に道路、そういう場合やったら、先ほどの構造令上、規格が上位のランクになって

きまして、車線幅員も増えるという格好になっております。 
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（松阪建設事務所 事業推進室長） 

田引バイパスの車線につきましては、道路構造令を利用しまして３ｍ25ｃｍで、長野峠

バイパスより 25ｃｍ広いんですけども、道路の種別といいますか、それが３種の２級を使

っております。その３種の２級で使いました３ｍ25ｃｍ、これは将来予測の交通量からき

とると思います。 

 

（委員長） 

委員、よろしいでしょうか。委員、お願いいたします。 

 

（委員） 

すいません、長野峠バイパスのコスト縮減のトンネルのところの照明の維持管理費で、

年間 14 万円というお話を聞いたんですが、八鬼山は 30 万円ですというところで、このト

ンネル照明は今現在、ＬＥＤは使えるようになっておるんですか。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

すいません、なってないということです。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

 それと、先ほど年間の経費て委員おっしゃってみえましたけども、１ヶ月あたりの電気

料金です。14万円、30万円というのは。 

 

（委員） 

 それでですね、トンネルは車がどんどん走りますと、汚れが出てきますね。そのときに

よく清掃をやってますね。片側を車止めて。そういうような対策として、例えば光触媒を

塗布することによって、そういうふうな清掃維持管理費というのがかなり削減できると思

うんですが、そういうようなところは検討はされとるんですか。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

そこまでは今してません。現在としては。 

 

（委員） 

照明は水銀灯なんですか。それともランプは今のトンネルはナトリウム灯なんですか。

蛍光灯ですか。確かに蛍光灯は今安いですね。工場なんかでも水銀灯と比較すると、はる

かに安いですね。蛍光灯は今はごく一部水銀を含んでますね。そうすると、そういうふう

なものは最終的には、例えば北海道とかそういうような専用のところで処分するようにな
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ると思うんですね。それで今、パナソニックなんかが工場の照明を一括して引き受けて、

自社で蛍光灯回収しまして処理しとるというところで、またそれがリサイクルに使われる

というようなところがあります。一社独占でそういうふうなものはできないと思いますが、

殆ど蛍光灯やったら、かなり年数は持ちますから、そう維持管理上、問題ないと思います

が。そんなときはまだこれは維持管理は専属のところに何かどこかに任されるわけですか。 

 

（津建設事務所 事業推進室長） 

ちょっとこれ、ややこしいトンネルでして、ちょうど境界をまたぐというんですか、津

と上野ということで、維持管理のほうは、建設は津のほうで造ったんですけども、維持管

理のほうは伊賀、要は境界をまたぐトンネルの場合は起点側にあるところで管理するとい

う格好になってまして、そちらのほうで今管理していただきたいております。詳細につい

ては今分かりません。 

 

（委員） 

ありがとうございました。 

 

（委員長） 

全員の委員の方、ひととおり質問していただいたと思いますので、時間のこともござい

ますので、ここでこの３つの道路事業についての質疑応答を終わらせていただきますけど

も、よろしいでしょうか。 

（委員のうなずき有り） 

それでは、５分間休憩ということでよろしいですか。 

 

（公共事業運営室長） 

はい、それでは５分間休憩ということで、再度集まり次第始めます。 

 

（休 憩） 

（公共事業運営室長） 

それでは、再開させていただきますので、街路事業の説明よろしくお願いします。 

 

（伊勢建設事務所 事業推進室長） 

伊勢建設事務所事業推進室長の野呂と申します。よろしくお願いをいたします。座らせ

ていただきまして説明させていただきます。 

今回、審議をお願いします箇所は、事務局配布の委員会資料、27 の２番街路事業の秋葉

山高向線外１線でございます。この事業は平成15年度に再評価を実施し、その後、５年を

経過しなお継続中の事業であることから、今回、再評価を行ったものです。 
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それでは初めに当該地域の状況についてご説明いたします。スクリーンをご覧ください。

当路線が位置する伊勢市は、伊勢志摩地域の経済地域の中心であり、さらに伊勢神宮を初

めとする観光資源を有し、毎年多くの観光客が来訪する全国的な観光都市です。伊勢市街

地における主要道路網は伊勢自動車道、一般国道23号、主要地方道鳥羽松阪線の東西方向

の幹線道路と、主要地方道伊勢松阪線、一般県道宇治山田港伊勢市停車場線、及び市道藤

社御薗線の南北方向の幹線道路で構成されております。国道23号と県道鳥羽松阪線の間に

は、市街地を南北に分断する形で近鉄山田線とＪＲ参宮線が通過しており、これら南北方

向の３路線は近鉄山田線、及びＪＲ参宮線と踏切でそれぞれ平面交差していることから、

慢性的な渋滞が発生しています。中でも、県道伊勢松阪線の近鉄踏切、画面左の図の赤丸

においては、恒常的な踏切遮断による慢性的な渋滞が発生しております。特に朝の通勤時

間帯である７時から８時においては、踏切遮断時間が約31分となっており、緊急対策踏切

に指定されております。同様のことがこれら南北方向の幹線道路で発生しており、地域社

会や住民の生活を支える幹線道路としての機能が果たせていない状況にあります。県道伊

勢松阪線の沿線には市内有数の大規模工場である横浜ゴム三重工場、第三次救急医療施設

である山田赤十字病院があり、地域社会や住民の生活を支える重要な路線となっておりま

す。また、県道伊勢松阪線の当該区間は大型車の走行も多いことから、自転車、歩行者の

安全性が危惧されている状況となっています。 

事業の目的についてですが、慢性的な渋滞の原因となっている鉄道との交差を立体化し、

市街地へのアクセス向上を図り、強いては伊勢市の町づくりに寄与することを目的に、国

道23号から県道鳥羽松阪線を結ぶ新たな幹線道路として伊勢南北幹線道路が計画されまし

た。この内、国道 23 号から県道伊勢松阪線の現道を結ぶ 0.6ｋｍの区間は、平成８年５月

に完成し供用しております。続く県道鳥羽松阪線までの区間について、北から延長1.1ｋｍ

を県道伊勢松阪線の道路事業として、その南側の延長0.8ｋｍを街路名秋葉山高向線外１線

街路事業として整備を進めております。この伊勢南北幹線道路の整備により、期待される

効果として、鉄道との交差を立体化することにより、踏切による渋滞を解消し、円滑な交

通を確保します。現道からバイパスへの交通転換を図ることで、現道を利用する自転車、

歩行者の安全性を向上させます。国道23号から伊勢市中心部とを結ぶ新たな幹線ネットワ

ークが完成することから、観光拠点などへのアクセス機能向上や、地域内交通の円滑化に

よる産業、観光の発展が期待されます。 

続きまして、事業の内容について説明させていただきます。都市計画道路秋葉山高向線

は市道八日市場宮川堤線を起点とし、県道鳥羽松阪線を経て県道伊勢松阪線に至る幹線道

路として、昭和46年に都市計画決定されています。今回の再評価の対象となっているのは、

ＪＲ参宮線との立体交差部を含む街路事業の区間です。街路事業区間の事業概要について

ですが、事業計画期間は平成６年度から平成22年度までの17年間です。全体事業費は42

億5,500万円、全体延長は753ｍ、幅員は14.5ｍから25.5ｍです。なお、都市計画決定に

おける代表幅員は 18ｍとなっています。主要な構造物ですが、ＪＲ参宮線をまたぐ橋梁部
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が橋長369.75ｍ、その橋梁前後のアプローチ部が延長253.25ｍ、合わせた高架区間の延長

が623ｍとなっております。 

当事業の進捗状況についてですが、当事業は平成６年度に事業化を行い、平成11年度か

ら工事に着手しております。高架橋の下部工の施工は完了しており、現在施工している橋

梁上部工の工事も平成21年1月には完成し、これにより橋梁部の工事が完了します。現在、

斜路付き階段工と終点側アプローチ部の工事を進めており、平成20年度末の工事進捗率は

92.8％になります。一方、用地買収の進捗率ですが、99.8％です。未買収となっている土

地については多数の共有地であり、任意買収は不可能であることから、現在、収用裁決の

申請手続きを進めており、早期買収を行います。今後の見込みですが、未買収地の土地収

用を執行し、引き続き事業の推進に努め、平成22年度の事業完成を目指します。 

続きまして、事業をめぐる社会経済状況等の変化について説明させていただきます。ま

ず、地域状況の変化としまして、平成 17 年 11 月１日に周辺４市町村の合併により新伊勢

市が誕生しました。伊勢市は伊勢志摩地域の中核都市として更なる発展が期待されていま

す。また、新たな伊勢地域の発展には、地域間の連絡強化を図る必要があり、これを支援

する道路ネットワークの形成が求められています。当事業は鉄道により分断された地域の

南北を連絡する道路ネットワークを形成するものとして、地域間の連絡強化に寄与するも

のと期待されます。また、伊勢市の観光資源の象徴である伊勢神宮への入り込み客数は、

平成５年の第 61 回式年遷宮の 838 万 7,000 人をピークに減少傾向にありましたが、第 62

回式年遷宮行事の始まった平成 17 年度から増加傾向に転じ、平成 19 年度は 708 万 7,000

人の入り込みがありました。これは前回遷宮時入り込み客数を上回る状況となっています。

また、平成 25 年に迎える第 62 回式年遷宮への更なる観光客誘致に向け、県市一体となっ

て積極的に取り組みを進めているところでもあります。当事業による市中心部へのアクセ

ス機能の向上は観光都市としての魅力を向上させ、地域の活性化に寄与するものと期待さ

れます。 

ここで再評価書の順番が前後しますが、再評価の経緯について説明します。当事業は平

成15年度に再評価を実施しておりますが、その委員会において、次の意見を附帯して事業

継続を了承されております。附帯された意見は、複雑な計算や、それに代わる仮定条件を

置いた簡便法による費用対効果分析は、県民がその計算過程や結果を理解できるよう説明

されたいという意見でした。このことを踏まえ、費用便益分析の算定過程や、その分析結

果について分かりやすい資料作成に努めました。伊勢南北幹線道路が整備された場合の効

果を予測するために、平成17年に実施したパーソントリップ調査のデータを用いた交通量

推計を行っております。 

交通量推計の流れについて説明いたします。まず、Ｈ17 センサスなどの実態調査結果と

の検証を踏まえた現況交通量を算出します。これが現況再現と呼ばれています。次に、現

況再現結果を基に将来の道路ネットワーク等を加えて、伊勢地域の将来交通量を予測し、

秋葉山高向線整備時と未整備時の伊勢地域の将来交通量を算出します。その予測結果から
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整備効果等を算出します。主な算出内容は秋葉山高向線や周辺幹線道路の交通量、秋葉山

高向線を整備することによるＢ／Ｃ渋滞損失時間の削減などがあります。これにより算出

された当事業の費用便益比は、走行時間短縮便益 165 億円、走行費用減少便益 9.6 億円、

交通事故減少便益 2.7 億円となり、これらを合算した総便益は 177.2 億円となります。こ

れに対して、総費用は事業費と維持管理を合算して55.4億円になります。よって費用便益

比は3.2となりました。 

ここで費用便益比における費用の算出について説明します。改築費の単純合計は各年度

の改築費を合計した金額になります。改築費の現在価値の合計は、各年度の改築費に割戻

し率を乗じた値の合計から減価償却としての用地費を引いた金額になります。維持管理費

の単純合計は、各年度の維持修繕費を供用開始年次から40年間分の合計した金額になりま

す。維持管理費の現在価値の合計は、各年度の維持修繕費に割戻し率を乗じた値を供用開

始年次から40年間分の合計金額になります。 

続きまして、便益の算出について説明いたします。走行時間短縮便益、走行経費減少便

益は、乗用車、バス、小型貨物、普通貨物の４項目から構成され、単純便益は各項目の合

計した金額になります。走行時間短縮便益、走行経費減少便益の現在価値の合計は、各年

度の単純合計に割引率を乗じた金額を、供用開始年次から40年間分の合計金額になります。

事故減少便益は 1 項目から構成され、単純便益は事故減少便益の金額になります。事故減

少便益の現在価値の合計は、各年度の単純便益に割引率を乗じた金額を、供用開始年次か

ら40年間分の合計金額になります。伊勢南北幹線道路が整備された場合の効果についてで

すが、伊勢市市街地における南北方向幹線道路の平成 37 年における交通量の推計結果は、

表のとおりとなります。伊勢南北幹線道路という新たなネットワークが構築されるため、

南北方向の３路線は交通量が現況より約 2,000 台から 5,800 台減少する推定結果となり、

伊勢市街地における南北の幹線道路の慢性的な渋滞の緩和が期待されます。伊勢南北幹線

道路が整備された場合の渋滞緩和効果についてですが、先ほど説明しましたように南北方

向の３路線において、交通量の減少、走行速度の改善が見られ、その結果として、南北方

向の３路線の渋滞損失時間が約２割減少する推定結果が出ました。 

地元の意向についてですが、平成３年に「伊勢南北幹線道路建設促進期成同盟会」が結

成されており、鉄道により分断された市街地の連絡、及び都市交通の円滑化を図るため、

早期の完成を強く要望されています。 

コスト縮減の可能性については、起点側、終点側アプローチの盛土材料に公共事業間の

流用材を使用することや、路盤や舗装材等に再生材を使用するなど、コスト縮減に努めて

おります。 

代替案立案の可能性についてですが、当事業の現在の用地買収の進捗状況が 99.8％、工

事の進捗状況が 92.8％であること、また、伊勢南北幹線道路として伊勢松阪線道路事業と

の連続性から代替案は無いものと考えます。 

その道路事業区間の進捗状況についてですが、平成20年度末での事業進捗率は約57％と



 45

なっております。現在、近鉄山田線のアンダーボックス工事を行っており、平成25年の伊

勢神宮式年遷宮までに供用を図るべく、鋭意事業を推進しております。 

最後になりましが、前回概要説明時にご質問がありました計画路線決定の経緯について

説明させていただきます。スクリーンのほうで説明します。昭和18年に横浜ゴムが現在の

場所に用地取得を行い、製造業を開始しました。昭和46年に秋葉山高向線の都市計画道路

が、横浜ゴムの工場を避けた形で計画決定されました。昭和54年に横浜ゴムが都市計画道

路西側に倉庫としての用地造成を行い、拡張されております。この経緯により結果的に道

路が工場内を分断するような今の形態となりました。 

以上、再評価の視点を踏まえて評価を行った結果、当事業を継続し、早期に全線供用を

図り、事業効果を発現したいと考えています。ご審議よろしくお願いをいたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。ただ今、説明いただいた事業は、評価の結果、継続したいと

いうご説明でしたけれども、委員の皆さん、この評価判断に関しまして何かご質問ござい

ませんでしょうか。委員。 

 

（委員） 

１つ確認なんですけども、この山田赤十字病院が沿線にありますが、この山田赤十字病

院は確か移転予定があったんじゃないかと思います。そうしますと、この秋葉山高向線の

便益計算において、山田赤十字病院があることの便益を計上されてた場合、完成予定年度

以降の便益というのは消される必要があるんではないかという点です。山田赤十字病院と

この秋葉山の線の便益との関係について教えてください。つまり山田赤十字病院ができた

後も、便益の大きさが減るはずだと思うんですけども、それがそのままなのかどうかとい

うことを確認させて下さい。 

 

（伊勢建設事務所 事業推進室長） 

ご意見のように山田赤十字病院は、この図面でいきますと宇治山田港伊勢市停車場線と

藤社御薗線の間ぐらいになりますかな、移転が決まっております。しかし、この全体のネ

ットワークの中での移転ということで考えております。 

 

（伊勢建設事務所） 

伊勢建設事務所の森といいます。山田赤十字病院、先ほどのように移転の計画がありま

して、それが進められとると。今、正直便益計算上、その移転による交通量の動きとかと

いうのは、ちょっと評価はようできてない状況にあります。ただ、山田赤十字病院につき

ましても、やっぱり３本の南北、現在連絡する道路の途中のところへ移転するということ

で、影響はあるんでしょうけども、大きな影響はないんじゃなかろうかなというぐらいの
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感覚でしか、今はちょっと検討上の評価は細かくはできていない状況にはあります。 

 

（委員） 

移転後もこの秋葉山の便益の中には含まれているということでいいんですか。要するに

今の秋葉山の計算の中にも、山田赤十字病院の緊急車両の問題は含まれていますか。 

 

（伊勢建設事務所） 

便益計算上、緊急車両という格好で 

 

（委員） 

緊急対策というか、要するに地震とかのときの対策での計算というのは含まれないんで

すか。 

 

（伊勢建設事務所） 

便益の計算上は、車の流れのある場合とない場合の比較で整理させていただいておりま

して、特に緊急車両と取り出してという格好で数字上は出してはいただいておりません。 

 

（委員） 

分かりました。街路事業ですので分かりました。緊急車両の問題があって、それも便益

に計上されてるかどうかの確認がしたかったんで、それがされてないんだったら、それで

いいです。 

 

（委員長） 

他にご質問ございませんでしょうか。 

委員。 

 

（委員） 

教えていただきたいんですけども。今回のは交通事故減少便益というのがＢのところで

かなりあるんですが、これはＪＲのところを踏切ではなくて、オーバークロスすることに

よって回避できてるので、それで上がってるという解釈でいいんですか。 

 

（伊勢建設事務所） 

そのようなＪＲと近鉄の平面交差ということの委員のご指摘のとおりのようです。 

 

（委員） 

先ほどのこの前の時間の説明ですと、交通事故減少便益というのは距離と交差点との関



 47

係だという話だったんですが、ここでこの便益には実際には出てないんですけども、工場

の真ん中を突っ切るということで、どのぐらい歩く人がいるかというのは分からないんで

すが、歩道の整備というのは、特にこの「街路」という言葉のイメージから考えると、歩

道も整備しようとか、自転車の人も安全に通行できるようにする方向性を、イメージとし

て持ってたのですが、そういう整備というのは特にこの計画では行ってないということな

んですか。 

 

（伊勢建設事務所） 

今、スクリーンに映させていただいておるように、街路ということで都市計画決定され

とる道路なんですけども。両側に自転車歩行車道ということで、バイパスのほうにも、そ

ういうふうな格好で歩道、自転車歩車道を整備させていただくということでの取り組みを

行っております。 

 

（委員） 

逆に、私さっき言ったように、工場の真ん中までの道ですよね。それで全体通じたとき

に、他の現在渋滞している伊勢松阪線とかそちらの交通量が減ったときに、自転車の人と

かはむしろそちらが使いやすくなって、バイパスから町に出るのに、北から南に遠回りに

なるこちらの道路は人が通らないんじゃないか、そういうようなことも考えられるんです

けども。そのときにこういう両側をきちんとした歩道が逆に必要なのかどうなのか、いか

がでしょう。 

 

（伊勢建設事務所） 

街路で街中に非常に近いこの道路になりますので、将来の沿道開発とか色んなこともあ

ろうかと思います。そういったとこを踏まえまして、元々都市計画決定で歩道等ある内容

をそのまま整備の中でも進めさせていただいとるというところでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

他に質問ございませんですか。委員。 

 

（委員） 

前回もちょっとお伺いしたんですけれども、確か今工事されるところの部分と、国道 23

号よりのほうと事業がちょっと違うということで、そちらのほうの進捗状況とかを出して

いただいて、これは８ページ目ですかね。国道23号寄りのほうでちょっとまだ用地買収み
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たいなのができていないというのが出てるんでしたっけ。違いました。 

 

（伊勢建設事務所 事業推進室長） 

国道23号のほうでは未買収地ありませんで、未買収地はこの街路事業の区間の中でござ

います。鳥羽松阪線よりでございます。 

 

（委員） 

こっちのほうに。で、これ全部多分国道23号と旧道のほうと繋がって、このＢ／Ｃみた

いなものが出てくることになると思うんですけれども。一応着工してできあがるのが平成

22 年になってるんですよね。それがまだ用地のほうが、ここができなければ、ここがつな

がらなければ、結局できないわけですよね。それの見込みというのはあるんでしょうか。

何か結構たくさんの人たちが持ってるからどうのっていうこと、ちらりとおっしゃられま

したけれども。その点で、もう来年できるというふうになってますけれども、目処は着い

ていらっしゃるんでしょうか。 

 

（伊勢建設事務所 事業推進室長） 

今、具体的にその調査の作業をしておりまして、色々意向確認とか、皆さんにお会いし

たり、郵送でしたりして作業を進めておりまして、平成21年度、約２年間かかりますもん

で、土地収用委員会の見込みが。約来年の末ぐらいに収用できることを見込んでおります。 

 

（委員） 

結構よく聞くのが、一つの土地に対してたくさんの人が持ってると、一人でもはんこ押

さないと、中々進まないというのはよく伺いますけれども。もしそういう可能性があって、

ずれ込むなんてことは、ずれ込んだときってどうなるのかなって、ちょっと疑問に思った

んですけど。 

 

（伊勢建設事務所） 

買収ができなかったら、そこの部分、工事できないことになるんですけども。今の 800

人ほどの権利者が現存されてます。正直、800人ほどおりますので、所在不明の方とか色ん

な方がおみえになって、物理的に全ての人の理解、調印をいただくということはできませ

ん。そういうことを踏まえまして、土地収用法というの、ご存知かと思うんですけども。

強制執行という格好の言葉になるんかも分かりませんが、土地収用法での手続きを今進め

させていただいておりまして、それが先ほど室長が説明させていただいたように、平成 21

年度末なり、平成22年度の早い段階でその手続きを終えたいなと。それで土地を取得させ

ていただいて全区間の完成に持っていきたいというふうに思っております。 
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（委員） 

なるほど。800人本当に全部の印が要る必要もないということなんですね。逆に言うと。 

 

（伊勢建設事務所） 

法的な手続きの中での取得を今念頭に進めさせていただいてます。 

 

（委員） 

なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

他にご質問ございませんでしょうか。 

委員お願いいたします。 

 

（委員） 

16 番のスライドで、交通量がＢＢ断面、ＣＣ断面、ＤＤ断面が減るという効果があると

いうことが分かりますが、ＣＣの藤森杜というんですか、よく分からない。この路線がか

なり減少効果が大きいんですけど、これはどういうふうに説明、これはＯＤ調査かとか、

そういうアンケートみたいなことをやった結果なんですか。ＢＢがさほどでもないのに、

何でＣＣが効果が非常に発現するのかていうのが理解できないんですけど。その辺の説明

をお願いします。 

 

（伊勢建設事務所） 

イメージ的な説明は中々説明させていただけないんですけども。平成17年にパーソント

リップ調査、人の移動を調べさせていただいたパーソントリップ調査というのがございま

す。それをベースに交通量推計をさせていただいたと。その中で、今回の秋葉山高向線が

整備された場合、平成17年の交通量と比べてどういうふうになるんだろうということで評

価させていただいた結果でございます。想像だけで申し訳ないんですけども、伊勢松阪線

に比べて、藤社御薗線というのが元々交通量が結構多くございまして、大きい分、効果が

大きく数字的に出たのかなというふうに思います。 

 

（委員長） 

委員、よろしいですか。それなりに調査の結果でどれだけ、今までこっちの道路通って

た人がこちらに通るとかいうのは、ちゃんとした理論があって、それのとおり振り分けら

れたということですね。 

 

（伊勢建設事務所） 
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そうですね。通常の交通量推計という格好のやり方の中で、現在の路線の距離であると

か、走行速度であるとかというのを踏まえて新しいものができれば、どちらが優位性が高

いんやというのを、コンピュータのシミュレーションの中で推計評価した結果でございま

す。 

 

（委員長） 

分かりました。委員、もしも追加質問があれば、していただいても結構ですけれども。

質問でなくてもコメントでも疑義があればしていただければ。 

 

（委員） 

簡単に言いますと、それこそ誤解を恐れず言いますと、この秋葉山高向線はかなり市街

地の縁辺部を通っていて、その市街地の中心方向が市役所のほうだと考えれば、そんなに

効果が出るはずがないなと僕は思うんですけどね。パーソントリップの結果だということ

なんですけど。何かそういう感じがするんですけどね、私は。 

 

（伊勢建設事務所） 

ちょっと補足させていただきます。説明にもありましたように現在の伊勢松阪線、藤社

御薗線、宇治山田港伊勢市停車場線ともに、数は若干違いますけど、鉄道との平面交差を

持ってございます。そこでかなりの踏切の遮断時間がありまして、慢性的な混雑をしとっ

たりしとる状況にございます。そういう中で、今回の秋葉山高向線を含むこの路線という

のが、市街地の縁端部分通ってはおるんですけども。鉄道と全て立体交差できるという形

態になってございまして、その辺で若干優位性が出とるんかなというふうに、距離的には

若干あれですけども、そういう走行面からの優位性が出とるんかなというふうに思います。 

 

（委員） 

感想なんですけども、伊勢市の事業にはなってますけども、これ旧御薗村のほうですよ

ね。旧御薗村の市街地があるというふうにも考えていいわけですよね。この図で言えば、

旧御薗村の市街地があるんで、その辺のパーソントリップの影響というのはあるんじゃな

いですかね。市で見れば一つの市ですけども、実は合併して旧御薗村の中での人の動きも

あるんで、そういう効果というのもあるんじゃないかと思うんですけども、どうですかね。 

 

（伊勢建設事務所 事業推進室長） 

委員がおっしゃいましたように、御薗村の市街地に建設して走っておりますもんで、そ

の辺の影響というのか、効果もあろうかと思います。 

 

（委員） 
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難癖つけてるようで申し訳ない。鳥羽方面から走ってきて、御薗村に行く量がかなりあ

るという理解でいいんですか。 

 

（伊勢建設事務所） 

御薗村が今の宮川の右岸になるんですけども、左側の青いのが一級河川の宮川になりま

す。それの右岸側で御薗村があるんですけども。ちょうどＪＲの北側辺りから藤社御薗線

と国道23号の交差、そのラインを結んだとこから北側ぐらいが大体御薗村のラインになっ

てございまして、その御薗村のある程度集落ていうか、中を通ってございますので、そこ

を起点とか終点にする発生集中の交通量なんかの影響なんかも、大分受けるという格好に

はなろうかと思います。 

 

（委員長） 

これとか、この辺りを立体交差にするとか言う計画はあるんでしょうか。そのほうが、

そもそも平面交差というのは危ないものですし、交通の遮断にもなるんで、そういう計画

ももしもあれば、もっと良くなるんじゃないかなと思うんですけれど。お金の問題もあり

ますが。 

 

（伊勢建設事務所） 

今現在はありません。今の路線が精一杯ということでございます。今の時点では。 

 

（委員長） 

分かりました。他の委員の方、何かご質問はございませんでしょうか。 

無ければ、ちょうど当初の時間でもありますので、ここで午前中の審議を打ち切らせて

いただきまして、続きは昼からにしたいと思います。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは、これからお昼の休憩を経て、１時15分再開ということでお願いしたいと思い

ます。 

（休 憩） 

（公共事業運営室長） 

それでは、午後の部のほうを再開させていただきます。午後最初には森林整備事業、松

阪のほうから語説明お願いいたします。 

 

（環境森林部 森林・林業分野総括室） 

環境森林部でございます。森林・林業分野総括室の森でございます。どうぞよろしくお

願いします。 
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私ども、今日、２件ご審査いただくことになっております。1件目は森林整備事業２番の

県営林道野又越線でございます。続きまして、治山事業30番の保安林管理道、平ノ木線を

ご審査いただくことになっております。どうぞよろしくお願いします。 

 

（森林保全室長） 

森林保全室長の西村でございます。よろしくお願いします。 

林道野又越線は松阪と尾鷲の両事務所にまたがりますので、森林保全室のほうからご説

明させていただきます。座って説明させていただきます。 

林道野又越線は平成15年度に三重県公共事業再評価実施要綱第２条に基づき再評価を行

いましたが、再評価実施後、５年を経過しましたので、同要綱に基づき再評価を行います

ので、その内容についてご説明します。スクリーンのほうをご覧ください。当林道は紀北

町紀伊長島区十須地内の国道 422 号を起点とし、大台町桧原地内の国道 422 号を終点とし

ています。全体計画は延長 15.5ｋｍ、一般の人の通行も考慮し、幅員は５ｍ、全体事業費

は 65 億 6,000 万円、平成３年度に着工し、今回、５年延長して平成 30 年度の完成を目指

して施工中でございます。 

進捗状況は平成19年度末で72％、残延長は4,402ｍで、峠部分についてはトンネル840

ｍを計画しています。なお、国道 422 号は紀北町、大台町とも林道との取り付け付近で行

き止まりとなっており、地図の上では東側、これは右側ですが、ここに線形は示されてい

ますが、当面、開設される計画はございません。次、黄色の実線が既に開設された部分で

ございます。赤の点線が開設予定の部分、それから、緑色が本年度開設中の箇所となって

おります。 

林道野又越線は紀北町、大台町の基幹的な林道として森林整備を促進し、林産物を搬出

する重要な施設であるとともに、併せて古くから文化的な交流があった両町を連絡する生

活道路として、また、海と山の資源を活かした地域振興を図ることを目的としています。 

次に、利用区域の森林面積でございますが、1,378ｈａで、内、県行造林が72ｈａ、紀北

町有林170ｈａ、森林総研の分収造林109ｈａ、あとは73人の所有者が760ｈａを所有して

います。その他に紀北町側に国有林276ｈａがございます。利用区域内の人工林の状況でご

ざいますが、５から 10 齢級が多くなっております。その内、84％の 757ｈａが間伐対象と

間伐を非常に多くしなければならない状況でございます。 

次に、利用区域内の森林整備の状況ですが、これまでの５年間に間伐をはじめ新植、枝

打ちなど372ｈａが整備され、今後の５年間でも332ｈａの森林整備が計画されているとこ

ろでございます。 

林道事業の採択要件は、着手してから10年間の間に利用区域内の森林で10％の以上の森

林整備を実施することになっています。緑色が過去５ヶ年の実施箇所、オレンジが今後５

ヶ年の計画箇所ですが、過去５ヶ年の実績だけで既に27％の整備がなされています。 

林道開設に伴う森林資源の利用可能面積の広がりについてでございますが、これは林道
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の整備前の状況です。利用可能な道路から 200ｍ以内を赤色、200 から 400ｍを青色、400

から600ｍを黄色で色を変えてございます。これが整備後の状況です。一般的に林業が成り

立つのは主伐で400ｍ以下、間伐で200ｍ以下とされておりまして、林道整備後は赤色の200

ｍ以内、それから青色の200から400ｍの部分が大幅に増えることになっております。 

次に、大台町側では森林所有者の他、森林総研、これは旧の緑資源公団です、の分収育

林や、治山事業により森林整備が進められています。それから、紀北町側では町有林や県

行造林を中心に計画的な森林整備が進められております。 

続きまして、森林林業に関連する状況の変化でございます。まず、市町村合併がござい

ました。旧宮川村は平成18年1月に大台町と合併し、新の大台町になっております。旧紀

伊長島町は平成17年10月に旧海山町と合併し、紀北町になっています。 

次は、平成 16 年 9 月の台風 21 号により、林道及び林道に至る道路が大きな被害を受け

ました。これは大台町側の土石流による林道の被災状況でございます。これは大台町側の

下方の国道 422 号の被災状況でございます。これは紀北町側の山崩れによる林道の被災状

況でございます。これは紀北町側の林道の被災状況です。これらの被害の復旧に時間を要

しましたため、工事の進捗に遅れが生じております。これは紀北町側の国有林内の計画区

間で発生した大規模な山腹崩壊ですが、これの復旧につきましては、国有林のほうで復旧

することになっております。 

次に、県の森林林業の状況でございますが、平成 17 年 10 月に三重の森林づくり条例が

制定され、これを受け、平成18年3月に三重の森林づくり基本計画を策定し、これに基づ

き現在、森林づくりに取り組んでいるところでございます。また一方、国際的には地球温

暖化防止を目的とした京都議定書の第一約束期間が本年度から始まり、日本の削減目標

６％の内、3.8％を森林の二酸化炭素吸収分として認められていますので、国を挙げて今、

森林整備に取り組んでいるところでございます。 

次に、関連集落の状況ですが、紀北町十須赤羽地区と大台町大杉地区は、西暦 1,600 年

頃から海産物と林産物の交流を通じて交流があった地区でございます。その後、車社会の

到来により一旦交流は途絶えましたが、昭和63年に紀北町の赤羽小学校の児童が、峠を越

えて大杉谷小学校の児童と交流会を行ったことをきっかけに地区の交流活動が復活し、そ

の後、継続的に大人も含めて交流が行われております。国道422号の着工見通しが無い中、

主目的は森林整備の推進ですが、この林道野又越線の早期完成にかける住民の期待には大

きいものがございます。 

次に、費用対効果でございます。図面に示しましたとおり、前回と今回の内訳を対比し

て示しております。それから、前回、費用対効果分かりやすくということで、今回、前回

の評価に合わせて対比できるようにしてございます。費用対効果は、今回、便益123億7,000

万円、費用70億9,000万円で、Ｂ／Ｃは1.74となっており、前回の1.64から0.1上がっ

ております。内訳では、今回、水源涵養が44億7,000万円、木材生産が41億2,000万円、

山地保全が28億9,000万円で、この３つで全体の93％を占めております。 
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次に、地元の意向でございますが、紀北町では豊かな水産資源の背景となっている森林

に対する住民の関心が高く、発電用に宮川ダム湖から三浦湾へ大杉谷の水を放流している

ことから、三浦漁協やボランティア団体が毎年大杉地区へ出かけ、植林、育林活動を続け

ております。また、紀北町としても当林道の利用区域内にある町有林の整備に積極的に取

り組んでおり、事業継続を強く望んでいます。一方、大台町では豊かな森林資源や清流を

活かし、森林管理の担い手、フォレストファイターズの育成や、木造住宅部材の加工を行

うプレカット工場を第三セクターで立ち上げております。また、ナチュラルウォーター「森

の番人」の生産などに取り組んでおり、木材生産や森林の適正管理を促進するためにも、

事業継続を強く望んでおります。 

次に、コスト縮減でございますが、地形の改変を極力抑えた波形線形や、安価な構造物

により切土と盛土のバランスを取り、壁面には緑化を図る工法を積極的に採用しておりま

す。これがその完成状況でございます。また、通行の安全に問題が無いところでは、路肩

の縮減を採用しております。間伐を推進するため、林道工事では木材の有効利用を進めて

おり、切り取り法面の木柵工など積極的に間伐材を使用しています。特にこの林道野又越

線におきましては、工事の支障木や根株などをチップに加工しまして法面に吹き付ける植

生用の土壌基盤材として活用をしております。 

次に、第６回審査委員会の概要説明で質問のありました大杉谷自然学校についてご説明

します。旧宮川村では平成13年に自然体験施設「大杉谷自然学校」が開校し、宮川の自然

と文化を活かした各種体験プログラムが実施されています。画面では地域の方との筏づく

り、大和谷渓流トレッキング、宮川体験キャンプでの川遊びのほか、大杉地域の家庭にホ

ームステイをして、地域の自然に根ざした生活や文化を学ぶ「孫さんクラブ」で、地域の

方にここでは柿を吊るす縄のなえ方を教えていただいてる様子でございます。因みにご覧

になった方もみえるかもしれませんが、去る 12 月 23 日でございますが、全国ネットのテ

レビ番組で、この「孫さんクラブ」の様子が放映されています。他に紀北町の海を使った

体験学習など、東紀州方面での活動を行っております。 

自然学校から紀北町紀伊長島区の役場支所までの距離ですが、三瀬谷経由で国道42号を

使用する現在のルートでございますと、60.7ｋｍございます。これが林道が完成すれば、

28.4ｋｍと短縮され、その方面のアクセスが良くなることから、海と山との交流プログラ

ム等の新たな取り組みも期待されるところでございます。さらに、宮川流域では日本一の

清流を活かし、魅力ある地域づくりを進める宮川流域ルネッサンス事業を推進しています。

大杉地区はその最上流部で、森林を守りながら厳しい自然環境の中で生活や文化を育んで

きた地域です。過疎化、高齢化が進んでいますが、人が住み続けること、その地域の人が

活力ある暮らしを送ることが、森林や清流を守っていく上で最も大切なことであると考え

ます。林道野又越線は森林整備の直接的な推進に大きな効果があるともに、過疎地域の人々

の生活を支え活力を高めることによって、間接的にも森林整備を促進する機能を併せ持つ

林道です。このため、紀北町、大台町両町の期待も大きいものがあり、三重県といたしま
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しては事業を継続したいと考えております。よろしくご審査をお願いします。 

以上でございます。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。それでは委員の皆さん、事業継続したいというご意見でした

ので、この件につきまして何かご質問、またはコメントはございませんでしょうか。 

委員お願いします。 

 

（委員） 

林道のときにいつも質問をさせていただいてるかもしれないんですが、スライドの15枚

目なんですけども、災害のときの写真がこうやって出てるんですけども、同じく25枚目に

コスト縮減の補強土壁工による縮減というのがあるんですが、先ほどの写真でスライドの

15 枚目のほうで、もし仮に補強土壁工による結果、こういうふうに路肩部分がなんか緑の

格好に見えてるんですが、崩れたような形の結果だとしたら、この復旧費用というのも結

構かかると思うんですよね。そのときに、どこまでコスト縮減するかということは、非常

に大事かと思うんですけども。永い目で見たときに、従来の工法を取られたほうが、結局、

道路としては頑丈だという話であるのであれば、切り詰めるところは切り詰める必要があ

るとは思うんですが、必要な経費はかけていただいたほうがいいのではないかと思うんで

すが、その辺り、どうお考えでしょうか。 

 

（森林保全室長） 

この写真、確かに補強土壁が壊れとる写真なんですけど、平成 16 年の台風 21 号は時間

雨量 100ｍｍ以上が３時間も続いたというような、いまだかつて無い大雨でございまして、

ここでは補強土壁が被災しているんですけど、その後、通常の災害というとおかしいんで

すが、平成17､18､19年度の災害、本年度もそうなんですけど、補強土壁については水の処

理とか、その辺をしっかり行えば、被害は生じておりません。ただ、確かに補強土壁は仮

設的な感じも受けるわけなんですが、その辺、先ほども言いましたように水の処理とか、

色んなことしっかりして対応を今やっておるというようなことで、ここだけじゃなくて、

このときは本当にすごい災害でございまして、コンクリートであっても飛んでいったよう

な状況でございますので、しっかり対応策は取らしていただきたいと思います。 

 

（委員） 

よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

他の委員の方、何かございませんでしょうか。 
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委員お願いします。 

 

（委員） 

先ほど、他の委員会でよく聞く話なんですけども、林道ではあまり聞いたことがないの

で聞かせていただきたいんですが、この地域というのは、例えば国道42号で言えば、この

地域の高校、２つ廃校になるぐらい、宮川高校と長島高校が廃校になるぐらい過疎化が急

激に進んでいる地域なわけです。その中で、森林整備をしたときの担い手、つまり担い手

が育成できる事業なのか。そして、担い手がもし減っていった場合、さらに県の負担によ

って森林整備事業が必要になる事業なのか。ここで約半分が私有地だったと思いますが、

個人の所有で 55％持っているわけですので。その部分での担い手と、担い手による今後の

事業の予想というのはどういう風になっているかということをお聞かせいただきたいんで

すが。 

 

（森林保全室長） 

世界的な話では京都議定書の関係も始まった中で、国では間伐対象森林の８割方はきち

んと整備せないかんという目標の中で、今動いております。そのため、予算についてもか

なり充実した、公共事業が下がる中では、森林整備の関係の予算というのはかなり充実さ

れております。この地域は、ちょっとスライドをご覧いただきたいんですが、フォレスト

ファイターズという、これは旧の宮川村が役場の職員並みの待遇ということで作った会社

でございます。旧宮川村から大台町になりましたが、ある程度、そういう行政の支援も受

けながら、この担い手、特に地元の人というよりは、よその地域から林業やりたいという

のでやってきた人を育てています。それから、地域には例えば宮川森林組合とか、紀北町

側は尾鷲という森林組合もございまして、継続的に若手の人を入れております。 

それから最近では、ちょっと今経済情勢あれなんですが、トヨタ自動車が宮川の中で

1,600ｈａほどの森林を購入されて森林整備をやっていくとか、トヨタにはトヨタの考え方

もあって、バイオとかああいうのについては、食料は止めて、こういう木とかああいうの

でバイオエタノールとかいうのができないかというような。また、それから健全な森林経

営をやっていくにはどういうスタイルがいいのかというのを、今1,600ｈａの森林で調査し

ておりまして、そういう中では、担い手という面では、将来の仕事ということも考えると、

十分やっていけるのじゃないのかなと思っております。 

 

（委員長） 

私の方から質問させていただきますけれども、スライドで言えば20枚目の費用対効果分

析の比較というのを見ていただきまして、それプラス事前にお配りいただいてます保安林

管理道整備の一般的な概要説明資料に、林野公共事業における事前評価マニュアルの３ペ

ージの総括表というのを両方見比べさせていただきますと、この20ページ目のスライドの
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右側の、これ私らのコメントを生かして、従来の項目ごとに分けていただいて、左右なお

かつ同じ色にしていただいて、非常によく分かるようにしていただいて有難いんですが。

ただ、やっぱりこれは県の話じゃなくて、非常にこれ、林野庁のつくる用語が、一瞬これ

見たら全部同じ感じに見えるぐらい、同じような名前ばかり並んでて、一体何が言いたい

のか全然分からないんです。パッと並べると、これ簡単なんで、私の方からこれでよろし

いですかという確認をさせていただきますけども、よろしいですか。まず一番大きい青が

ありますよね。青というのは水源かん養機能だから、要するに道路を造ったおかげで洪水

が防げるとか、要するに水関係で水源かん養ができるという部分で、次に水色が山地保全

便益と書いてあるんで、要するに土砂災害を防止する便益と。それから、黄色が環境保全

便益でズラズラズラといっぱい並んでるんですけど、要はここは炭素固定の温暖化が主な

のかなと思います。 

それから、もう１つ、大事なのが非常に多い茶色ですけれども、この茶色が木材生産等

便益というやつで、これを見ると、木材の生産の経費がかからなくなるとか、木材の利用

が増進されるとか、普通私らが考える、この目的のために林道を造るんじゃないのという

一番便益の王道というか、その部分が茶色であると。それからチョコチョコっとある緑の

部分が、これはちょっと分かりにくいんですけれども、これも造林の作業の経費が縮減す

るとか、そういうところですけど、少ないからこれは置いときまして、大体そんな感じで

捉えてますが、よろしいでしょうか。 

 

（森林保全室長） 

そうです。それで、黄色は炭素固定だけを、色んなのがダァッとあるんですけど、やっ

ぱりここで該当するというのを選んでやっているということでございます。 

 

（委員長） 

分かりました。他の委員の方、今のお答え参考にご質問していただければと思います。 

どなたか何かございませんでしょうか。 

委員お願いします。 

 

（委員） 

この林道整備というの、100％公共負担で行うんですか。 

 

（森林保全室長） 

今回、県営林道ということで上げさせていただきたいておりますが、普通が市町村が補

助事業により行う林道でございます。林道というのは個人負担も、利益を受ける人が一部

個人で負担して補助事業で行うのがそうなんですが、規模が一定以上になると、県の代行

制度というのがございます。そういうようなものは、例えば峰越えとか、一般の人も使う
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ようなところ。それから、規模が大きいのにについては、100％公費というのもございます。

この場合には過疎法とか、半島振興法とか、色んなそういう条件不利なところに対する優

遇法のかかる場所については、100％国と県のお金で行うということができるようになって

おります。 

 

（委員） 

この場合は、その過疎だか何だかで全部100％。 

 

（森林保全室長） 

はい、そうです。 

 

（委員長） 

そこには日本の今の農林水産業全部に通じる、普通の工業とか経済以上に右肩下がりに

なっている部分で、三重県は“農”とか“林”とかいうのをてこ入れしないと、長期的に

公の目から見てそれが得策だという判断から、ある程度公共事業をそこに投入にしている

という判断ですね。 

 

（森林保全室長） 

はい。ただ、のべつ幕なしじゃなくて、１つの町ではいくつまでとかいう、２つまでぐ

らいやったと思うんですけど、限度を設けてやっております。 

 

（委員長） 

 委員。 

 

（委員） 

教えてください。先ほどの 22 ページのあたりのスライドの 18 のあたりで、京都議定書

の６％、知事もマイナス６％の運動の中で、森林はその内の 3.8％を埋めるということが、

日本全国そうなんでしょうけど。例えば環境庁かどこかから、三重はこれぐらい森林面積

をしなさいよとか、そういうのがあるんですか。振り分けみたいなものが。だから、どう

してもこれだけは緑にしておかないといけないとか、そういったことで予算をいただける

とか、そんなことはあるんでしょうか。教えてください。 

 

（森林保全室長） 

割り当てられたというのは無いんですね。はっきり言うて、それは国レベルの話ですの

で、国でこれだけやるという目標はあります。当然それを達成しようとすると、色々三重

県の森林ではこれくらいせないかんというのは当然出てくるわけです。 
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先ほど、ちょっと話しましたが、間伐対象森林というのが３から12齢級といって、60年

生の木ですね。ここまではきちんと間伐とかの手入れをやると、3.8％のところに算入して

くれるというのがございまして、それを行こうとすると、８割方の森林をきちんと手入れ

しなければなりません。間伐対象、３から12齢級までの森林の８割方を手入れしなければ

いけないというふうなので、今いろいろやっているところでございます。 

 

（委員） 

ありがとうございます。どこの県もそういうことを考えてされてるんですか。日本中。 

 

（森林保全室長） 

そうです。ただ、でこぼこは当然個人所有の山ですので、色んな所有者負担とか色んな

問題がございまして、でこぼこは出てきますが、当然それを目指しているところでござい

ます。 

 

（委員） 

でも色々環境のこととか、色々ＣＯ２の話とかあるから、一般の人たちも、森林で 3.8％

が満たされるんだというようなことは常識として知っててもいいですよね。そういう意味

では、意識として。 

 

（森林保全室長） 

はい、そうです。 

 

（委員） 

ありがとうございます。 

 

（委員長） 

委員お願いします。 

 

（委員） 

三浦漁協の植樹のことで聞きたいんですが、これはずうっと何年も続けてやってみえた

んでしょうか。それと、ここの写真では子どもが植えてるところの写真があるんですが、

誰が植えても100％育つのか。何年もしてきて、また1年毎にどんな状態か見に行くような

ふうなアフターあるんかとか。それから、これによってみんなが「ああ良かったね」てい

うようなんはまだ見えてえへんのか、見えてんのか、私には分かりませんので、教えてく

ださい。 
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（森林保全室長） 

まず、これは10年は続いてます。それで、三浦漁協とか地域のボランティアとか募って、

みんなで行ってやるわけですが、小学生が植えたのがどうかというんですけど、これは地

域の森林のプロも付いておって、きちんと後の面倒も見ております。それから、最初は植

えるのが主体なんですけど、最初は植えておりましたが、途中でやっぱり植えるんだけで

はあかんと。木がきちんと生育してくのもということで、下刈りとかそういうようなもの

もやっております。1997 年やでちょうど 10 年、もうやっております。効果なんですけど、

森林というのは中々５年や10年で森林になりませんので、効果はというのは永い目でこれ

は見ていかなければなりませんが、みんながこういうようなことをやるということで、や

っぱり海には森林が大事やという意識がすごく高まっていることは確かでございます。 

 

（委員） 

分かりました。そしたら、どんな木を植えてはるんです。 

 

（森林保全室長） 

広葉樹、スギとかヒノキじゃなくって。 

 

（委員） 

 そうですか、分かりました。ありがとう。 

 

（委員長） 

 委員お願いします。 

 

（委員） 

 ちょっと教えてほしいんですけども。森林所有状況ですね。スライドの４ですけども。

確か760ｈａの内の個人が73名の個人で構成されてるって、先ほど説明ありましたけども。

私がチラッと最近、この林業に関して聞いた話によると、林業経営指数というのが最近で

は400ｈａぐらい所有していないと、林業としては成り立たないということをチラッと聞い

てるんですけども。その辺の部分ではちょっとどうなのかなというのと、そして、スライ

ドの 20 ページの今回の評価の茶色の部分ですね。木材の生産便益という部分のところと、

ちょっと私の意識の中では少し矛盾点があるんですけども、その辺、ちょっと説明してい

ただければと思うんですけども。 

 

（森林保全室長） 

はっきり言うて、林業というのは木材価格に左右されるところがあって、一番高かった

ころに比べて、昭和55年が一番高かったんですが、木材価格が４分の1ぐらいまで落ちて
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きておるんです。ですので、先ほど委員おっしゃったように、経営してこうと思うと、400

ｈａというんですけど、実際に1,000ｈａをお持ちの方でも、非常に苦しくなってきている

のは事実でございます。ですので、こういう中では、今三重県では100ｈａとか200ｈａの

人も一応小規模になってきますんで、こういう人達を団地化して、一つのロットを大きく

してなんとか施行の集約化、コスト縮減を図れないかということに今取り組んでいます。

ですので、人数多いんですけど、一つの経営体として考えていくときには、もっと大きく

ならんかというようなところで、今取り組んでいるところです。 

それから、先ほどのコスト縮減のところなんですけど、現在の市場価格とかそんなのに

左右されてきますので、当然木材価格がちょっと前の倍ぐらいなら、これもかなり大きく

出てきて、今、非常にそういう面では木材の便益の占める割合が、木材価格が下がること

によって、ちょっと落ちているというのも事実でございます。 

 

（委員） 

そうすると、経営指数というのが多分林業の場合も国からの基本的な数字というのが出

てきてると思うんです。それを参考にして、今回の評価の林業整備生産便益ですか、木材

生産便益とか、そういった数字を元に算出されてるわけですかね。 

もう 1 つ、全体団地化するということなんですけども、国有林とか、旧緑資源の、今は

森林総研ですか、県行造林と町有林と、それを全部全体をひっくるめて、この便益を出し

ているということですね。個人も含めてね。 

 

（森林保全室長） 

便益事態は全体をひっくるめて出しておりますが、経営指数とか、400ｈａというんじゃ

なくって、今、団地化はうちでは民有林、個人所有のところを中心に団地化を図っており

まして、先ほどの県行造林とか形態が違うんですね。分収契約に基づいてやっているとこ

ろについては、年数が来たら伐らなければならないとか、色んな制約がございますので、

民有林中心でやっております。 

 

（委員長） 

よろしいですか。では、他の委員の方、何かございませんでしょうか。 

委員お願いします。 

 

（委員） 

先ほどもちょっと出た、21 ページ目の植樹の件なんですけど、これはどこのお金でとい

うか、多分ＮＰＯとか、そういうボランティア団体とか、漁協がしてるのかもしれないで

すけれど、どこかしらこの植樹のための予算が出ると思うんですけど、どこから出てるの

でしょうか。 
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（森林保全室長） 

昔は水産庁の関係の予算とか、そういうのもございました。ただ、今は県の我々のとこ

ろで一部組んでおります。ただ、全額出るんじゃなくて、当然地元も持ってますし、それ

から、県のほかにも色々、シャープからも今いただいているように聞いてます。 

 

（委員） 

ありがとうございます。10 年間継続できたのは、多分そういう予算があるからだと思う

んです。けれども、今後こういう活動というのは色んなところでやってると思うんですけ

れども、恐らくシャープなんかでも、これから厳しくなってきたりするとか、あと何分の1

の助成というのがあって、その何分の 1 の比率が段々と負担が大きくなってきたりとかす

ると、無くなる可能性もあると思うんです。だから、そういう予算というのを、県で何分

の 1 の助成っていうのでしていただけるんならいいんですけれども、いつまでもこういう

形でできるのであれば、この団体が自立できるようなこともやってくれてる、毎年やって

くれているでいいやっていうふうに、でも今年もやってくれるだろうと思いきや、実はも

う厳しくなってきたのでできませんということもあるので、やはりそういったところのフ

ォローもちょっと考えていただければと思います。 

 

（森林保全室長） 

企業も厳しくはなってきたということなんですけど、今県内で11やったんですかね、企

業の森というて、企業自ら森林づくりとかに入っていただいておりまして、そういうよう

なところは継続したような契約というようなのでやっておりますので、我々も当然予算も

確保がんばっていきますし、また、三浦漁協のように意識がかなり海と森の関係について、

意識が町民の方というんか、漁民の方、高くなっておりますので、そういうようなところ

は若干減っても続いていくのかなとは思っております。 

 

（委員） 

そうですね。こういう活動を無くさないようにというように力強く思っていただける団

体なら、いいと思います。最近もある番組で、森と海がすごく繋がっているんだよという

番組をしてたときに、志摩の漁協の海女さんが、森は大切なんだと、海女さんの口から森

が大切なんだということが言われてるというのは、本当ちょっと前までは極端な話、漁協

の人たち、山のことは分からへんというみたいなことを言ってたような時代もあったので、

すごくいい傾向になるのかなと思いました。この道ができて60ｋｍぐらいかかってた道が、

その半分で行けるようになるというのも画期的なことなのかなと思いました。ありがとう

ございます。 
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（森林保全室長） 

因みに三浦漁協だけやなくって、今では鈴鹿の漁協が森林組合と連携したり、あと鳥羽

磯部漁協にも森林組合と連携したり、段々そういう取り組み増えてきておりますので、我々

もこの芽をもっと大きいものにしたいと考えております。 

 

（委員長） 

委員どうぞ。 

 

（委員） 

現在の便益とかそういうことじゃなくて、林業経営で現在はどういう状況で、平成30年

になると、どういう状況になるのかを教えていただきたいんですけどね。便益とか何とか

じゃなくって。多分組合がやってらっしゃるんでしょう、大体経営は。 

 

（森林保全室長） 

そうですね。個人の所有者の方も三重県はみえますし、優良材というので全国でも名を

馳せております。ただ、現在、先ほど言いましたように1,000ｈａお持ちの方でも非常に厳

しいのは現状でございます。こんな中で、今、流通の改革というのですか、新しい生産シ

ステムというのですか、農業のほうでも直送とか色んなのがあると思うんですけど、そう

いうのに取り組みながらコスト縮減やっておりまして、今現在、29 万 3,000ｍ３ぐらい、1

年間に伐採されておるんですけど、平成23年には32万4,000ｍ３まで増やしたいというん

で、県のほうもがんばっているところです。ただ、平成30年はどうかというのは、中々難

しい問題ですけど、今の世界情勢、非常に厳しいんですけど、環境とか色んな意識の中で

は、国産材の需要というのは今後益々高まるものだと我々も思っておりますので、こうい

う道を付けて、コスト縮減、木が出しやすい環境づくりをきちんとやっていかなければな

らないと思っております。 

 

（委員） 

生産量はいいにしても、お金ではどういうことですか。 

 

（森林保全室長） 

木材はいち早く自由化がされておって、木材価格というのは外材が主導で動いておりま

す。ここ最近の様子を見ると、上がったり下がったりは多少しますけど、そんなに大きな

動きはないんですね。ですので、先ほど言いましたように、国産材の需要というのが高ま

ってくれば、その分、経営の安定化は図れるというふうに今踏んでおります。 

 

（委員長） 
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委員、お願いいたします。 

 

（委員） 

スライドの６ページで、平成21年、22年で今までに無いピークがくるわけですね。そう

ですね。平成21年に例えば91.5ｈａとか、平成22年に95.5ｈａ、特に間伐とか枝打ちと

いうんですか、それが過去の５年間に比べてピークが来るわけですね。そうすると、この

林道の開設の条件というのは、例えば民間の人が70何軒でしたか、74人でしたかね、持っ

てみえますね。そのときの林道の開設の条件として、そういう人も皆協力するよと。きち

っと枝打ちするとの同意を取って、この事業は整備しとるわけなんですか。 

 

（森林保全室長） 

いえ、そこまでは同意は取ってないんですが。当然林道をつけるときには、地域の方に

寄っていただいて、ここを道付けるか付けないか、当然、一番最初にもお話しましたが、

用地費というのは無いんですね。無償提供をやっていただいておって、やっぱりやる意思

のない人は、そんな無償で土地を明け渡しませんので、その辺はきちんとコンセンサス取

ってやってます。ただ、何年に何すると、そこまでの細かいことまではやっぱり個人のご

負担もありますので、それはちょっと、同意をとっておりません。 

 

（委員） 

そうすると、例えば平成21年、22年のフォローというのは、もしその個人の山主がそう

いうような枝打ちとかやらなかった場合は、結局荒地になるわけですね。そうすると、そ

のフォローというのは別の何か他の事業で、例えば森林組合がやるとか、ボランティア団

体がやるとか、そういうようなことになるわけなんですか。 

 

（森林保全室長） 

個人のところについては、施業計画というのを立てておって、何年に何をするよという

きちんとした計画を立てております。ただ、先ほど言いましたように、多少経営状況とか

そういうのでぶれるんですけど。それと、我々もこれはきちんとやっていただくように所

有者も指導しておりますし、それから、またこの後、保安林管理道が出てくるんですが、

保安林というのに指定していただくと、荒れてきたところについては、国の事業なり何な

りでやれる制度もございまして、この辺も含めながら、山が荒れないようにきちんと指導

しているところでございます。 

 

（委員） 

それからもう 1 つ、幅員のところで、前回の委員会のところで幅員が狭まったりそうい

うようなところでは、きちっと標識とか安全対策を取りなさいというような条件がありま
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したですね。今回は4.7ｍに全幅なりましたと。５ｍがですね。そうすると、全線4.7ｍで

すか、それとも５ｍの区間もあって、波状の状況によって4.7ｍとか５ｍとか非常に変化し

とるわけなんですか。 

 

（森林保全室長） 

見通しのいいとことか、安全上問題のないところは縮減しておりますけど、前回も指摘

いただいたいように、通行の支障のありそうなところはきちんとした幅員でやっておりま

す。 

 

（委員） 

全体的に延長が４ｋｍですね。その内、どのぐらいが標準的な区間ですか。 

 

（森林保全室長） 

コスト縮減というのが出てくる前は、もう全線５ｍでやっておったんです。このコスト

縮減というのが出てきたのが、この何年か前ぐらい。幅員を縮減するというのも、中々非

常に難しいところがあって、闇雲にやっとるんじゃなくて、ですので、ここでは大きなの

で出しておりますけど、こういうのも１つの縮減の方法というんですか、そういうような

ことで。ちょっと今何ｍというのは手元にないもんですから、申し上げにくいんですけど。

かなり割合は少ない割合でございます。 

 

（委員） 

全線が4.7ｍになったわけではないということですね。 

 

（森林保全室長） 

そうです。 

 

（委員） 

ありがとうございました。 

 

（委員長） 

他に特に無ければ、どうもありがとうございました。それでは、次に治山事業の平ノ木

線ですか、こちらのご説明お願いいたします。 

 

（森林保全室長） 

保安林管理道平ノ木線について説明させていただきます。座って説明させていただきま

す。保安林管理道平ノ木線は、三重県公共事業再評価実施要綱第２条の（２）事業採択後、
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一定期間５年を経過し継続中の事業であることから、再評価を行いましたので、その内容

につきましてご説明します。 

まず、保安林管理道ですが、その名のとおり、保安林の管理を行うために整備する道路

でございます。ここで保安林制度と治山事業の関係について少し説明させていただきます。

保安林制度は水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養な

どの場を提供したりする重要な森林を、農林水産大臣または都道府県知事が保安林に指定

します。そして、こうした機能が失われないように、伐採や土地の形質の変更など、でき

る限り制限し、適切な森林整備により森林の働きを維持しようとする制度でございます。

三重県では民有林の約 27％、９万 4,000ｈａが保安林に指定されています。保安林にはそ

の指定目的により17種類ありますが、主に水を育む水源かん養保安林と、土砂の流出を防

ぐ土砂流出防備保安林からなっています。 

次に、保安林の管理でございますが、森林法では農林水産大臣及び都道府県知事は、保

安林の整備及びその保全のために必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即

して機能するように努めなければならないと定めています。このため、国や都道府県では

荒廃した産地や渓流において、森林整備や治山ダム工などの治山事業を実施して、保安林

の機能強化を図っています。 

次に、治山事業でございますが、これは大雨等に崩れた森林を復旧した写真が載ってお

りますが、このような事を行う復旧治山事業とか、次に落石、背後の山からの落石を防止

したり、土石流等の山地災害の未然防止を図るダム湖を設置する予防治山事業がございま

す。それから、その他に先ほどのハード事業以外に、機能の低下した保安林を健全な森林

に育てるための間伐なども実施しております。保安林管理道の位置付けですが、治山事業

の中の防災林整備に属する事業でございます。保安林管理道の役割でございますが、山崩

れなどの復旧整備や、手入れの必要な保安林などが集中している区域に、長期に亘り、治

山工事や間伐などの森林整備を効率的に行うための道路として開設するものでございます。 

さて、保安林管理道平ノ木線は、松阪市飯高町宮本地内、大台町との町境、国道 422 号

の湯谷トンネル入口付近を起点として開設しております。全体計画は延長2,260ｍ、事業費

５億2,800万円で、平成23年度の完成を目指して開設中です。これは整備区域の航空写真

でございますが、黒い実践が整備区域、黄色に点線が保安林の範囲、青色の実線が既設路

線、赤の実線が計画路線、黄色の△、小さい△がございますが、これが治山ダム湖の計画、

黄色の実線の囲み、これが大規模な崩壊地の復旧計画個所となっております。平成20年度

末では開設延長1,260ｍ、進捗率56％となっております。 

次に、整備区域でございますが、これは105ｈａで、内、85ｈａが水源涵養保安林に指定

されており、スギが約６割、ヒノキが約３割、雑木が約 1 割の資源の構成となっておりま

す。所有状況でございますが、所有者は25名で、私有林が約６割、共有林が約３割となっ

ております。 

整備区域内の森林の状況でございますが、手入れ不足により林内の表土は流出し、下層
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木の生育は著しく低下しております。地質でございますが、当区域は中央構造線の南側に

位置し、西南日本外帯域に入り、三波川変成岩類黒色片岩で剥離が多く、非常にもろい岩

室となっております。 

平成 16 年 9 月の台風 21 号で、隣りの旧宮川村でも大きな彼我が生じましたが、当地域

でも渓流荒廃や小規模な崩壊が林地に発生したほか、黄色の点線の囲みでございますが、

最上部のほうで大規模な山崩れが発生しまして、現在も拡大を続けております。これが山

崩れの状況です。土砂の流出が止まらない状況となっております。崩壊地からの土砂や荒

廃した渓流を保全するために、治山ダム湖を計画しております。これは施工後のイメージ

の写真でございます。崩壊地の上部から下流を見下ろした写真でございますが、崩壊地の

復旧とともに、治山ダム湖を計画的に施工し、下流の保全対象の保全、それから被害の軽

減を図ることとしています。 

今回の見直しのポイントでございますが、先ほど申し上げましたように、平成16年度に

大規模な山崩れが発生しました。また、県の予算が年々厳しくなっております。そんな中

で、崩壊地等の復旧に向け管理道の早期完成を図る必要がございます。このため、今回、

現地を再精査し、路線の線形、及び縦断勾配を見直すとともに、道路規格を変更しました。

ピンクの線が当初の計画路線、赤色の線が見直した線形です。見直しの結果、延長で 450

ｍ、事業費で１億 5,200 万円の縮減を図り、完成も２年ほど早まることとなりました。現

在の開設した状況でございます。保安林管理道平ノ木線は平成14年度から全体計画調査を

実施し、平成15年度から工事に着手しております。 

森林整備の状況でございますが、森林整備計画面積 68ｈａの内、これまでに水色の部分

24ｈａで間伐を実施しました。今後、 ピンクの残り44ｈａの間伐とともに、保安林管理道

の完成を待って、治山ダム湖や山腹崩壊の復旧を行いたいと思っております。これは森林

整備、旱魃を実施した状況でございます。 

次に、事業をめぐる社会経済状況等の変化についてご説明します。１つは先ほどご説明

しましたように、平成16年度に大きな災害が発生しました。次に、先ほど林道でも説明し

ましたが、地球温暖化防止対策を進める上で、森林の担う役割が重要視されるようになっ

ております。特に間伐の実施が課題でございまして、国では平成24年までの時限立法、森

林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法を今年の５月に制定しております。また、平

成19年に内閣府が行った森林と生活に関する調査では、森林に期待する働きについて、二

酸化炭素吸収による地球温暖化防止の働きと、山崩れや洪水などの災害を防止する働きが1

位２位を占め、森林に対する国民の期待に変化も見られます。また、中長期の目標や、森

林づくりの方針を示しました「三重の森林づくり基本計画」に沿いまして、平成１９年度

から県民しあわせプラン第二次戦略計画におきまして、治山事業も含め、年間8,000ｈａの

間伐を目標に今取り組んでいるところです。しかし、木材価格の低下などから、手入れの

不足した森林の増加が問題になっているところでございます。 

次に、費用対効果についてご説明します。治山事業で評価する便益は、事業区分別にこ
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れは表した表でございます。黄色の部分が今回の保安林管理道整備事業に該当する分でご

ざいます。各便益の評価に当たりましては、性格の異なる全ての事業について一律に便益

を当てはめることが適当でないということから、事業の内容や地域の実態に応じて、この

中から適宜選択して評価することとしています。また、保安林管理道整備事業の評価は管

理道の開設に要する経費の他に、管理道の整備によって実施が可能となる治山ダム湖など

のハード整備や、間伐などの森林整備に要する経費も含めて費用対効果分析を行うことと

なっております。 

次に、主な便益の評価手法について簡単にご説明させていただきます。治山事業の評価

期間は、事業期間に50年を加えた期間となっております。表の洪水防止便益、流域貯水便

益、水質浄化便益など、森林整備に伴う便益は、林道で評価した手法と同じ手法ですので、

説明は省略させていただきます。４つ目のまず土砂流出防止便益でございますが、森林整

備により減少する土砂流出量を砂防ダムで抑止する場合の建設コストで換算します。土砂

崩壊防止便益は、山腹崩壊が生じる場合、発生する土砂流出量を砂防ダムで抑止する場合

の建設コストで算出します。第６回の審査委員会の概要説明で詳しくとの意見をいただき

ました炭素固定便益でございますが、これは間伐などの森林整備とか、緑化工の実施によ

り、立木の成長などが促進されて増加する森林の蓄積量を二酸化炭素に換算し、石炭火力

発電所で使用されています科学的吸着法による回収コストで換算することになっておりま

す。山地災害防止便益は治山事業を実施しない場合に発生する山崩れや土石流等の災害に

より、被害を被る家屋や資材等の被害想定額として評価しております。 

費用対効果分析の結果についてご説明申し上げます。左側が当初平成15年、それから右

側が今回でございます。今回、便益は12億1,000万円、費用は６億3,000万円で、Ｂ／Ｃ

は1.93となっています。最も便益が大きいのは、土砂災害防止便益で９億3,000万円とな

っています。なお、炭素固定便益は652万円で、全体の0.5％程度です。事業開始時点と比

較しますと、費用対効果は 1.6 から 1.93 へ増加しています。この主な要因は平成 21 年度

以降の線形とか道路の規格の見直しによりまして、開設延長の短縮とか、開設コストの縮

減が図られることによるものでございます。 

次に、コスト縮減の取り組みでございますが、先ほど説明しましたように、路線の線形、

規格の見直しで単価を縮減しました。 

次にこれは計画位置の起点から終点までの主な林内の状況です。また、林道でもご説明

しました路肩の縮減によりまして、土工量法面工等の低減を図るとともに、安価な構造物

の補強土壁工などを採用して、現場発生土の有効利用を図っています。それから、ここも

間伐材の積極的な利用とか緑化工、また安全対策に取り組んでいます。 

当保安林管理道を早期に開設し、山腹崩壊や荒廃渓流の復旧工事への早期着手に対する

地域の期待は大きく、事業継続を望む要望書が地域住民から県に提出されています。また、

松阪市も事業継続を強く望んでおり、開設後の管理道の維持管理について積極的に協力す

ることになっています。以上のことから、保安林管理道平ノ木線は森林の保全、整備に不
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可欠であり、地元住民をはじめ、松阪市も早期の完成を強く望んでいます。このため、事

業を継続し、コスト縮減と環境への配慮に努めながら、早期完成を目指したいと考えてい

ますので、よろしくご審議をお願いします。 

以上です。 

 

（委員長） 

ただ今の事業、継続したいという評価結果をいただいております。それで、ただ今から

質疑応答に入るわけですけど、最初、私確認させていただきたいことがありまして、異例

ではございますけど、事務局にちょっと質問なんですけど、よろしいですか。 

三重県公共事業評価委員会委員各位という文書をいただいてますけど、そこにいつもの

とおり、持って来てくださいというマニュアルがずらっと並んでますよね。そこにこない

だ送っていただいた防災ダム事業、ほ場整備、砂防事業の一般的な事業概要というのがあ

って、それとは別に既に送付済みの道路事業、街路事業、治山事業を持って来てください

というのがありますけれど、さっき私、先走ったのか、保安林管理を使って先ほどの林道

の質問をしたんですけれども、あれは間違いなんでしょうか。というのは、林道は林道で

別に見るものがあるんですしょうか。 

 

（事務局） 

一応、事前に林道の概要資料をお送りしていますので、基本的にはそちらを見て頂きた

いということがあるんですが、本日の資料には林道の資料を付けておりません。ただ、お

持ちの資料にも、Ｂ／Ｃのご質問で使われた同じ３ページの表がございます。 

 

（委員長） 

あの表は同じですよね。分かりました。問題といえば、非常に話をお聞きしてて、私と

中で混乱してきたんですけれども、簡単に言うと、治山事業の中の保安林の管理道と、林

道が何が違わないのか、段々分からなくなってきて、それで保安林のほうの１ページに、

林道との違いというのがちゃんと書いてあるんで、これを見まして、ようやく分かりまし

たが、林道というのは木材を主とする林産物を搬出する。要するに産業として使う道であ

って、保安林管理道というのは保安林の適正な維持管理に使うということは分かりました。

実際のところ、この 2 つのものが全然別事業で出てくるのは分かるし、目的は違うんだけ

れど、最終的にどういうふうに使われることを目的としているかということは違うとして

も、事業としては同じような事業と言ってしますとあれなんですけれど、造る構造物とし

ては全然違うものではないわけですよね。同じようなものを造るけれども、目的が違うか

ら２つに分かれてるというふうに考えればよろしいわけですか。 

 

（森林保全室長） 



 70

そうです。基準は一緒のものを使っております。 

 

（委員長） 

分かりました。ありがとうございます。 

委員。 

 

（委員） 

私もそれで確認なんですけど、そすと、林道の場合は木材を運ぶ道なんですよね。だか

ら保安林の場合は民有林も保安林になりますよね。ここからが質問なんですけども、そう

すると、民有林の個人保有のものを税金を用いて保安するということでいいんですね。 

 

（森林保全室長） 

はい、そうです。 

 

（委員） 

そうすると、受益者負担はない。つまり民有林の所有者はフリーライダーというか、た

だ乗りができるということになるわけですか。 

 

（森林保全室長） 

そうです。ただ、制限がかかります。地目が森林から保安林という地目に変わりますの

で、木を伐るのも許可が要りますし、普通やったら届出といって、届出すので大体勝手に

は伐れるようなもんなんですけど、保安林になりますと許可制度になります。それから勝

手に開発とかそういうのができないという制限がかかりますので、国とか県で守っていく

というのが保安林という制度でございます。 

 

（委員） 

ということは、許可制にはなりますけども、民有林を県の税金を用いて守って、許可と

言っても、殆ど拒否することはない許可ですよね。実質申請制に近いものですか。データ

が分からないんですけども。そうすると、許可制だとしても実態はちょっと分かんないん

ですけども、実態が例えば100％許可制、申請したら許可してもらえるものでしたら、受益

者負担は発生してなかったら、これは法律上、止むを得ないのかもしれないですけど、と

いうことは、ただ乗りが理論的にあり得るということですね。 

 

（森林保全室長） 

ただ乗りという言葉がいいのかどうか、私には分かりませんけが、所有者負担無しで森

林整備をしていただけるということは、これは事実でございます。ただ、先ほど言いまし
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た勝手にやると、原型復旧命令とか色んなことがかかりますので、これは非常に厳しい制

度でございます。伐る面積の制限とか色んな制限かかってきます。 

 

（委員） 

すいません、ただ乗りというのは専門用語ですいませんでした。いつも公共財のただ乗

りという話をしているもんですから、すいません。 

 

（委員長） 

関連するとね、私の考え方としては、そこの保安林をしっかりと県がお金を払って守っ

て、その下の土砂災害や洪水を抑えてるという意味なんでしょう。 

 

（森林保全室長） 

そうです。それで保安林の指定目的とか、色んなのがあって、その目的を達成するため

に、言うたら全額公費で守るということになるわけです。 

 

（委員長） 

多分、委員と私は出所が違うんで、全然考え方が違うと思うんだけど、私はそれで納得

はしてるんですけれど。それだけの話です。 

 

（委員） 

 それで木は個人保有なんですよね。 

 

（委員長） 

そちらに視点を移すとおかしいなという気は分かるんだけど。そこは深く追求するのは

止めときます。 

他の方、どなたか。委員。 

 

（委員） 

今のことと関連するんですけど、 この保安林の便益のほうにも木材生産便益が入って

然るべきじゃないかなと思うんですよね。だって、これだって間伐しなくちゃいけないし、

ある時期来たら伐採しなくちゃいけないし、全くほったらかしにするわけにいかないわけ

ですよね。木材生産という意味もあるわけですよね。 

 

（森林保全室長） 

全然木材生産に使えないというのではないんですけど、工事をやる場合に費用対効果と

いうのは非常に大きい因子になってきます。１をベースにするわけなんですけど、そのと
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きに木材生産が主目的になると、費用対効果上がってくるわけですね。ですので、主目的

でもこれは評価をして、きちんと保安林の制度に合致したこれは事業ですよというために、

その木材生産とかは見ないというのが治山事業でございます。木材生産の便益を見ると、

上がるわけですよね、木材生産便益という分が上がってきますので、じゃなくって、本当

にこの治山事業という観点で、災害を防止するとかそういうような観点でこれを弾くとい

うことになっています。 

 

（委員） 

すいません、公共事業って直接的な効果もあれば、間接的な効果もあって、委員の言わ

れるように便益が増えることがなぜいけないのかが分かんないんですけども。便益が上が

れば、別にそれはそれでそれなりの公共事業の効果になるわけですから、更にもっといい

事業として評価できるわけなんです。それをわざわざ落とすようなことをなぜされるのか、

こんどは逆に分かんなくなるんです。 

 

（森林保全室長） 

ただ、我々も国で決められたのに則ってやっておって、国の方で治山事業はそれを評価

品というふうなのに決めておりますので、見ないということで行っております。 

 

（委員長） 

委員。 

 

（委員） 

そうすると、でも林業計画とか、そういうのはあるわけですよね。なんかその辺がよく。

そうすると、なんか道は造っても、何でも木が生えてればいいやという論法になっちゃう

んですよね。 

 

（森林保全室長） 

ただ、これも採択基準がございまして、保安林があって、荒れとって治さなければなら

ないところしか当然できないものですから、事業をやって荒れた山をきちんとして、下流

に土砂とかあんなんが流れやんようにするという目的でやりますんで、ただ、山があれば

できるちゅうもんではないでございます。 

 

（委員長） 

他のどなたか、何か。委員。 

 

（委員） 
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保安林指定は色々評価あれば、一市町村内何箇所でもいいわけですか。 

 

（森林保全室長） 

はい、制限はありません。 

 

（委員長） 

委員、お願いします。 

 

（委員） 

25 ページの当初と変更のルートですね、ピンクと赤がありますね。ピンクのところから

赤のほうにいったところ、南北方向で全然場所が変わったわけですね。すると、ピンクの

辺りのところの保安林の管理というのは問題ないわけなんですか。ルート変更して。 

 

（森林保全室長） 

はい、尾根を越える位置がちょっと上に上がったちゅうことで、そんなに影響はありま

せん。これの次のこのスライドをちょっと見ていただきたいんですけど。これが森林整備

をやる予定のとこです。ですので、ちょっと振っただけでは影響はありません。当然、山

の中やもんで、現地に横付けというわけにはいかんわけですね。あるところでは、ですの

で、歩いていく距離が若干変わりますけど、それほど影響はございません。 

 

（委員） 

林道の計画をするときに、何ルートか選定して、その中で一番最適なやつを絞られたと

思うんですよね。当初の計画のときに。そのときには、下の今の今回の変更案については、

全然対象に入ってなかったわけですか。 

 

（森林保全室長） 

そうです。最初は企画を途中で変更したというのも話しましたが、その最初の企画でい

くと、当然そこは勾配も幅員も取りにくいということで、検討案には入りませんでした。 

 

（委員） 

そうすると、今回の勾配の変更というのは急になったということなんですか。 

 

（森林保全室長） 

多少、急にできる規格に、地質が、というのは、地質のところでも若干話しましたが、

非常にもろいところで、思ったより経費が嵩んできたわけです。色々話を進める中で、木

材搬出をするんでもなくて、主に森林整備を進めるということでワンランク落としても、
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十分工事ができると判断しましたので、国のほうにも協議をかけまして、変更止むを得な

いやろというような話はいただきたいております。 

 

（委員） 

保安林も樹齢の間伐とか伐採の期間が来たら、やはり伐採するわけですか。将来的にも

保安林として残すわけなんですか。 

 

（森林保全室長） 

はい、保安林も色々あって、当然木は永遠には大きくならないですから、ある程度のと

ころで伐るわけですけど、保安林になると必ず植えやないかんというのが付いてきます。

２年以内の植栽義務というのが発生しまして、他のところではほったらかしにしとっても、

あんまり追及はされませんけど、保安林の場合はこれはきちんと追及されます。 

それから、木材搬出が目的と違いますので、ここは中型のトラックが入る程度でよいと

いうふうに、はい。 

 

（委員） 

ありがとうございました。 

 

（委員長） 

他の委員の方、何かございませんでしょうか。では、特に無いようですので、この事業

についての質疑応答を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

事務局、ここで５分ぐらい休憩入れてもよろしいでしょうか。では、５分だけ休憩入れ

てから河川整備計画のほうに移ります。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは２時40分ということで、よろしくお願いします。 

 

（休 憩） 

（公共事業運営室長） 

委員の皆さん戻られましたので、再開させていただきます。 

議事次第の４番目でございますが、河川整備計画の報告につきまして事務局のほうから

説明させていただきます。 

 

（４） 河川整備計画の報告 
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（事務局） 

それでは、お手元の赤いインデックスの資料４、審査対象事業一覧表１ページを再度ご

覧ください。この表の 21 番から 23 番、河川事業の二級河川員弁川、二級河川三渡川、二

級河川百々川でございますが、一番右の欄に河川整備計画の報告と記載してございます。

本年度、これらにつきましては再評価を行うということとして、本委員会にご審議をお願

いいたしておりましたが、これら３河川にかかる河川整備計画の国の認可が下りましたの

で、三重県公共事業再評価実施要綱第８条に基づき、河川整備計画の報告に代えさせてい

ただきます。 

報告につきましては、お手元の資料８、河川整備計画報告資料、青いインデックスが付

いた資料を用いて行います。番号順に続けて行いますので、委員の皆さまは資料をご覧い

ただきながらお聞きいただきたいと思います。 

なお、河川整備計画は、別の第三者委員会を経て策定された計画でございますので、本

委員会におきましては報告のみとさせていただき、ご審議を行っていただくものではござ

いませんので、ご了承いただきたいと思います。 

事務局からは以上でございます。 

 

（公共事業運営室長） 

委員長、ただいまの説明につきまして、新しい試みというか、今までちょっとやってませ

んので、ご質問等ございましたら、よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

委員の皆さん、何かご質問とかございませんでしょうか。 

 

（公共事業運営室長） 

質疑とかじゃなくて、ご質問等ございましたら、それは自由にお受けしたいと思います。 

 

（委員長） 

認可の下りた整備計画ですので、ここで審議して変わるものでもないというと、非常に

身も蓋も無い言い方になりますけど、それよりも委員の皆様、一般生活をやっておられる

中で、こういうこと聞きたいということがあれば、積極的に聞いてくださいということは

考えております。ただし、あまり長い時間をとっておりませんので、そんな長い質疑はで

きませんけれども、とりあえずそういうことがありましたら、また、お手を挙げていただ

ければと思います。 

ということで、河川整備計画の報告を始めてください。お願いいたします。 

 

（河川・砂防室長） 
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失礼いたします。河川・砂防室町の久世でございます。よろしくお願いします。 

今年度、河川整備計画を策定しました、今ご紹介にありました３河川につきまして、計

画の概要や策定までの経緯等を説明をさせていただきます。座って説明させていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。 

まず、先ほどもご説明ございましたけれども、本委員会への報告する理由でございます

けれども、本年度、二級河川の員弁川、それから二級河川の三渡川、それから百々川の河

川整備計画を策定いたしましたので、三重県公共事業再評価実施要綱第８条に基づき報告

をさせていただきます。この要綱につきましては、本年６月に一部改定をさせていただき

まして、画面にございますように、河川、ダム事業については、第２条の規定に拘らず、

河川法に基づき学識経験者等から構成される委員会等での審議を経て、河川整備計画の策

定変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置付けるものとすると。

また、この手続きが行われた場合には、その結果をこの委員会に報告するということでご

ざいますので、本日、ご説明をご説明させていただくところでございます。 

今、言葉出てできました河川整備基本方針、河川整備計画でございますけれども、平成

９年の河川法の改正によりまして、これまで治水、利水を中心に行ってきました河川整備

が、河川環境の整備保全が新たに加わって、総合的な河川計画制度となってございます。

その内の河川整備基本方針とは、長期的な視点に立った整備の基本的な方針を示すという

ことで、個別な内容ではなく、水系ごとの整備の考え方を示すことになります。 

一方、河川整備計画とは、今後 20 年から 30 年後の河川整備の目標を明確にして、具体

的な河川の整備内容を明らかにするということでございます。このようなことの従いまし

て、有識者の方々とか官憲住民の方々、関係市町長の意見等広く聞かせていただきながら、

県内河川の計画策定を順次進めておるところでございます。 

それでは、本年度策定をいたしました員弁川と三渡川、百々川の整備計画の概要を報告

させていただきます。申し訳ありません。画面でも表示はしておるんですが、お手元の資

料の中でＡ３の形で同じものを取りまとめておりますので、どちらかというと、そちらを

ご覧いただきながらお話をお聞きいただければと思っております。 

まず、員弁川の河川整備計画でございますけれども、まず、履歴の概要でございますけ

れども、員弁川につきましては、その源を鈴鹿山脈北部の御池岳に発しまして、山間部を

南東に下り、途中、多くの支川を合流させながら木曽川と並行させて伊勢湾に注ぐ、流域

面積が265ｋｍ２、幹線の流路延長が36ｋｍの、三重県の中の二級河川では一番大きな流域

面積を持つ河川でございます。その中ではいなべ市、桑名市、朝日町を流域の中に含んで

おります。資料の真ん中上のところでございます。 

河川環境と河川利用の現状でございますけれども、河川環境については、下流の干潮域

ではヨシ群落とかシオクグ群落が見られまして、広い水面や水深の浅いところでは、水鳥

の生息場所となってございます。それから中流にかけましては、澪筋の蛇行とか、砂礫の

川原、あと瀬淵等が見られますし、ツリヨシの河岸植生など、多様な環境が分布しており



 77

ます。 

同じところにあります河川利用でございます。小さな字で申し訳ないんですけれども、

やはり地元の小学校の総合学習の場であるとか、山間部におきましてはキャンプ場などの

自然を活かした施設が河川沿いに整備されておりまして、水遊び等に利用されております。

また、員弁川の水質につきましては、全区間がいわゆるＡ類型に指定されておりまして、

現状、その水質は基準を満足していると、きれいな水という形でございます。 

既往の浸水被害でございますが、右側中央に新聞が載っておりますけれども、古くは昭

和34年の伊勢湾台風ということで、大きな被害をもたらしております。また、近くはこの

新聞にもありますように、昭和49年7月洪水などで甚大な被害を発生させておるというと

ころでございます。 

真ん中下側、黄色のところでございますけれども、河川整備計画の整備目標ということ

で整備をさせていただいております。この整備計画の計画対象期間としては、概ね30年を

考えております。それから、洪水による災害の防止、または軽減に関する目標としまして

は、員弁川本川につきましては、先ほど申しました、新聞にも載っております昭和 49 年 7

月洪水と同程度の出水、これが大体30年に1回ぐらいの雨ということでございますけれど

も、これに対して被害を防ぐことを目標としております。 

それから、河川の適正な利用につきましては、今後とも関係機関と連携の下、適切な水

利用が図られるように勤めてまいりたいと考えております。また、流水の正常な機能を維

持するための必要な流量についても、今後とも河川流量の把握に努め検討を行っていきた

いと考えております。 

あと、河川環境の整備と保全に関しましては、やはり流域内河川の自然環境とか河川利

用の実態の把握にさらに努めまして、治水、利水との調和を図り、河川の縦断方向とか周

辺支流との連続性の確保に努めてまいりたいと思っております。 

具体の整備内容としましては、先ほどの平面図に戻りますけれども、河口から3.7ｋｍの

町屋頭首工、ちょうど近鉄橋梁が渡っておるところでございますが、そこから 11ｋｍ地点

の藤川合流点までのところについて、そういった町屋頭首工の可動堰への改築とか、河床

の掘削、護岸の整備、引堤等をしていきたいと思っておりますし、途中にあります桑部橋

という県道橋の改築を実施したいと考えております。それから、1つ飛んで上流区間になり

ますけれども、14.8ｋｍから 16ｋｍの地点付近につきましては、員弁川の第２頭首工とい

うのがございまして、そこのところの可動堰へ改築をしたいというふうに考えております。

そのようなことを大きな事項としては考えております。具体の整備イメージとしましては、

その右側に横断図でお示しをご説明させていただいておりますけれども、やはり砂の多い

河川でございますので、河床や中洲については、河積阻害などが地水上の安全性を損なう

恐れのある場合については掘削をします。また、川幅が不足する区間については、引堤に

より川幅を確保してまいります。ただ、これらの河川改修を行うに当たりましては、やは

り瀬や淵、河原の保全というのを復元していこうと。現状の澪筋を尊重した施工方法等を
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取っていきたいというふうに考えております。 

あと、右下でございますけれども、費用対効果分析を行っております。これにつきまし

ては数字で示されておりますように、総便益が1,238億円に対しまして、総費用が57億円

で便益比は21.7となっております。便益比が１を超えるということで、整備の実施は妥当

なものであるというふうに判断をしております。 

左の方になりますけれども、写真等で状況を入れさせていただきたいておりますけれど

も、こういった計画の策定に当たりましては、河川法に基づきまして、河川に関して学識

経験を有する方々の意見を聞くということで、流域委員会を３回開催しております。また、

関係住民の意見をお聞かせ願うということで、流域懇談会も組織して、これを２回開催し

ております。こういったものを踏まえまして、国土交通大臣に協議をいたしまして、ここ

の左の矢印のところにありますように、河川整備基本方針については本年８月15日、また、

この河川整備計画については12月５日に同意を得たというところでございます。 

 

続きまして、三渡川と百々川の整備計画について引き続きご説明をさせていただきたい

と思います。やはり左上のところに位置図なり地図が貼り付けてございますけれども、三

渡川につきましては、その源を松阪市の小阿坂町の鉢ヶ峰というところに発しまして、松

阪市西部を逗留しながら、岩内川とか堀坂川、百々川の支川を合流して伊勢湾に注ぐ、流

路延長が 21ｋｍ、流域面積が 54ｋｍ２ということで、先ほどの員弁川と比べますと、相当

小ぶりな二級河川でございます。一応流域としましては、松阪市 1 つという格好になって

ございます。 

真ん中のところへまいりまして、河川環境と河川利用の現状でございますけれども、河

川水の利用に関しましては、水系全体で許可の水利が６件、慣行水利が13件というところ

でございます。また、河川空間の利用につきましては、近隣の方の散歩やジョギング、ま

た、河口部の干潟での潮干狩り、魚釣りなど、住民の方々の身近な空間として利用されて

おります。 

また、この河川の水質でございますけれども、特に類型指定はされておらないんですけ

れども、環境基準のＡ類型相当ということで、良好な水質になってございます。 

河川の環境の状況としましては、やはり河岸にマダケ林やメダケ群落が点在をしており

ます。また、河道内にヨシ原とかございますし、下流部につきましては、干潮時に広大な

干潟が出ておりまして、鳥類や魚類、トンボ類の生息成育の場になっております。 

次に、既往の浸水被害でございますが、この左下にも上げております、平成５年とか平

成 12 年の東海豪雨のときにも、罹水をしておりますけれど、一番記憶に新しいのが 16 年

９月の台風21号ということで、このときも相当な被害を出しておる状況にございます。 

具体の河川整備計画の整備目標でございますけれども、これについては真ん中変に記述

をさせていただきたいております。これも計画期間としましては概ね30年を考えておりま

す。また、洪水高潮等による災害の防止、または軽減に関する目標としましては、三渡川
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の本瀬につきましては、下流区間については概ね10年に1回、上流部の農地部については、

５年に 1 回発生すると想定される豪雨について被害を防ぐことを目標としております。因

みに三渡川本川の十年に１回の雨というのは、先般の16年９月の雨ぐらいに相当するとい

うふうに解釈しております。それから、百々川につきましては、10 年に１回というような

程度の豪雨に対して被害を防ぐことを目標としております。 

次に、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、やはり

流水の正常な機能を維持するための必要な流量は、今後、流量の把握をしながら取水の実

態とか、動植物の状況等を見ながら設定に努めていきたいというふうに考えております。 

それから、河川環境の整備と保全に関しましては、流域内河川の自然環境及び河川利用

の実態把握を更に進め、治水、利水との調和を図りながら、河川が本来有する動植物の生

育、生息、また繁殖環境の保全と整備に努めていきたいというふうに考えております。 

整備内容につきましては、左上の図にもございますけれども、三渡川本川につきまして

は、河口部は非常に広い状況にございますけれども、急に狭くなっております、そういっ

た箇所、河口から 1.6ｋｍから 3.2ｋｍ地点までの 1.6ｋｍ区間について、河床の掘削であ

りますとか、築堤、河道の拡幅、また横断しております市道三渡橋の改築などを考えてお

ります。また、百々川につきましては、河口から1ｋｍの区間ですね、ここにおきまして河

道拡幅とか、県道松ヶ崎橋の改築、また、河口部にあります百々川水門の改築などを考え

ております。整備のイメージとしましては、一番最下段にございますように、横断図的に

は考えております。三渡川につきましては、河床掘削を行う場合についても、できる限り

ヨシ原の保全に努め、地水上、止む無く掘削が必要な場合のみ掘削をしていこうと。また、

そういったところの掘ったところは、平坦になりがちですけれども、そういったことは避

けて、自然な形状の河床となるように配慮していこうと考えております。それから、百々

川については、引堤によって相当川幅が大きく変わりますけれども、低水路につきまして

は、平坦な河床とならないよう配慮していきたいと考えております。それから、やはり河

口部に大きな干潟が広がっておりますので、あまり掘り下げないということで、干潟の高

さ程度の掘削に河床は止めたいというふうに考えております。 

あと、右側下から２番目ぐらいにございます。費用効果分析ですけれども、三渡川につ

きましては、便益699億円に対して、13億5,000万円ということで便益比は51.9、百々川

につきましては、148億円に対して26億5,000万円で費用便益は5.6となっております。

共に費用便益は１を上回っておりますので、整備の実施は妥当であるというふうに解釈を

しております。 

以上のご説明住みました河川整備計画の策定にあたりましては、員弁川のところでもご

説明申し上げましたけれども、河川に関する学識経験を有する方々の意見を聞くために、

流域委員会を３回、また、関係住民の意見を反映させるための流域懇談会を２回開催して

おります。これらを経た後、河川法に基づきまして国土交通大臣に協議し、基本方針につ

いては８月14日、整備計画については12月９日に同意を得ております。 
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以上、早口でございましたけれども、員弁川と三渡川、百々川の河川整備計画の概要に

ついてご説明をさせていただき、報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。ただ今、ご報告いただきました河川整備計画につきま

しては、審議内容ではございませんが、本日、今お聞きした内容で特にお分かりいただけ

なかったこと、それから、それ以外でも何か疑問点などありましたら、ご発言いただきた

いと思いますが、どなたか何かご発言ございますでしょうか。 

特に無いようでしたら、この事業につきましてはご報告いただいたということで、ここ

の項目を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

それでは、このあたりで一旦審議を終えまして、休憩を挟みまして、今まで午前中から

かけて行ってきました６件の審議につきまして、委員会の意見をまとめるということをし

たいと思いますけれども、委員の皆さん、それでよろしいでしょうか。 

（委員のうなづきあり。） 

それでは、一旦休憩といたします。再開は目標大体 1 時間後といたします。事務局よろ

しくお願いいたします。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは再開を一応1時間後の16時ということにさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

（休 憩） 

（公共事業運営室長） 

それでは、再開いたしますので、委員長から意見書のほうお願いいたします。 

 

（委員長） 

それでは、まとめた意見書の案を読ませていただきます。 

  

意   見   書 

 

                                           三重県公共事業評価審査委員会 

 

１ 経  過 

 



 81

 平成２０年７月２３日に開催した平成２０年度第１回三重県公共事業評価審査委員会に

おいて、県より森林整備事業１箇所、道路事業３箇所、街路事業１箇所の再評価の審査依

頼を受けた。また同年１１月６日に開催した平成２０年度第５回三重県公共事業評価審査

委員会において、県より治山事業１箇所の再評価の審査依頼を受けた。 

これらの事業に関して、同年１２月２５日に開催した第７回委員会において、県の担当

職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基づき審査を行った。 

 

２  意  見 

 

  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり

まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 

（１）森林整備事業［県事業］ 

 

２番 県営林道 野又越線 

 

２番については、平成４年度に事業着手し平成１０年度と平成１５年度に再評価を行い

その後おおむね５年を経過して３回目の再評価を行った継続中の事業である。 

 

今回、審査を行った結果、２番について、事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

 

（２）道路事業［県事業］ 

 

７番 一般県道四日市鈴鹿線（鈴鹿橋・高岡跨線橋） 

８番 一般国道１６３号 長野峠バイパス  

９番 一般国道１６６号 田引バイパス 

 

７番、８番については、平成１１年度に事業着手しその後おおむね１０年を経過して再

評価を行った継続中の事業である。 

９番については、平成６年度に事業着手し平成１５年度に再評価を行いその後おおむね

５年を経過して２回目の再評価を行った継続中の事業である。 

今回、審査を行った結果、７番、８番、９番について、事業継続の妥当性が認められた

ことから事業継続を了承する。ただし、次の点について、意見を付するものである。 

一、今後、道路事業の便益計算にあたっては、該当地域の人口や年齢構成など、将来予測

や地域住民の実情を踏まえて行うよう求めるものである。 
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一、道路規格の設定にあたっては、明確かつ客観的な判断基準に基づき、地域の実情を踏

まえて行うよう求めるものである。特に、交通弱者に配慮した整備を進められたい。 

 

（３）街路事業［県事業］ 

 

２７番 秋葉山高向線外１線 

 

２７番については、平成６年度に事業着手し平成１５年度に再評価を行いその後おおむね

５年を経過して２回目の再評価を行った継続中の事業である。 

今回、審査を行った結果、２７番について、事業継続の妥当性が認められたことから事

業継続を了承する。ただし、事業効果の早期発現のため、関連する事業との連携を密に事

業推進に努められたい。 

 

（４）治山事業［県事業］ 

 

３０番 保安林管理道 平ノ木線 

 

３０番については、平成１５年度に事業着手しその後おおむね５年を経過して再評価を

行った継続中の事業である。 

今回、審査を行った結果、３０番について、事業継続の妥当性が認められたことから事

業継続を了承する。 

 

（５）総括意見 

一、今後、費用便益分析においては、マニュアルにとらわれず、三重県の実情にあった便

益算定を行われたい。 

 

以上ですが、委員の皆さん、これでよろしいでしょうか。 

（委員のうなずき有り。） 

では、これを意見書として提出させていただきます。 

 

（５） 事後評価対象事項の事業概要説明 

 

（委員長） 

 続きまして、続きまして、議事次第５番目の事後評価対象事業の事業概要説明ですが、

事務局から説明お願いします。 
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（公共事業運営室長） 

それでは、事業概要説明について、事務局より説明させていただきます。 

 

（事務局） 

 それでは説明いたします。 

お手元の赤いインデックス、資料９でございます、その中の青いインデックスが付いた

資料を用いまして、次回審議を行っていただく事業について、その事業概要を説明させて

いただきますので、委員の皆様におかれましては、次回の審議の際に説明して欲しい点な

ど、次回の説明に繋がるご意見をお願いしたいと思います。 

なお、本日は、すべて事後評価対象事業であり、防災ダム事業１件、湛水防除事業１件、

ほ場整備事業１件、道路事業１件、港湾事業１件、砂防事業１件の、合計６件の概要説明

を行います。 

また、説明は番号順に行いますので、質疑応答は、各事業の説明を行いました後にお願

いしたいと思います。以上でございます。 

 

（公共事業運営室長） 

委員長、ただ今の事務局の説明につきまして何かご質問等、ございましたら。 

 

（委員長） 

委員の方々、何かご質問はございませんか。 

特に無いようですので、事務局次へ進めてください。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは、今日６件ございますが、1件ごとに質疑応答を入れていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、事業概要のほう、よろしくお願いします。 

 

（農業基盤室長） 

農水商工部、農業基盤室の岩﨑でございます。 

公共事業事後評価実施要綱に基づきまして、事業完了後概ね５年を経過した事業から、

本年度、当室では 501 番の防災ダム事業（大沢池地区）、502 番の湛水防除事業（伊曽島北

部地区）、503 番ほ場整備事業（機殿地区）の３事業の事後評価を行いましたので、１月８

日の第８回委員会での審議をよろしくお願い申し上げます。本日はこれら３事業の事前概

要説明を行いますので、よろしくお願いします。座らせていただきます。 

501番防災ダム事業（大沢池地区）です。この事業は９月でしたか、第３回委員会で再評

価をご審議いただきました防災ダム事業（安部七郷池）とは、事業名は同じでございます
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が、事業趣旨が若干異なりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

事業の着手理由でございますが、まず、プロジェクターの位置図をご覧ください。お手

元の図面と内容は同じでございます。本地区は津市の北部、県の総合文化センターの北側

にございまして、国道23号のバイパスが、それから県道津関線バイパスなどが近年整備さ

れまして、都市化の傾向が少しずつ押し寄せつつある地域です。 

次は計画一般平面図です。今回の事業で改修したため池は２ヶ所あります。1つは大沢池、

あの大きいほうです。もう 1 つは嘉間池です。これら 2 つの農業用ため池は、志登茂川水

系の毛無川の上流、約 58ｈａの水田と畑に用水を灌漑しています。図面では濃い赤い部分

でございます。毛無川、大雨時の流入量に対して、流下能力が不足しておる箇所が数多く

ございます。ちょうど一身田の町の中を流れておりますもので、非常に狭くなっておりま

す。特に図面では赤い○印、ＪＲの下でございます。この部分が一番危険な断面のところ

でございます。これがその部分を下流から見た写真です。上流から見ると、あの上がＪＲ

の線路になっているところでございます。この部分がネックとなりまして、度々冠水して

湛水被害を地域の農地、農業用施設ばかりではありません。一般の公共施設にも及ぼして

おりました。このため、本事業において毛無川の断面を検討した上で、その上流にありま

す２箇所のため池を改修して大きくしまして、洪水の調整容量を確保することによって、

下流部の236ｈａ、これは薄い赤と濃い赤、両方やと思いますが、の冠水被害を防止するこ

とを目的として事業を実施しました。その仕組みにつきましては、次回に詳細なご説明を

申し上げたいと思います。大沢池が約13万ｔから33万ｔ、約20万ｔです。嘉間池が小さ

いほうですが、４万ｔから約 10 万ｔ、約６万ｔ大きくしまして、合わせて約 26 万ｔの洪

水の調節容量を増加しました。 

次に、全体計画でございますが、概要説明の資料のとおりでございます。事業期間は昭

和63年から平成11年度まで。事業費が14億8,000万円余、負担率は国が55％、県30、

市15％でございます。これに対して事業は完成が３年遅れ、平成14年度になりました。事

業費は4,500万円増加し、15億2,700万円での完了となりました。事業量は計画通りの実

施で、堤体工、余水吐工、取水施設工と合わせて実施いたしました。 

周辺の主要な施設といたしましては、皆さんご存知と思いますが、三重県の人権センタ

ー、それから身体障がい者の身障センターまた看護大学、また、ライフラインといたしま

しては、中勢バイパス、主要地方道津関線、ＪＲ紀勢本線、伊勢鉄道等がございます。周

辺で現在継続中の公共事業はございません。周辺の環境ですが、周辺の丘陵地はたくさん、

最近特に目立ってきましたが、新興住宅地が開発されていましたが、受益地内の農地は水

田を中心に、比較的よく保全され、農業が継続されています。動植物など生物につきまし

ては、採択年度が昭和63年と古いため、当時はこのような生態調査はやっておりませんで

した。しかし、今年、大沢池のこの下流の地域で実施した田圃の生き物調査というものを

実施しまして、モツゴとかヨシノボリなどの魚類とか、ヌマガエル、アマガエルなどのア

マガエル類が確認されておりまして、都市化が進んでいる中で、比較的農村的環境を残し
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ていると考えております。その調査では、レッドデータブック等にありますような希少な

動植物は発見されませんでした。 

以上で大沢池地区の概要説明を終わります。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。ただ今、ご説明いただきました事業について、委員の

皆さん、次回の審議に向けて何かご意見。 

委員。 

  

（委員） 

今、ご説明いただいた中の周辺で継続中の公共事業について、継続中の公共事業は特に

ありませんということだったんですが、今年度、審査させていただいた番号、インデック

スの４の13番、二級河川志登茂川の河川改修事業というのは志登茂川ですよね。ここから

志登茂川に流れていくわけですので、関連事業になるんじゃないですかね。 

 

（農業基盤室長） 

そうですね、広く捉えればそうなると思いますが、この事業は大沢池から一身田の地区

の中の毛無川を通りまして、ずっと下流部、右下のほうのところで志登茂川に合流すると

いうことで、直接志登茂川の流量には影響しないと。受益はあくまでもこの毛無川の一身

田地区ということで、委員おっしゃられるように広く捉えれば、そういう考え方もできま

すが、直接の受益という考え方からしますと、無いというふうにご説明申し上げた次第で

す。広い目で捉えれば、関連事業と言えると私も思います。 

 

（委員長） 

他に特にご要望とかございませんでしょうか。 

では、次502番お願いいたします。 

 

（農業基盤室長） 

それでは、次に 502 番湛水防除事業（伊曽島地区）をご説明させていただきます。前に

あります計画一般平面図をご覧ください。この地区は三重県のずっと北のほう、木曽川と

長良川に挟まれた桑名市長島町でございます。これは典型的な輪中地帯でございまして、

一帯の標高がマイナス２ｍからマイナス0.5ｍという海抜０ｍ以下地帯です。旧長島町なん

ですけれども、周囲は堤防に囲まれまして、地域内の排水は全てポンプ排水、機械排水で

常時強制的に排水を行っております。しかし、地下水の汲み上げ等により地盤沈下は今で

も若干でございますが、進行しておりまして、昭和36年以降の沈下量は１ｍ50ｃｍに及ぶ

ポイントもございます。また、この流域の開発によりまして、宅地から娯楽施設等を中心
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としました開発によりまして、降雨時の流出量の増加、加えて古くから排水機はあるわけ

なんですが、その古い排水機の老朽化などによりまして、雨の排水量に対する能力の低下

を来たしておりました。 

続きまして、詳細の部分をアップしましたところです。排水能力を強化するため、葭ヶ

須排水機場、この排水機場、それから大島排水機場、上のほうですが、２箇所の排水ポン

プを新設しまして、もう限界にきておりました旧の排水機は全部撤去しました。また、前々

からはポンプ場の両方の前にあります船溜まり、一般の船が停まっているんですけども、

その船溜まりに古いポンプ場の排水をしていたわけなんですが、地盤沈下の結果、長良川

の水位が相対的に上昇しまして、長良川の水位が高いときには、大島水門も一番下にあり

ますが、この水門を閉鎖することが度々生じてまいりました。こうなりますと、いくらポ

ンプを回しても、どんどん船溜まりの水位が増えてくだけで、排水がまた逆流してくると

いうことになりましたため、直接長良川へこのポンプの水を排水できるよう、あの区間で

ございますが、樋管、ボックスカルバートなんですけども、これを新設しました。また、

附帯しまして、この葭ヶ須排水機場の排水路も整備しました。これによりまして、全体で

531ｈａの湛水被害を軽減します。さらに長島町全体には他にも、長島町は本当は一つの大

きな輪中なんですけど、更に小さな輪中がその中にあります。その小さな輪中ごとに６排

水機場が設置されておりまして、それぞれの機場を地元の管理人が別々に管理しておりま

したが、それらを集中的に管理する集中管理システムを構築しまして、降雨時にも内水位、

それから川の外水位、それからポンプの運転状況とか故障状況を瞬時に役場で一元的に管

理できるようにいたしました。 

全体計画でございます。説明資料のとおりでございますが、事業期間は平成２年から 14

年、事業費が33億8,500万円、負担率は国が55％、県30％、市が15％です。これに対し

まして、事業費は約１億2,000万円減少し、32億6,600万円での完了となりました。事業

量は計画通りの内容でございまして、葭ヶ須と大島の排水機場、樋管工でございます。ま

た、集中管理システムも一式実施いたしました。 

周辺の主な施設と申しますと、桑名市の長島町総合支所、それから長島中学校、中部小

学校、中部保育園、中部第二保育園、長島中央病院、ライフラインとしましては国道1号、

主要地方道の水郷公園線、国道 23 号、近鉄の名古屋本線、ＪＲ関西本線等がございます。

近くには民間施設ではございますが、最近、皆さんご存知のなばなの里というような施設

もございます。 

周辺で継続中の公共事業は、湛水防除事業、同じ事業名なんですけど長島北部地区がも

う少し北のほうでやっております。また、同地域内では地域用水環境整備事業長島中部地

区といたしましてメインの排水路を、もう少し景観とか生態系にやさしく改良していると

ころでございます。 

周辺の環境ですが、名古屋への通勤圏内として住宅等は非常に増加しておりますが、農

業的にも大消費地名古屋が近いため、促成栽培のトマトなどの生産が盛んです。希少な動
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植物に関しましては、調査は行っておりませんが、この輪中内には里山も全然ありません

し、水室につきましても特に清流ではない、逆に汚れておるということでございまして、

希少な動植物の情報は現在届いておりません。 

以上で伊曽島北部地区の概要説明を終らせていただきます。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。ただ今の 502 番について何かご質問ございませんでし

ょうか。ご質問というかご要望とはございませんか。 

分かりました。じゃ、どうもありがとうございました。では次、503番お願いいたします。 

 

（農業基盤室長） 

それでは、次に 503 番ほ場整備事業（機殿地区）でございます。事業の目的でございま

すが、もう前回、それから去年からご説明させていただいておりますように、ほ場整備事

業といいますのは、農業の機械化とか営農技術の発展などに対応して、農地の区画を大き

くまとめ、また、農道や用水路、排水路などを整備することによって、生産性の向上、農

業経営の合理化と農業の担い手の育成を図ることを目的とするものでございます。 

当地区は松阪の近くにございまして、国道23号と近鉄大阪線の間にちょうど挟まれたと

ころに位置しまして、左右には櫛田川と祓川に挟まれた肥沃な生産地でございまして、松

阪市の主要な穀倉地帯でございます。しかし、従前の農地の格は狭小不整形、道路は狭く、

蛇行している。用水路や排水路は水捌けの悪い土水路、土の水路でございましたので、大

型機械の導入とかは元より、転作もできない。営農に多大な労力を要していました。この

ため、農地の区画を大きくし、道路、排水路を整備し、用水につきましてはパイプライン

化等を行うほ場整備事業を計画しまして、平成２年度に着手いたしました。 

全体計画の実績でございますが、事業期間は平成２年度から 14 年度までの 13 年間、事

業費は 26 億 7,000 万円余でございます。負担率は国 50％、県 27.5％、市及び受益者負担

が22.5％でございまして、この内、市が7.5％、受益者の方が15％を負担されております。 

事業量は整地工が 160ｈａ、道路が約 17ｋｍ、用水路も約 26ｋｍ、排水路も約 17ｋｍ、

それから近代化施設用地整備１箇所、約１ｈａでございます。それから、農業用ではござ

いませんが農業集落道2.2ｋｍでございます。 

周辺の状況でございますが、松阪農業協同組合ＪＡ松阪が平成７年度に建設しました多

目的育苗センターというものがございます。この施設は私ども事業で整備しました近代化

施設用地に建設されまして、この私どもの地区内及び周辺の地区に稲の苗とか、ブロッコ

リーなどの野菜苗を出荷させていただいております。 

周辺で継続中の公共事業につきましては、現在ございません。周辺の環境は、これも先

ほどの大沢池地区と同じでございますが、今年の夏に田んぼ周辺の生き物調査を行いまし

て、その結果、地区内の水路でドジョウ、メダカ、タモロコ、タナゴ、トノサマガエルな
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どを見つけることができました。 

以上、簡単でございますが、ほ場整備事業機殿地区の概要説明を終わります。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。委員の皆さん、何かご質問、ご要望はございませんで

しょうか。 

委員。 

 

（委員） 

負担率が市は出してないという事業なんですね。市は出てる。その他のところに受益者

ておっしゃった。この26億7,000万円の負担が国が50％で、県が27.5％、その他22.5％

というのが市ですか。 

 

（農業基盤室長） 

説明します。その他 22.5％の内、松阪市が 7.5％を負担してございます。残りが地元農

家の受益者農家の方で、15％になります。 

 

（委員長） 

 委員、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

よく分かりました。 

 

（委員長） 

では、他にないようですので、どうもありがとうございました。 

では、次、506番をお願いいたします。 

 

（公共事業運営室長） 

少しお待ちください。 

 

（道路整備室長） 

道路整備室の野田でございます。座って説明させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

それでは、道路事業506番国道260号宿浦バイパス道路事業につきまして、平成14年度

に完成し、供用開始してから５年経過ということから、事後の評価をお願いをいたすもの

でございます。それでは、お手元の概要説明資料を見て、ご説明をさせていただきます。
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一般国道 260 号でございますけども、三重県志摩市阿児町の国道 167 号を起点といたしま

して、熊野灘沿いを南下いたしまして、北牟婁郡紀北町に至ります延長111ｋｍの道路でご

ざいます。生活・産業・交流・安全安心に欠かせない重要な路線でございます。この赤い

実線が国道 260 号でございます。右のほうが志摩方面、左のほうが紀北町方面となってご

ざいます。この地域には鉄道はございません。移動手段につきましては全て自動車に頼っ

ている状況でございます。国道 260 号の内、宿浦バイパス工区であります南伊勢町宿浦か

ら、志摩市浜島町南張を結ぶ区間につきましては、旧南勢町内の宿田曽漁港を有する宿浦、

田曽浦から役場所在地であります五ヶ所浦を結ぶ重要な区間の路線となってございます。

写真①が今回起点となってございます宿田曽漁港の航空写真でございます。この写真の左

側ぐらいから今回の宿浦バイパスの工区が始まってございます。 

しかしながら、リアス式海岸特有の地形状況のため、幅員が狭く、急カーブ、急勾配が

連続しておりまして、安全で円滑な通行が確保されておりませんでした。写真②でござい

ますけども、整備前の国道 260 号でございます。現道の状況を写した写真でございます。

また、本線は救護活動の交通を分担いたしまして、防災拠点間を連絡する緊急輸送道路の

指定を受けておりますが、異常気象時、事前通行規制区間となってございまして、円滑な

交通の障がいとなってございました。当事業区間は未整備であります南伊勢町宿浦から、

南伊勢長音神津佐区間の内、南伊勢町宿浦から志摩市浜島町南張の区間、4.9ｋｍの区間を

バイパスによりまして道路の改築事業に着手したところでございます。宿浦バイパスの延

長は2,340ｍでありまして、主要な構造物、そこの中にはトンネルが３箇所ございます。幅

員の構成でございますけども、３ｍの車道が２車線、それと２ｍの歩道でございますが、

これが片側にございます。それで全幅が 10ｍとなってございます。③番目の写真でござい

ますけども、これがバイパスの供用後の利用状況の写真でございます。その横、④番の写

真でございますが、先ほどもご説明させていただきました主要構造物、トンネル３本とい

うことでご説明させていただきましたが、その内のトンネル、宿浦の第３トンネルという

ことで、五ケ所側に近い、五ケ所側にあるトンネルでございます。 

事業期間でございますけども、平成元年に着手いたしまして、平成14年に完成いたしま

した。工事期間14年間かかってございます。全体事業につきましては、47億4,400万円を

要しております。この内、用地の補償費につきましては、約４億 300 万円となってござい

ます。 

宿浦バイパスの事業目的でございますけれども、整備によりまして、狭歪で屈曲しまし

た道路状況を解消し、安全で円滑な通行の確保、交通所要時間の短縮、緊急輸送道路とし

ての機能の確保を目的としていました。この整備に伴いまして、地域間の輸送時間の短縮、

コスト縮減を通じた産業立地条件の改善、地場産業の市場の拡大などの地域間の交流と、

地域の活性化が期待されているところでございます。 

また、完成後に県民の意見を聞くということで、アンケート実施をいたしまして、沿道

地区住民の方々、ならびに道路を利用していただいてる皆様方の安全度を知るために、ア
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ンケート調査を実施いたしました。 

事業箇所の周辺の状況でございますが、周辺の施設といたしましては、今も写真の①で

ご覧いただきました宿田曽の漁港がございます。それと、周辺で継続中の公共事業でござ

いますけども、同じく一般国道 260 号の木谷拡幅の 1 期がございます。周辺の環境につい

ては特にございません。 

以上、今回三重県公共事業事後評価実施要領第３条に基づきまして審査をお願いするも

のでございます。国道 260 号宿浦バイパス道路事業については以上でございます。よろし

くお願いをいたします。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。道路事業506番に関しまして、委員の方々からご要望、

ご意見等ございましたら、委員お願いします。 

 

（委員） 

アンケートを求められたそうなんですが、それの中身が知りたいです。どんな中身やっ

たのか。それから、それの結果はどうやったのかを聞かせてください。 

 

（道路整備室長） 

次回にその辺のアンケート、どのとこにお願いしたか。また、どういう結果だったのか

というの、またご説明、はい、分かりました。配らさせていただいたアンケートの用紙と

いうことでよろしいですか。 

 

（委員長） 

では、次回によろしくお願いいたします。 

 

（農業基盤室長） 

はい、分かりました。 

 

（委員長） 

他に、委員お願いします。 

 

（委員） 

緊急輸送道路としてということは、病院とかそういったところに行くためのものになる

ということですよね。そうすると、恐らくここからだと志摩病院なんでしょうかね。志摩

病院か、できたら次回までに、例えば志摩病院なら、どれぐらい短くなるのか。比較です

ね。どれぐらい短縮できるのか。あと、交通所要時間の短縮て書いてありますけれども、
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これらもどこからどこに対しての短縮、例えばどういったところ、必要なところ、行かな

くちゃいけないところの、誰がどこに行くための短縮になるのかというような何か例をい

くつかいただけたらいいかなと思いました。 

 

（道路整備室長） 

それにつきましても、次回にご説明させていただきます。 

 

（委員長） 

委員。 

 

（委員） 

確か宿田曽漁港が緊急輸送拠点になってませんでしたか。関連する事業として、宿田曽

の漁港整備というのはあったと思います。宿田曽か阿曽浦か、地震対策の港ということじ

ゃなかったでしたか。 

 

（道路整備室長） 

周辺の施設ということで、宿田曽の漁港を上げさせていただいてございます。継続中の

事業、宿田曽の今、事業をやっておる、すいません、ちょっと。当日までにはその辺の今

現在の漁港の整備状況のほうも確認をさせていただきたいと思います。物資とか色々ござ

います。物資の輸送路というのもございますので。 

 

（委員） 

気になったのは、やっぱり海沿いの道なので、そういう、じゃ、災害があったときとい

うのは、ここら辺はどういう津波の状況なんかも多分出てるとは思うんですけど、そうい

うのもちょっと情報として、本当に災害があったときに活用できる道なのか。この漁港も

活用できるのかというようなところを、具体的に資料として付けていただければと思いま

す。 

 

（道路整備室長） 

拠点としましては、ここは旧の南勢町の役場が防災拠点となってございまして、その辺

へのアクセスという意味もございます。 

 

（委員長） 

その辺の他事業の状況等を含めて、次回、詳細によろしくお願いいたします。 

 

（道路整備室長） 
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はい、そのようにご説明をご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

（委員長） 

それでは、他に無ければ、どうもありがとうございました。他に無いようですので、次、

509番をお願いいたします。 

 

（港湾海岸室長） 

港湾海岸室の世古口です。よろしくお願いをいたします。 

509の２番的矢港（渡鹿野地区）港湾改修事業の事業評価でございますけども、志摩建設

事務所の小西室長のほうから概要説明させていただきます。 

 

（志摩建設事務所 事業推進室長） 

志摩建設事務所事業推進室、室長の小西と申します。よろしくお願いします。 

的矢港（渡鹿野地区）港湾改修事業に事業概要について事前説明をさせていただきます。

的矢港は志摩半島のやや南側、鳥羽市と志摩市の間に位置しております。的矢湾内に位置

する渡鹿野島は周囲約７ｋｍ、面積で約0.7ｋｍ２、人口310人の小さな島です。古くから

荒天時の避難場所、風待ちの港として使われてきました。島の主な産業は観光業です。今

回の港湾施設を利用して、島民の方の及び観光客が対岸へ船で行き来しているというよう

な交通の要所になっております。この渡鹿野島の玄関口となっている港湾施設を渡鹿野地

区と呼んでおります。渡鹿野地区には渡鹿野島と対岸を結ぶ通常の渡し舟や、宿泊施設の

専用の渡し舟、そして観光用の釣船等が収容されております。 

事業目的としましては、渡鹿野島地区の過密となっていた船溜まりスペースについて、

港湾機能の拡充を図るとともに、施設の老朽化に対応するため、平成３年度から整備を開

始し、平成15年度の完成しております。事業全体といたしましては、21億9,400万円とな

っております。当事業は離島新工法の対象となっている事業で、国の補助率が通常４割の

ところ、６割から８割となっております。 

事業内容は防波堤につきましては、防波堤東側が 150ｍ、防波堤南側が 28ｍ、合わせて

178ｍ、護岸につきましては、北側護岸 15ｍ、南側護岸 115ｍを合わせて 130ｍ、物揚げ場

につきましては、北側から96ｍ、94ｍ、140ｍ、合わせて330ｍ、桟橋につきましては１基、

これらを整備しております。 

以上で概要の説明を終らせていただきます。次回の審議のほど、よろしくお願いをいた

します。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。ただ今の件につきまして、どなた会員の方、要望等ご
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ざいませんでしょうか。特にございませんか。 

はい、では、どうもありがとうございました。それでは最後ですけれども、510番の説明

をお願いいたします。 

 

（松阪建設事務所 事業推進室長） 

松阪建設事務所事業推進室長の細野といいます。よろしくお願いします。 

続きまして、ご審議いただく、最後になりましたけども、砂防事業 510 番三峰川の概要

説明をさせていただきます。よろしくお願いします。三峰川は現在の松阪市飯高町大字富

永にありまして、中央構造線に沿って流下する櫛田川の北側に位置しております。三峰川

は奈良県との県境をなす三峰山に源を発する流域面積3.53ｋｍ２の渓流です。三峰山山頂付

近に広がるススキの生い茂る高原地帯は八丁平と言われまして、室生赤目青山国定公園の

特別地域に指定されておりまして、対象渓流の保全対象である福本集落、このダムの下流

に位置するんですけども、福本集落から谷筋に沿って三峰山の登山道が整備されておりま

す。 

続きまして、三峰川の状況及び着手理由についてご説明します。流域面積につきまして

は、スライドの青で囲った範囲で3.53ｋｍ２ありまして、赤い三角の堰堤位置より下流につ

きましては、福本の集落内を流下しまして、国道 166 号をくぐり、櫛田川に注いでおりま

す。流域内の渓流では山腹崩壊や河床の洗掘が進行しておりまして、不安定な土砂が堆積

しとるという状況です。この土砂が大雨のときの影響で土石流として流下する危険性が高

く、被害想定区域に存在する人家23戸のほか、松阪市の簡易水道施設、及び集会所、国道

166号や市道など、人命や地域の生活基盤を支える施設を土砂災害から守ることを目的とし

て事業を着手しております。 

続いて、全体計画と実績についてご説明します。このダムにつきましては、先ほども言

いました土石流を止めるためのスリット型というダムになってまして、真ん中辺、ちょっ

と写真を見ていただきますと、括れとるんですけども、スリット型の砂防ダムでして、堤

長77.3ｍ、堤高14.5ｍとなっております。真ん中の括れたスリットの手前には魚道が設置

してあるんですけども、環境面に配慮しまして、水生生物ですか、そこら辺を配慮しまし

て魚道をこしらえさせていただきました。事業期間につきましては、平成11年度、着手し

まして、15 年度で完成しております。総事業費につきましては、当初全体計画４億 1,700

万円でありましたが、実績で６億 5,190 万円となっております。これにつきまして、２億

3,500万円の増となっておりますけれども、この付近、午前中、再評価でも説明させていた

だいたんですけど、中央構造線が走っておりまして、今のスライドの上部に表示している

んですけど、その部分に掘削中に地滑りの兆候が発生しまして、動いたことによりまして

不安定土塊があるということで、対策工法として法枠とあとアンカー工法を対応させてい

ただきまして、それによる増額が２億3,500万円となっております。 

あと、負担率につきましては、国と県で２分の1ずつです。 
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あと、周辺で継続中の公共事業としましては、午前中に再評価を受けさせていただきま

した国道166号の田引バイパスと、県道蓮狭線の何れも道路改築工事を実施しております。 

以上で概要説明を終らせていただきます。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。ただ今の件に関しまして、委員の方から何かご要望、

ご質問等ございませんでしょうか。特に無いようですね。どうもありがとうございました。 

それでは、特になにもございませんでしたので、議事次第の６番目のその他に移ります

けれども、事務局、何か６番でありますでしょうか。 

 

（６） その他 

 

（公共事業運営室長） 

委員長、次回の日程につきまして連絡のほうさせていただきます。 

 

（事務局） 

 次回、第８回委員会は、年を越しましてすぐの、１月８日の木曜日、10時からこちら

建設技術センター鳥居支所で開催いたしますので、お忙しいこととは存じますが、ご出席

賜りますようよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（７） 閉会 

 

（委員長） 

それでは、これで本日の議事を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

（公共事業運営室長） 

それでは、これをもちまして平成20年度第７回三重県公共事業評価委員会を終了させて

いただきます。どうもありがとうございました。 

（17時00分閉会） 


